
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時  平成２３年５月２６日（金）１５時００分～１６時２０分 

場 所  レベル２１ 東京會舘 スタールーム 

東京都千代田区大手町２－２－２ アーバンネットビル２１階 

電話（０３）５２５５－１５１５ 

 

＜議  案＞ 

 

第１号議案   平成２２年度事業報告に関する件 

第２号議案   平成２２年度収支決算報告に関する件 

第３号議案   会員の動向に関する件 

第４号議案   会費の額及び徴収の方法に関する件 

第５号議案   平成２３年度事業計画案に関する件 

第６号議案   平成２３年度収支予算案に関する件 

第７号議案   役員の一部改選に関する件 

第８号議案  定款変更に関する件 

第９号議案  公益法人制度改革への対応に関する件 

第１０号議案   その他 

 

懇 親 会  １６時３０分～１７時３０分 

以 上 

 

定 時 総 会 
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平成 22 年度事業報告 
 

概 況 

 平成２２年度を顧みると経済環境としては、２００８年秋の世界同時不況からの回復過程にあっ

たが、夏以降は海外経済への懸念や円高の進行あるいはデフレ、政策効果の息切れ等が響き、

足踏み状態となり、回復感の乏しい年度であった。 

 食品流通業界は、少子高齢化、人口減少、消費不振の影響が顕著になる中で需給調整を一気

に加速させるようなかってない規模でのメガ再編成の動きがあった。市況としては猛暑の恩恵

を受けた季節商材が急上昇を示す一方で、異常気象が食品の売れ筋傾向を狂わせたり、ＰＢ商品

が価格の優位性を打ち出せないほど商品全体の価格帯が下がるような厳しい状況で、物流をは

じめコストダウン、効率化の自助努力を最優先する動きが主流であった。また、３月１１日に東

北、関東を襲った「東北地方太平洋沖地震」は未曾有の惨状を招き、食品産業にも大きな打撃

を与え、食品供給の大動脈を担う卸業界も甚大な被害を受けた。深刻な被災状況の中で、多く

の関係者のご支援、ご協力のもと農林水産・食品行政と連携して被災地域に対する食料物資の

供給について業界としてできうる限りの体制で対応した。 

 こうした状況の中、弊協会の事業活動は、業界として流通秩序を維持し、適正価格による円

滑な食品流通を行う公正取引の推進を提言し、それぞれが社会的責任と倫理観をもって公正取

引に取り組むことがより重要と考え「政策委員会・食品取引協議会」を組織の枢軸として経営

環境の改善に取り組んだ。 

 各支部においても、地域事情に応じた事業計画を実践して支部活動の活性化に取り組んだ。

こうした活動を行えたのは、例年の如く賛助会員各位の全面的ご協力や所管の農林水産省をは

じめとする諸官庁の適切なご指導とご協力、加えて（財）流通システム開発センター、全国卸売

酒販組合中央会、（財）食品産業センター、（社）日本缶詰協会、（社）日本パインアップル缶詰協

会、日本製罐協会等の諸団体の皆様方の、多方面にわたるご配慮があったからに他ならない。

あらためて御礼を申し上げる。 

 以下、事業別に概観し、その後に個別事業別に報告する。 

 

Ⅰ．調査研究事業 

食品業界は、消費力の停滞と圧倒的な供給過剰を背景とした需給の不均衡から依然として不

況感を拭えず、先行きの不透明感が漂う厳しい経営環境を強いられた。こうした中で弊協会は、

流通構造の変化に伴う新取引制度のあり方やメーカーの期待する卸売業の方向性について賛助

会員と意見交換を重ねた。また変化する制度、関連法規へ業界として適確に対応すべく「米ト

レーサビリティ法」についてはアンケート調査を行い実態を公表した。 

「独占禁止法の改正（優越的地位の濫用に関する独占禁止法の考え方）」については１９項目に

ついてパブリック・コメントを提出した。 

 年度の重点調査事業としては、流通事情が大きく変動し物流環境が変化する中で、全国規模

で「物流コストの実態調査」を行った。加工食品の物流コストの基礎データを把握し蓄積する

事は、産業としての社会的基盤を検証する意味からも意義があるとの考えから実施した。この



－ 2 － 

調査は、物流問題研究会の下部組織として物流コスト実態調査委員会を設置し、１１企業が委員

として参画しとりまとめた。  

 環境問題では、２００８年度における「改正省エネ法」の改正により輸配送部門に加え、倉庫に

おける保管・荷役業務や事務所内での管理業務等、企業活動全般において省エネルギー対策を

講じる必要が生じ、原油換算で年間１,５００ＫＬを超えるエネルギーを消費する事業者は特定事業

者として指定された。したがって弊協会の今年度の環境自主行動計画の環境数値としては、従

来の輸配送部門の特定荷主１２社分に加え、事業場部門の特定事業者１６社分の環境数値をとりま

とめ、はじめて両部門の環境数値を所管省である農林水産省食品環境対策室に報告した。尚、

特定事業場部門の原単位の計算にあたっては環境数値算定標準化協議会において検討し、特定

荷主の倉出売上高ではなく使用面積を使用することにした。 

 情報システム・ＥＤＩの分野においては、インターネットを使用した流通ＢＭＳの標準維持と普

及拡大を目指す「流通システム標準普及推進協議会」の本格稼動に合わせ、各委員会委員に情

報システム研究会やＥＤＩ Ｗ・Ｇから積極的に委員を派遣し標準化の推進に取り組んだ。また流

通ＢＭＳ導入済み企業として弊協会の会員卸４４企業を公開した。国際会計基準・ＩＦＲＳの導入に

向けたメーカー・卸間の業務環境整備のため、協会が定める標準ＥＤＩ書式の修正が必要かどう

かＥＤＩ活用メーカーを対象にアンケート調査を行い、改善の方向性について議論を開始した。

焦点は出荷案内データへの着荷日項目の追加の是非であった。 

 物流問題研究会では、昨年度から継続して百貨店の共同配送事業に取り組み、２企業が先行

的に実践し具体的成果を得た。また物流コストの低減を図る目的から、毎回テーマを決めて情

報の共有化に努めた。 

 商品開発研究会は、今年も日本蜜柑缶詰工業組合の幹部の方と国産蜜柑缶詰の現況について、

ＪＡＳ規格の維持なども含めて生産や販売の立場から意見交換を行った。 

 法務研究会では、「電子手形について」「優越的地位の濫用の運用指針について」「卸間で

の売買共用の基本取引契約書について」「食品卸売業者としての倉庫登録について」「優越的

地位の濫用ガイドラインについて」等時宜にあった法務問題を取り上げて意見交換を行った。

「優越的地位の濫用の運用指針」については課徴金が適用になる事もあり積極的に委員会から

パブリック・コメントを発信し、新たな運用指針を得る等大きな成果を得た。   

 労務管理研究会では、「育児・介護休業法の改正に伴う対応及び同規定の運用状況について」

「メンタルヘルス対策について」「派遣法への対応」「採用活動の総括」「障害者雇用の実態

について」「人材育成について」「リテールサポート研修について」「車輌管理について」「各

社の加入団体状況について」等を議題として食品流通に関する労務管理問題について幅広く意

見交換を行い見識を共有化した。 

 支部活動では関東支部流通業務委員会が今年度も継続事業として、「物流コスト」「返品」

「在庫の回転日数状況」「傭車及び物流動向」について実態調査を行い、各担当企業が分析を

行った。 

 

Ⅱ．研修・普及・啓発・実践事業 

 本部活動としては、各支部の定時総会や研修会時の本部活動報告の場面で、具体的本部活動

の実態を報告して情報の共有化を図った。  

 今年も継続して、情報システム研修会を全国卸売酒販中央会と共催して開催し、クラウドコ
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ンピューテイング等情報システム部門を取り巻く諸問題について専門の講師を招いて最新の知

見を共有化した。 

 この他研修事業としては、中国支部が６月８日、東海支部が６月１６日、関東支部が６月１８

日と１１月１２日、九州・沖縄支部が７月１日、四国支部が７月２日、北海道支部が７月６日と

１１月１７日、東北支部が１１月１６日、北陸支部が１１月２４日、近畿支部が２月１４日にそれぞれ経

営実務研修会を開催した。近畿支部は大阪府食品卸同業会との共催にて地域量販店との実務研

修会を開催した。また商品開発研修会としてメーカーの工場見学会が、例年の関東支部、東海

支部、東北支部に続き、新たに北海道支部で実施され商品知識を深めることができた。情報シ

ステム研究会は、流通現場で臨場感のある研究会を開催したいとの考えから（株）トーカン、伊

藤忠食品（株）の協力を得て、課外研究会として名古屋で開催した。 

 

Ⅲ．本部活動 

 公益法人制度改革への対応として、理事会、定時総会の決議を経て、公益社団法人の認定申

請を１０月初旬に内閣府公益認定等委員会宛電子申請にて行った。結果は、残念ながら弊協会は

公益社団法人の認定を得られず、あらためて平成２３年度の定時総会において、一般社団法人と

しての認可申請を行う決議をすることになった。 

 昨年からの継続事業として国内食品市場全体を俯瞰できる公益性の高い販売統計データであ

る「加工食品卸売統計調査」を実施した。 

 また、関連省庁や団体が事業する「食品廃棄物発生抑制推進検討会」「食品流通情報サービ

ス展開委員会」「次世代流通情報インフラ調査検討委員会」「卸売業・小売業連携モデル開発

検討委員会」「中小卸売業の実態及び戦略的施策に関する調査研究委員会」「取引慣行実態調

査検討委員会」「モーダルシフト等推進官民協議会」に委員として参画し、加工食品卸売業界

としての意見を述べると共に業界としての将来展望に知見を得た。 

 本部事務所の所在地である日本橋室町地区の再開発に伴い、事務所の移転について本格的な

打ち合わせが始まり、最終的には現ビルオーナーが移転所有する日本橋本町二丁目ビルの４階

に移転する事を決め理事会にて承認された。 

 ３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震に対しては、発生直後から行政と連携して被災地

に対する緊急支援の食料供給や緊急通行車輌確認標章の交付要請、被害状況の調査と報告、ま

た壊滅的ダメージを受けた仙台空港岩沼臨空工業団地の復旧に向けての要望等を行った。また

会員卸に義援金の寄託をお願いし、１億円を超える義援金を日本赤十字社を通じて被災地に送

ることができた。 

 食品流通業界の電力需要抑制対策に資するため、業界の「環境自主行動計画」の遵守を基本

的な考え方として施策をまとめ提出した。特に国民生活の様式の変革を求めるような事態を考

慮し、食品流通業界の電力抑制策は、ＳＣＭレベルで考えるべきと提言し、流通業界全体が協調

して国難に対処するため行政からの指導、支援を要請した。 
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事業担当別活動状況 
 

 総 務 関 係 

 

［監 査］ 

 上半期（平成２２年４月１日～平成２２年９月３０日）については、１０月２６日（火）に、下半期

（平成２２年１０月１日～平成２３年３月３１日）については４月１５日（金）に監事の方にて監査が

実施された。また監督官庁である農林水産省総合食料局流通課の担当官による監査、「公益法

人検査」が平成２２年１２月２日（木）及び１５日（水）の両日実施された。 

 

［登 記］ 

 平成２２年５月２８日（金）の定時総会終了後、平成２１年度の登記事項について、平成２２年７

月５日に東京法務局にて登記が完了した。 

 

［定時総会］ 

 

平成２２年度の第１７回定時総会は、平成２２年５月２８日（金）１５時より東京大手町レベル

２１東京會館に於いて開催された。主な議案内容は、平成２１年度事業活動報告や平成２２

年度事業活動計画及び任期満了に伴う役員改選や公益法人制度改革に伴う対応等について

であった。総会終了後は業界のトップコミュ二ケーションの場として懇親会を行った。 

 

 

［理事会］ 

 平成２２年度は理事会を４回開催した。 

 

◆第１回 理事会 平成２２年４月２２日（木） 

 

         議    案   第１号議案   平成２１年度事業報告に関する件 

                     第２号議案   平成２１年度収支決算報告に関する件 

                     第３号議案   会員の動向に関する件 

                     第４号議案   会費の額及び徴収の方法に関する件 

                     第５号議案   平成２２年度事業計画案に関する件 

           第６号議案   平成２２年度収支予算案に関する件 

           第７号議案   役員改選に関する件 

           第８号議案  公益社団法人への移行認定申請に関する件 

 第９号議案   定時総会の開催に関する件 

                      第 10 号議案 その他 

出欠状況 理事総数 ２６名中 出席理事 ２３名 委任状２名 計２５名 

 監事総数 ３名中 出席監事 ３名  計３名 
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来賓出席 農林水産省 総合食料局流通課 商業調整官 山田 啓二 様 

  課長補佐 石塚 浩一 様 

  係  長 大熊 光輝 様  

  新日本有限責任監査法人監査第七部 公認会計士 上倉 要介 様 

 

開 会       定刻になり奥山専務理事の司会により開会。 

 

 事務局はここで本日の出欠状況を報告し、会の成立と共に定款２７条により会長が議長席に就

く事を告げた。 

 議長は出席理事の中から、議事録署名人として、津久浦慶之理事と中嶋隆夫理事の指名を行

い、了承を得て議事に入った。 

 

第１号議案  平成２１年度事業報告に関する件 

第２号議案  平成２１年度収支決算報告に関する件 

    

議長より、第１号議案と第２号議案を続けて事務局より報告するよう指示があり専務理事よ

り、手元に配布された資料の確認をした後、概況並びに事業活動のポイントについて次の内容

を報告した。 

① 政策委員会・食品取引改善協議会の活動内容。 

② 調査研究事業として、「返品実態調査」「環境問題関連」「新型インフルエンザ対策」「情

報システム・ＥＤＩ関連」「物流問題関連」 

③ 普及・啓発・実践事業として、「加工食品卸売業の信頼性向上自主行動計画」の活用によ

る普及・啓発。 

④ 本部活動として、「加工食品卸売統計調査」の実施。 

⑤ 関連省庁・諸団体との交流活動について。 

⑥ 平成２１年度収支決算報告（収支計算書・貸借対照表・正味財産増減計算書・財産目録）。 

同時に４月１３日に監事各位により監査を受けた経緯を報告した。 

 

 議長はここで監事に監査報告を求め、濱口吉右衛門監事は「去る４月１３日に監事３名にて行

われた監査の結果、業務報告を受け財務諸表及び帳票・証憑につき、適法正確に処理され報告

の事実と相違ないものと認めました。」と報告した。 

 

 議長は、両議案の質疑を求めたが無かったので、承認を求め、拍手で承認された。 

 

 続いて、議長は第３号議案の説明を事務局に求めた。 

 

第３号議案  会員の動向に関する件 

 事務局より、平成２１年度内に於ける入退会者のリストに基づき、報告を行い、承認された。 

 

第４号議案  会費の額及び徴収の方法に関する件 
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議長の指名をうけ、事務局より平成２２年度の年会費の額及び徴収方法について説明した。額

に関しては昨年度、自主申告いただいた売上高に基づく会費区分により算定。また、賦課徴収

方法については 

① 年額一括 

② 銀行振込み 

③ 振込手手数料は会員各位負担 

④ 納付期限 平成２２年６月３０日（水） 

との説明が有り、議長はこれに関して承認を求め異議なく賛同を得た。 

 

第５号議案  平成２２年度事業計画案に関する件 

第６号議案  平成２２年度収支予算案に関する件 

 

 議長より関連ある両議案を続けて説明するよう指示があった。 

平成２２年度事業計画案について、中嶋政策委員長より、調査研究事業、普及啓発・研修・実

践事業及び実施計画案についての説明がなされた。  

 

 ｢平成２２年度の主要な事業計画につきましてご説明申し上げます。 

食品流通の経営環境は、所得水準の低下から、消費者の生活防衛意識が高まり低価格志向な

ど、消費者の生活行動様式が大きく変化し、加えて長期的には明らかな市場規模の縮小傾向が

あり、過当競争を強いられる厳しい状況にあります。こうした環境激変の中ではありますが、

我々食品卸業界は、変化に適応した新たな価値ある中間流通機能を提供して、市場を多様性に

富んだ、質の高いものに活性化させていくことが重要だと考えております。 

 政策委員会としては、引き続き「食品取引改善協議会」の組織活動をとおして流通秩序の維

持と流通構造の変化に対応した「取引制度」のあり方を優先して検討して参りたいと考えてお

りますが、特にメーカーの皆様とはお互いの今日的な機能役割を再確認しながら、サプライチ

ェーンの全体最適化の課題に取り組んでいきたいと考えております。 

 具体的には今年度は特に、卸機能の中でも重要な物流について流通実態に即した物流コスト

の調査を全国規模で行い、機能対価要求への理論的基礎にしたいと考えておりますのでよろし

くご協力をお願いします。 

 また今年は食品流通に関する制度や法規が変化してまいりますので、業界として十分適応す

べく周知してまいります。 

 昨年実施いたしました「返品の実態調査」につきましては、皆様のご協力で 

着実に改善の方向性が確認できたわけでありますが、資源問題や環境問題から、また公正取引

推進の立場からも、この調査結果の成果物を活用して「返品問題」の課題について普及啓発活

動をして参ります。 

 以上主要な事業計画の内容でございますが、これらの活動につきましては食品卸業界の強い

団結力と取引基本姿勢の確立が何より前提となりますので、ここにご出席の皆様のご支援とご

協力をお願い申し上げましてご報告とさせていただきます。」 

第６号議案については事務局より、事業計画と連動した収入、支出について新会計基準に基

づき資料の如くに策定した根基について説明した。 
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 ここで議長は質疑を求めたが、無かったので両案を一括しての承認を求めたが、拍手を以っ

て承認された。 

 

第７号議案  役員改選に関する件 

 

議長より、今年度が役員全員任期満了に伴う改選期に当たるため、事前に事務局に命じ、も

し再任という事であればお引き受け願えるか否かのご意向を各位に伺わせた処、幸いにも全員

からの内諾書を頂戴した事、また、会社人事の都合により一部の方から役員交代の申し出が有

った事、更に、ご本人のご都合により退任の申し入れを受けた事等の報告があり詳細について

の説明を事務局に促した。 

事務局より申し出順に報告がなされた。 

 

［退任］ ［新任］ 

㈱日本アクセス 吉野 芳夫 理事 田中 茂治 氏 

㈱サンヨー堂 三枝 晧祐 理事  宗像 善昌 氏 

ヤマエ久野㈱ 栁川  信 理事 出森 義人 氏 

学識経験者 佐藤 孝治 理事 山本 泰生 氏 

味の素㈱ 横山 敬一 監事  小原 利郎 氏 

日本アクセス北海道㈱ 

 山本 佳宏 理事 

㈱日本アクセス 

今泉 忠也 氏 

 

 報告を受け議長より、理事４名及び監事１名の交代並びに山本理事退任及び今泉理事の新任

という事務局案の承認を求め、拍手を以って異議なく承認された。 

 加えて、ご内諾戴いた方々全員を定時総会における議案提起の際の役員候補としてご推薦す

る事と、定時総会終了後に改めて登記の手続きに入らせて戴きたい旨の説明があり全員から賛

同を頂戴した。   

 

第８号議案  公益社団法人への移行認定申請に関する件 

     

議長より８号議案の内容を説明するよう事務局に要請。来賓として同席を願った、新日本有

限責任監査法人の上倉要介公認会計士から移行認定申請に関する概要の説明が有り、さらに事

務局から添付資料に基づき定款変更等について報告がなされ、出席者全員から賛同を得た。 

 

第９号議案  定時総会の開催に関する件 

 

議長より「以上の審議内容を定時総会の議案として総会を開催したい」と発言があり、事務

局より平成２２年５月２８日（金）１５時よりレベル２１東京會舘にて開催する旨の報告があり、理

事会の決議を求め、承認された。 
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第１０号議案  その他 

 

議長より出席者からの問題提起の有無を求めたが無かった。続いて、その他について事務局

に求めた。それを受け、事務局から来る第２２回参議院議員選挙において、当協会は社団法人 日

本パインアップル缶詰協会会長の清水信次氏を参議院議員 比例区選出議員 候補者として推薦

する事を提案し、出席者全員より賛同を得た。 

加えて次回の理事会開催予定は、５月２８日（金）定時総会の直前、１３時３０分より理事会を

開催することを案内した。 

議長より、引き続き当協会へのご協力要請と本日の長時間審議についての御礼が述べられ、

１３時２０分に閉会となった。 

 

◆第２回 理事会 平成２２年５月２８日（金） 

 

議 案   第１号議案  定時総会提出議案の確認の件 

第２号議案  理事会運営体制の件 

第３号議案  その他 

 

開 会   定刻になり奥山専務理事の司会により開会。 

 

事務局はここで本日の出欠状況を以下の如く報告する。 

 

理事総数２６名中 ２４名 （代理を含む）出席 

監事総数３名中３名出席。 

 

ここで本日の会の成立と共に定款２７条により会長が議長に就くことを告げた。 

 

議長は出席者の中から、議事録署名人として、水足 眞一理事と足立 誠理事を指名し、了

承を得た上で議事に入った。 

 

第１号議案  定時総会提出議案の確認の件 

 

議長より事務局に第１号議案の説明の指示があり、これを受け専務理事は、手元に配布され

た資料を確認した後、前回から特に追加の説明・変更点は無い事を報告した。 

 

４月以降の入・退会動向については全く変動がない事を報告した。 

また、公益社団法人への認定申請については、各支部の決算・予算数値を取り込むことが必

要条件であるため、これから行われる各支部総会にて承認される決算・予算数値を取り込み、

新会計基準に組み替えて申請する事を報告した。 

次に議長は、前回の理事会にて承認された新理事候補の方で、本日当席に出席の方々を紹介。

名前を呼ばれた理事候補は立礼。なお、日本アクセスの田中候補は、本日所要のため欠席して
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いる事が報告された。 

 

第２号議案  理事会運営体制の件 

 

新運営体制に関しては、本日の総会にて、新理事候補の承認が得られたという事を前提とし

た、会長・副会長・専務理事の選任についての事務局案を議長は要請。 

 

それを受けて事務局より、國分会長及び後藤副会長・濱口副会長並びに奥山専務理事は重任、

吉野副会長の後任には田中新理事候補との提案が事務局よりなされ、全員から賛同を得た。 

 

第３号議案  その他 

 

第３号議案としては提起事項がない様なので、各支部から支部総会の日程や研修企画等の案

内、また、政策委員会に対する要望などがあれば発表するよう議長が促し、北海道の村山理事

より順次指名をしていった。 

各支部長より今後の総会の日程やセミナーの内容等がそれぞれ発表され、全ての発表が終了

後、國分会長は各支部よりいろいろな提言が有ったので、政策委員会を中心に検討するよう事

務局に指示された。 

最後に議長の國分会長は、副会長ほか出席者全員に他に意見が有るか確認をしたが、何も無

かったため、１４時１５分に理事会の終了を告げた。 

 

更に会長よりこののち、短時間ではあるが、農林水産省 石塚課長補佐から「食料・農業・

農村基本計画」に関する概要説明が有ることや、定時総会ならびに懇親会にいたる最後まで協

力の要請が有り、１４時１５分に終了した。 

 

◆第３回 理事会 平成２２年１１月４日（木） 

 

議  案  第１号議案  上半期事業活動報告及び下半期事業活動に関する件 

(1) 上半期事業活動報告及び今後の活動について 

(2) 上半期収支決算報告 

(3) 監査報告 

      第２号議案  事務所移転について 

      第３号議案  平成２３年度収支予算について 

      第４号議案  その他 

             (1) 次回開催予定 

 平成２３年３月２４日（木）または４月２１日（木） 

 （公益社団法人認定の進捗状況で変わることをお含み下さい） 

(2) その他 

出欠状況 理事総数 ２６名中 出席理事 ２２名 委任状 ４名 計２６名 

 監事総数 ３名中 出席監事 ２名 委任状 １名 計３名 
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来賓出席  農林水産省 総合食料局流通課   商業調整官 山田 啓二 様  

                     課長補佐  石塚 浩一 様 

 係長    大熊 光輝 様 

 

開 会  定刻になり奥山専務理事の司会により開会。 

 

事務局はここで本日の出欠状況を報告し、会の成立と共に定款２７条により会長が議長席に就

く事を告げた。 

それを受け直ちに議長は審議に入った。 

 

続いて出席理事の中から、議事録署名人として、宗像善昌理事と松川隆志理事の指名を行い、

了承を得て議事に入った。 

 

第１号議案  上半期事業活動報告及び下半期事業活動に関する件 

        

議長より、第１号議案を報告するよう指示があり専務理事より手元に配布された資料の確認

をした後、概況及び事業活動のポイントを資料に則り報告された。 

① 会員動向の件 

② 公益法人制度改革への対応状況 

③ 「米（こめ）トレーサビリティ法」への対応について 

④ 「物流コスト実態調査」について 

⑤ 「優越的地位の濫用ガイドライン」のパブコメについて 

⑥ 「環境自主行動計画」の調査票対応について 

⑦ 税制改正等に関する要望について 

・消費税問題について 

⑧ 賛助会員幹事店会の議案事項について 

以上の項目が順を追って説明された。 

同時に上半期の収支決算の内容を説明し、更に、１０月２６日に監事各位により監査を受けた経

緯を報告した。 

議長はここで監事に監査報告を求め、濱口吉右衞門監事は「去る１０月２６日に実施した監査の

結果、業務報告を受け財務諸表及び帳票・証憑につき、適法正確に処理され報告の事実と相違

ないものと認めました」と報告をした。 

議長はここで、事業活動の内容ごとにそれぞれ質疑を求めたが、無かったので、承認を求め、

拍手で承認された。 

 

続いて、議長は第２号議案の説明を事務局に求めた。 

 

第２号議案  事務所の移転について 

 

事務局より、現在の事務所が再開発の煽りを受け、来春には近隣の代替え物件に移転する方
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向で話が進んでいる経緯が説明され、移転の承認と、手続き上の問題の事務局一任の承認を求

めたところ全員の賛同を得た。 

◆予定移転先 東京都中央区日本橋本町２丁目３－４ 

日本橋本町二丁目ビル ４階（現在名称） 

  

第３号議案  平成２３年度の収支予算について 

 

平成２３年の４月から５月の定時総会までの収支予算で、総会にて平成２３年度の予算の承認を

得るまでの暫定予算であり、来年１月の執行運営委員会の開催日に在京理事、あるいは代理の

方にて臨時理事会を開催して審議していただく。 

各理事の皆さまには、事前に予算案を書面にてご提示の上、意見・賛否を仰ぐ予定であり、

その結果を追認する段取りであることを説明。 

ただ、本年は現在公益社団法人の認定申請を行っているため、結果次第では予算策定の方法

が異なり、公益認定が得られた場合は、２２年度中に２３年度の予算を策定し、理事会の承認を得

なければならず、現時点では二通りの会議を予定しているので理事・監事各位に日程の調整を

お願いする。収支暫定予算を決めるにあたっては以上の様な策定方法、並びに日程について承

認をお願いしたいと説明。 

 

議長から複雑だが以上の様な方法で進めるにあたって承認をお願いする。 

 

異議なく全員から承認された。 

 

議長から、用意した議案は以上であるが折角の機会であるので何か意見・質問等が有ればと

声を掛けたところ、加藤理事より、「メーカー側が、国際会計基準導入により現行の取引制度

を見直しする予兆が見えるので、制度の見直しについては、卸側が不利にならないよう日食協

としても対応してほしい」との要請あり。 

議長より今の意見を踏まえ、政策委員会等にてしっかり対処するようにと、事務局に指示を

いただく。 

 

議長より本日の議事進行の協力に対する御礼と、今後も日食協に対する同様の協力を要請し、

１３時２０分閉会となる。 

 

◆第４回 臨時理事会 平成２３年１月２６日（水） 

 

出 欠 状 況 ：理事総数 ２６名 内代理を含む出席理事 １５名 委任状 １１名 計２６名 

◎出席理事氏名 ：國分勘兵衛・成田 健（代理 物井 敦）・後藤雅治・中嶋隆夫（代理 田

口耕輝）・田中茂治・今泉忠也（代理 成田祐一）・濱口泰三・足立 誠

（代理 青山裕一）・津久浦慶之（代理 湯浅正男）・磯野謙次・山本泰

生（代理 和田 正）・宗像善昌（代理 小林由朗）・加藤武雄（代理 破

魔重美）・水足眞一（代理 大江正彦）・奥山則康 
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◎委任状出席理事 ：村山圭一、堀内琢夫、上田 弘、松川隆志、鈴木重一、永津邦彦、荒木 章、

中村成朗、竹内克之、本村道生、出森義人    

 

議 案  第１号議案  平成２３年度年初収支暫定予算の件  

第２号議案  その他 

 

定刻、事務局より開会の案内と本日の出欠状況を報告。理事会の成立を確認。 

正・副会長いずれも代理出席なので、定款第１４条３項に基づき議長として、専務理事の就任の

是非について諮ったところ、異議なく承認されたので奥山則康専務理事が議長席に着席した。 

議長は直ちに議事録署名人として、田口理事代理と破魔理事代理を指名し、了承を得たので

議事に入った。 

 

第１号議案  平成２３年度年初収支暫定予算の件 

 

議長より資料の予算案と策定経緯について説明し、さらに事前に各理事・監事に質疑と賛否

を問うた結果、全員質問もなく異議もなく賛成との回答文書を得ている旨の報告を行った。こ

こで改めて出席者に賛否、質疑を問うたが、異議なく承認された。 

尚、この暫定予算は５月に予定されている総会において議決される平成２３年度収支予算に包

含される事も併せて確認した。 

 

第２号議案  その他 

議長より出席者に問題提起の有無を諮ったが、何もなかった。 

以上で、予定の議題の審議が終了したので議長より閉会を告げた。 

 

［正副会長会議］ 

 定例的に理事会の前に年２回（４月、１１月）開催した。また専務理事から会長に定例的に毎

月の事業活動報告を行いご意見をいただいた。 

 

◆第１回 正副会長会議 ４月２２日（木） 

 当日開催される理事会の運営についての内容確認が主な議案であったが、経営環境の変化を

踏まえて幅広く意見の交換を行い、今後の協会の運営の方向性について確認した。 

 

◆第２回 正副会長会議 １１月４日（木） 

 当日開催される理事会の運営についての内容確認が主な議案であったが、特に今回は公益法

人制度改革に伴う認定申請を１０月に提出した事を主体に報告し、意見の交換を行った。 
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本 部 事 業 活 動 

 

［政策委員会・食品取引改善協議会］ 

 

◆第１回 政策委員会・食品取引改善協議会 ５月１２日（水） 

平成２２年度第１回目の政策委員会・食品改善協議会を５月１２日（水）午前９時３０分より日

本橋精養軒会議室にて開催した。 

主要な議題は、４月２２日に開催された、理事会の内容についての報告や当日行われる賛助会

員幹事店会の運営内容の確認であったが、「食品取引改善協議会」の今後の活動の方向性や「米

（こめ）トレーサビリテイ法」に対する業界対応についても活発な意見交換を行った。 

 

◆第２回 政策委員会・食品取引改善協議会 １０月２０日（水） 

平成２２年１０月２０日（水）午前９時３０分より当協会会議室に於いて開催。主要議案は上半期

を終了しての事業活動総括と下半期の活動に向けての事案検討であった。 

＊主要上半期活動報告事項 

① 公益法人制度改革への対応状況 

② 「米（コメ）トレーサビリティ法」への対応について 

③ 「物流コスト」の実態調査について 

④ 「優越的地位の濫用ガイドライン」のパブコメについて 

⑤ 平成２３年度税制改正要望について 

 ・消費税問題について 

⑥ 「環境自主行動計画」の調査票対応について 

⑦ その他 

  ・事務所の移転について 

 

◆第３回 政策委員会・食品取引改善協議会 １１月１０日（水） 

平成２２年１１月１０日（水）午前１０時３０分より日本橋精養軒会議室に於いて開催。 

主要な議案は、１１月４日（木）に開催された正・副会長会議並びに理事会の内容についての

報告事項と当日行われる賛助会員幹事店会の議案についての意見交換であった。 

 

◆第４回 政策委員会・食品取引改善協議会 ３月２５日（金） 

 午後３時より日食協会議室にて開催。 

主要な議題は平成２２年度の事業総括と平成２３年度の事業計画案、実施計画案及び収支予算案

についての審議検討であったが、３月１１日に発生した大震災の被災状況や今後の食のライフラ

インの再構築について意見の交換を行った。また公益社団法人申請の不認定に伴う次善策につ

いても今後の方針について確認をした。 
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［賛助会員幹事店会］ 

 

◆第１０回 賛助会員幹事店会 ５月１２日（水） 

第１０回賛助会員幹事店会を平成２２年５月１２日（水）午後１０時から日本橋精養軒会議室にて

開催した。 

当日は午後から大手量販店の会合が予定されていたので変則的な時間帯での開催となった。 

会議は、冒頭に当協会の政策委員長中嶋隆夫氏（（株）菱食）と賛助会員幹事店を代表して小原

利郎氏（味の素（株））からご挨拶をいただいた後、事務局の司会進行で議事に入った。 

議題は、（１）平成２２年４月２２日開催の理事会報告として、「返品実態報告」「公益法人制度

改革への対応方針」「役員改選」等について説明、ついで（２）意見交換テーマとして①メーカ

ーの期待する卸機能について、②小売業が展開するＥＤＬＰ政策について参加賛助会員企業から

発表をいただき意見交換を行った。 

 流通構造が大きく変化するなかでメーカー、卸がお互いの今日的な機能、役割を確認しなが

ら流通の効率を考えていく事はきわめて重要な事であり今後も継続して検討していく事を確認

して閉会とした。 

 

◆第１１回賛助会員幹事店会 １１月１０日（水） 

平成２２年１１月１０日（水）定刻１１時３０分より精養軒日本橋店会議室において、第１１回賛助会

員幹事店会を開催した。 

会議は、冒頭に当協会の政策委員長中嶋隆夫氏（（株）菱食）と賛助会員幹事店を代表して品

田英明氏（味の素（株））からご挨拶をいただいた。 

ついで事務局の司会進行で議事に入り、最初に１１月４日（木）に開催した理事会の概要につ

いて報告、ついで本日の意見交換である ①メーカーの考える新取引制度の基本的方向性につ

いて ②メーカーにおける直取引制度と特約店制度の整合性について出席の賛助会員幹事企業

全員からご発言をいただいた。 

特に新取引制度の方向性については、ＩＦＲＳの導入を控えメーカー各社で恒常的なリベート等

を含め、価格制度及び体系について見直しの検討に入った等の意見が出された。最後に、政策

委員長から締めの言葉として、どの様な制度や世の中になろうが我々中間流通業者の適正マー

ジンを常に考え確保していただけるような取引関係を維持していただきたいと述べた。 

 

［環境数値算定数値標準化協議会］ 

 

 平成２２年１０月２５日（月）午前９時３０分より、日食協会議室において開催し、農林水産省食

品環境対策室に提出する２０１０年度（２００９．４～２０１０．３）の「環境自主行動計画」について

の調査票提出の内容についての確認を行った。特に事業場部門つまり事務所や物流センター等

の電力、ガスなどのエネルギー消費量とＣＯ２を管理する特定事業者に指定された会員卸１６社

の環境数値を調査票に記載すべく精査し、原単位として「使用面積」を使用することを決定し

数値を確認した。これで初めて輸配送部門の「特定荷主」１２社と「特定事業者」１６社の２つの

環境数値を弊協会として調査票に記載して報告する事ができた。また今回の調査票の提出にあ

たりクレジットの活用状況や森林吸収に関して会員事業者の中でＪ－ＶＥＲの認証を受けた事に
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2010年度 
(社)日本加工食品卸協会の環境自主行動計画に 
ついての調査票提出の内容骨子(2009.4～2010.3) 

関して新たに記載した。 

 

 

 

 

 

 

 

－環境数値算定標準化協議会・環境問題対応 WG－ 

＊社団法人 日本加工食品卸協会の会員数   正会員     １４９名 

                           （平成２２年３月末現在）  

① 輸配送部門 

・フォローアップに参加している（特定荷主）企業数及び売上高（倉出他） 

                     １２社    ６６,０７９億円 

・フォローアップカバー数  正会員の８．１％（１２社／１４９社） 

（旭食品・伊藤忠食品・加藤産業・国分・日本アクセス・日本酒類販売・マルイチ産商・ 

三井食品・明治屋商事・ヤマエ久野・菱食・リョーショクリカー） 

② 事業場部門 

・フォローアップに参加している（特定事業者）企業数及び使用面積（延床） 

                    １６社    ４,４００,２４０㎡ 

・フォローアップカバー数   正会員の１０.７％（１６社／１４９社） 

（旭食品・伊藤忠食品・加藤産業・関東国分・国分・佐藤・昭和・トーカン・日本アクセス・日本 

酒類販売・マルイチ産商・三井食品・明治屋商事・ヤマエ久野・ユアサ・フナショク・菱食） 

 

Ⅰ．温暖化対策（ＣＯ２排出抑制対策）  

１．自主行動計画における目標 

 

各企業活動に伴うエネルギー消費量・原単位を基準年度２００６年度に対し、２０１１年度に於

いて事業所毎に９５％の水準にすることを目標とする。 

 

２．目標達成のための取り組み 

（輸配送部門） 

(1) 目標達成のためのこれまでの取り組み 

・着荷荷主との取引慣行の見直し 

・物流センターの統廃合 

・配送委託先ドライバーに対するエコドライブの啓発・推進 

(2) ２００６年度に実施した対策の事例 

・積載効率良化のための配送頻度の見直し 

・運行指導等の燃費改善取組の継続実施 

（提出先：農林水産省食品環境対策室） 
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・配送効率向上につながる業務改革の継続 

 

（事業場部門） 

(1) これまでのＣＯ２削減の取り組み 

・「管理基準」の運用徹底 

・ＯＡ機器、照明器具等の省エネ機器への変更  

・空調の効率運転、設定温度の調整 

・不在場所の消灯やエレベーターの使用削減 

 

３．エネルギー消費量・ＣＯ２排出量の実績 

＊（輸配送部門） 

 
２００６年度 ２００７年度 ２００８年度 ２００９年度 

・生産高 

（倉出売上高他） 
５５,５４６億円 ６５,３５５億円 ６６,３８５億円 ６６,０７９億円 

・エネルギー消費量 

（原油換算ｋｌ） 
１３０,２００ｋｌ １４２,５７６ｋｌ １３７，９５２ｋｌ １３４，７２６ｋｌ 

・エネルギー消費量原単位 

（原油換算／億円） 
２.３４ ２.１８ ２.０８ ２.０４ 

・ＣＯ２排出量 

（ｔ–ｃｏ２） 
３４５,７８６ ３７８,３７１ ３６６,２２６ ３５７,５９２ 

・ＣＯ２排出原単位 

（ｔ－ｃｏ２／億円） 
６.２３ ５.７９ ５.５１ ５.４１ 

 

＊（事業場部門） 

２００８年度は参考数値として以下の１０社の環境数値を算定 

エネルギー消費量（原油換算ｋｌ）１３８,１６７ｋｌ・ＣＯ２排出量 ２７８,４６２（ｔ－ＣＯ２） 

（旭食品・伊藤忠食品・加藤産業・国分・日本アクセス・日本酒類販売・三井食品・明治

屋商事・菱食・リョーショクリカー） 

 ２００８年度 ２００９年度 

・使用面積 ― ４,４００,２４０㎡ 

・エネルギー消費量（原油換算ｋｌ） １３８,１６７ １３７,３４７ 

・エネルギー消費量原単位％（原油換算／使用面積） － ３.１２％ 

・ＣＯ２排出量  （ｔ－ＣＯ２） ２７８,４６２ ２６２,３０２ 

・ＣＯ２排出原単位（ｔ－ＣＯ２／使用面積） ― ５.９６％ 

 

 

【２００９年度の排出量増減の理由（特定荷主）】 

・２００９年度においては加工食品卸売業界も単価の下落から減収傾向が顕著となり、不採算

取引の是正と内部コストの圧縮等により体質改善に取り組み、量から質への転換を加速

させた。具体的には卸経営の最大コストである物流コストを、拠点の統廃合などにより

合理化、効率化を図りエネルギー消費量の絶対量を前年に引き続き減少させた。 
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４．クレジット等の活用状況と今後の予定 

・自主行動計画に参画している事業者のうち１社は、２００９年～２０１２年オフセットクレジ

ット制度Ｊ－ＶＥＲに基づいた温室効果ガス吸収プロジェクトにより１０００ｔ強のＣＯ２クレ

ジットを創出する計画を進めている。昨年分として５ｔＣＯ２、本年は、２００ｔＣＯ２近いクレ

ジットを創出する予定。 

 

５．森林吸収に関して 

・自主行動計画に参画している事業者のうち１社は、関係者が保有する三重県松阪市の山

林をＪ－ＶＥＲの間伐促進型プロジェクトとして認証を受け手入れを進めています。その山

林は、森林吸収の観点だけではなく生物多様性の面も考慮に入れて管理を行っています。 

 

Ⅱ．廃棄物対策  

(1) 自主行動計画における目標 

 

事業所毎に発生する廃棄物の発生量を抑制して、減量化し、一層の再資源化を進めて、排

出物の削減に努める。 

   

(2) 目標達成のための主要な取り組み 

・事務消耗品の廃棄物（特に書類）の発生を極力抑制 

・コピー紙の両面印刷及び縮小使用による使用量の削減、書類の裏面再活用や社内封筒の

複数活用の推進 

・電子化による紙類の使用減を図る 

・分別収集による資源リサイクルの推進 

・過剰梱包材・配送資材の廃止依頼 

・流通管理による商品の不良化防止と廃棄処分の減量化 

・「食品リサイクル法」のリサイクル率達成に向けて廃棄物管理の徹底 

① 電子マニュフエスト化による「見える化」促進 

② 廃棄物処理ルートの見直し 

 

(3) ２００９年度に実施した廃棄物対策の事例、効果 

・２００７年度に弊協会が作成した「改正食品リサイクル法への対応ガイドライン」「産業廃

棄物の処理について」の改訂版を活用した啓蒙・普及活動 

 

(4) 廃棄物・再資源化量の実績 

・廃棄物排出量（ＯＡ用紙使用量）数値提出企業７社合計 

           ２００７年度実績  ８７０.９ｔ 

           ２００８年度実績  ９８４.７ｔ 

           ２００９年度実績  ８３１.６ｔ 

（伊藤忠食品・加藤産業・国分・三井食品・明治屋商事・ヤマエ久野・菱食） 

 



－ 18 － 

 

平成２２年１２月８日 

                          農林水産省食品環境対策室 

 

 今後の環境自主行動計画について 

 

 国連気候変動枠組条約に係る１９９７年１２月の京都議定書の採択を受けて、我が国は２００８年～

２０１２年に基準年（１９９０年）比６％の温室効果ガスの排出量削減を約束しているところです。 

 我が国における温室効果ガスの総排出量は、２００８年実績では基準年比１.６％の増加となって

おりますが、食品製造業分野については、同▲１０.６％と削減に貢献しています。 

 一方、我が国は、公平で実効性のある国際的枠組みと意欲的な目標の合意を前提に「２０２０

年に１９９０年比２５％削減する」との中期目標、更には、２０５０年までに８０％削減するとの長期目

標を掲げています。 

 食品産業界の皆様には、地球温暖化対策に積極的に取り組むため、「環境自主行動計画」を

策定し、温室効果ガスの排出量削減に向け御尽力をいただいているところです。 

 今後、地球温暖化対策基本法案の成立や国内排出量取引制度の創設など流動的な側面もござ

いますが、以下のとおり多くの団体が今年度（２０１０年度）で目標年度の終期を迎かえることか

ら、新たな目標を設定するなど、継続的な取組をお願いしたいと考えております。 

 つきましては、今後の環境自主行動計画の方向性を検討するに当たり、皆様のご意見等をお

伺いしたいと思いますので、ご協力方よろしくお願いいたします。 

 

○各団体の目標年度 

２０１０年度                     

日本スターチ・糖化工業会 

（社）日本乳業協会 

（社）日本パン工業会 

日本ビート糖業協会 

（社）日本缶詰協会 

全日本菓子協会 

（社）日本冷凍食品協会 

（社）全日本コーヒー協会 

日本ハム・ソーセージ工業協同組合 

製粉協会 

日本醤油協会 

（社）日本ハンバーグ・ハンバーガー協会 

（社）日本フードサービス協会 

 

２０１１年度 

（社）日本加工食品卸協会 

２０１２年度（2008～2012） 

（社）全国清涼飲料工業会 

（社）日本植物油協会 

精糖工業会 

（社）日本即席食品工業協会 

全国マヨネーズ・ドレッシング類協会 

（社）日本精米工業会 

今後の環境行動計画についてと進捗状況の評価 
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（別添） 

団体名：社団法人日本加工食品卸協会            

 

今後の環境自主行動計画の方向性について 

 

＜団体における検討状況＞ 

 

以下の該当する番号に○を付け、検討状況等をご記載願います。 

 

①目標年度以降の新たな目標を設定済 

 

②目標年度以降の新たな目標設定を検討中 

 

③ 特段の検討は行っていない 

 

現在の環境自主行動計画は、２０１１年度が最終年度になりますので、平成２３年の弊協会の事

業活動計画として次期環境自主行動計画について検討していきます。 

 

＜今後の方向性に関する考え方＞ 

 

当団体の目標年度は２０１１年度であり、新たな目標設定は、２０１１年度が終ってからその時の

情勢を踏まえて検討することとしたい。 

 

ス ケ ジ ュ ー ル 

※以下のスケジュールを目途に取り進めていくことを考えておりますのでご協力ください。 

○関係団体への意向調査（「今後の環境自主行動計画について」） 
  ２２年１２月上旬～２３年１月中旬頃 

○調査結果の取りまとめ 
   ２３年１月中 

○調査結果を踏まえた関係団体との新たな目標設定についての調整 
  ２３年２月上旬～２月下旬 

○新たな目標設定についての方針決定 
   ２３年３月上旬 

○関係団体による新たな目標設定 
  ２３年６月頃 
  （各団体の総会等での決定手続きの時期により前後あり。） 
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指標 年度 数値 2008年度 2009年度 2008年度 2009年度 前年比

日本スターチ・糖化工業会 2005年度 ＣＯ２排出原単位 2010年度 ▲3% 0.0% ▲ 11.4% 111.8 95.8 ▲ 14.3%

日本乳業協会 2000年度 ｴﾈﾙｷﾞｰ消費原単位 2010年度
年率▲0.5%

(▲4.9%)
7.8% 10.2% 106.5 102.8 ▲ 3.5%

全国清涼飲料工業会 1990年度 ＣＯ２排出原単位 2008～2012年度平均 ▲6% 4.9% 2.9% 100.6 98.8 ▲ 1.8%

日本パン工業会 2004年度 ＣＯ２排出原単位 2010年度
年率▲1%

(▲5.9%)
▲ 15.0% ▲ 17.0% 80.0 77.8 ▲ 2.7%

日本ビート糖業協会 2000年度 ＣＯ２排出原単位 2010年度 ▲3% ▲ 12.1% ▲ 11.8% 73.4 64.7 ▲ 11.9%

日本缶詰協会 1990年度 ｴﾈﾙｷﾞｰ消費原単位 2010年度 ±0% 19.7% 25.4% 52.0 51.8 ▲ 0.4%

ＣＯ２排出原単位 ▲16% ▲ 15.9% ▲ 21.9%

ＣＯ２排出量 ▲8% ▲ 13.6% ▲ 19.4%

全日本菓子協会 1990年度 ＣＯ２排出量 2010年度 ▲6% ▲ 3.6% ▲ 6.3% 46.9 45.6 ▲ 2.7%

精糖工業会 1990年度 ＣＯ２排出量 2008～2012年度平均 ▲22% ▲ 26.4% ▲ 30.5% 42.7 40.3 ▲ 5.6%

日本冷凍食品協会 1990年度 ＣＯ２排出原単位 2010年度 ▲10% ▲ 12.7% ▲ 11.0% 40.7 25.3 ▲ 37.8%

全日本コーヒー協会 2005年度 ＣＯ２排出原単位 2010年度 ▲3% 1.7% ▲ 1.0% 22.7 21.2 ▲ 6.9%

日本ﾊﾑ・ｿｰｾｰｼﾞ工業協同組合 2003年度 ＣＯ２排出原単位 2010年度 ▲5% ▲ 10.7% ▲ 14.0% 21.6 20.8 ▲ 3.4%

製粉協会 1990年度 ＣＯ２排出原単位 2010年度 ▲5% ▲ 5.6% ▲ 11.1% 18.5 17.2 ▲ 6.6%

日本醤油協会 1990年度 ＣＯ２排出量 2010年度 ▲6% ▲ 14.7% ▲ 19.8% 17.7 16.6 ▲ 5.9%

日本即席食品工業協会 1990年度 ＣＯ２排出原単位 2008～2012年度平均 ▲24% ▲ 37.4% ▲ 36.0% 16.5 16.2 ▲ 1.5%

日本ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ・ﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰ協会 2004年度 ＣＯ２排出原単位 2010年度 ▲5% ▲ 2.3% ▲ 5.1% 9.0 8.7 ▲ 2.9%

ＣＯ２排出原単位 ▲4% - ▲ 16.8%

ＣＯ２排出量 ▲4% - ▲ 16.7%

日本精米工業会 2005年度 ＣＯ２排出原単位 2012年度 ▲3% - ▲ 22.0% 2.5 5.4 118.1%

日本フードサービス協会 2006年度 ｴﾈﾙｷﾞｰ消費原単位 2010年度 ▲1.5% ▲ 4.6% ▲ 0.5% 556.0 522.3 ▲ 6.1%

ｴﾈﾙｷﾞｰ消費原単位
年率▲1%

(▲2%)
(13.8万kl) (13.7万kl)

ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量
年率▲1%

(▲2%)

注１：

注２：

注３：

注４：

注５：

注６：

54.3

▲ 5.8%2011年度

実績（基準年比）

▲ 6.8%

全国ﾏﾖﾈｰｽﾞ・ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ類協会

計画策定主体

2009年度 27.8 26.2

4.5 4.22005年度 2012年度

　全国ﾏﾖﾈｰｽﾞ・ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ類協会は、平成22年6月の理事会で基準年、目標年及び目標値等を改定。

　日本精米工業会は、今年度に環境自主行動計画を策定（22年5月理事会決議、同6月総会報告）し新規参加。

▲ 6.1%

食品産業における環境自主行動計画（２００９年度実績）

青色塗りは目標水準に達してる業種（実績赤字は目標達成数値）

目　　　標

業

務

（参考）ＣＯ２排出量   ：万ｔ－CO2
基準年

　CO2の排出量（排出原単位）を指標としている団体は、電力に係る改善後（クレジット調整）の炭素排出係数を用いてCO2排出量を算出。（※全日本菓子協会は、団体の意向で実排出係数を使用。）

　日本ハンバーグ・ハンバーガー協会は、「ハンバーグ」部門の取組であり、「ハンバーガー」部門は、外食産業として日本フードサービス協会で計上。

　日本加工食品卸協会は、2009年度を基準年として業務部門のフォローアップを開始したため、実績については、参考値として（エネルギー消費量）を記載。

産

業

日本加工食品卸協会

　「（参考）CO2排出量」は、集計企業数の変動により、前年度との単純比較ができない場合がある。

日本植物油協会 1990年度 2008～2012年度平均 58.3

日本スターチ・糖化工業会 　　設備更新時の省エネルギー設備の導入推進のほか、最近の経済動向等の影響に伴う製品需要の停滞により原料使用量が減少したことからCO2排出量が大きく減少。

日本乳業協会
　省エネルギー設備への更新や生産量の減少等により前年度に比べてエネルギー消費量は減少しているが、指標であるエネルギー消費原単位は生産量減少に伴う生産効率の悪化により増加。
基準年との比較では、エネルギー消費の高い製品（アイスクリーム等）の生産増加等によりエネルギー消費は高い状況。

全国清涼飲料工業会
　省エネルギー設備への更新等を推進することによりCO2排出量は昨年度に比べ減少し、指標であるCO2排出原単位も減少。基準年と比較では、ペットボトルの内製化（工場内で成型）に伴うエネ
ルギー消費量の増加によりエネルギー消費は高い状況。

日本パン工業会 　少量多品種生産等により生産効率が悪化する状況の中、省エネルギー設備の導入及びエネルギー転換の推進等によりCO2排出量を削減。

日本ビート糖業協会 　これまでに取り組んできた省エネルギー設備の導入や高効率化の促進等の効果によりCO2排出量を削減。

日本缶詰協会
　廃熱回収、インバータ機器の導入等の推進や生産量の減少等によりエネルギー消費量は減少しているが、指標であるエネルギー消費原単位は生産量減少に伴う生産効率の悪化により増加。
基準年との比較では、他品種・小ロット生産による生産効率の悪化等によりエネルギー消費は依然として高い状況。

全日本菓子協会 　低公害車の導入、商品の共同配送及びエネルギー転換（重油から電気、都市ガスへのシフト）によりCO2排出量を削減。

精糖工業会 　エネルギー転換及び設備のインバータ化等の省エネルギー対策の促進のほか、溶糖量の減少及び購入電力の炭素排出係数の改善の影響によりCO2排出量が減少。

日本冷凍食品協会 　省エネルギー設備の導入、廃植物油の燃料利用等によりCO2排出量を削減。

全日本コーヒー協会
　コ・ジェネレーション設備の導入、都市ガス等へのエネルギー転換等によりるCO2排出量に取り組んでいるが、ペットボトルコーヒーのライン増設や少量品種製造等の影響により基準年比の削減
率は小さくなっている。

日本ﾊﾑ・ｿｰｾｰｼﾞ工業協同組合 　A重油から電力や都市ガスへの熱源転換の促進、高効率型機器への更新等、電力使用効率の向上に努めたことによりCO2排出量を削減。

製粉協会 　エネルギー効率の向上対策と購入電力の炭素排出係数の改善の影響によりCO2排出量が減少。

日本醤油協会 　施設設備の集約化、燃料転換、省エネルギー設備の導入、コンプレッサーの集中管理等に取り組むほか、生産量の減少の影響もありCO2排出量が減少。

日本即席食品工業協会 　ボイラー燃料をガスへ転換、エネルギー使用量の多い製品の減少等によりCO2排出量が減少。

日本ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ・ﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰ協会 　蒸気ドレンの回収、ボイラー運転集中監視システムの導入等に取り組むほか、購入電力の炭素係数の改善の影響によりCO2排出量が減少。

日本精米工業会 　環境自主行動計画への参加企業数が増加したことに伴いエネルギー消費量の多い無洗米の割合が低くなったこと、また、購入電力の炭素係数改善の影響もありCO２排出原単位が減少。

日本フードサービス協会 　LPガスから都市ガスや電力にエネルギーを転換することにより省エネルギー対策を進めているが、景気動向の影響から売上高が減少したためエネルギー消費原単位が悪化。

日本加工食品卸協会 　特定事業者としてのフォローアップは2009年度を基準年として実施。エネルギー消費原単位及びエネルギー消費量を年率1%削減し、2011年度までに基準年比2%削減を目標とする。

進　　  　捗　  　　状　  　　況 　 　　の　  　　評　  　　価

計画策定主体 評　　　　　　　　　　価　　　　　　（　　取　　組　　状　　況　　）

産

業

日本植物油協会
　経済動向の影響により植物油の需要低迷が続いていることから、生産量が大きく減少した2008年度並みの水準で推移したこと。また、バイオマスボイラー（木質チップ利用）の導入によるエネル
ギー転換やボイラー設備の更新等によりCO2排出量が減少。

全国ﾏﾖﾈｰｽﾞ・ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ類協会 　拠点集約等による生産効率の向上、蒸気配管類保温による放熱ロスの削減や廃熱利用、製造工程短縮等に取り組むほか、生産量の減少の影響もありCO2排出量が減少。

業
務

注１　「計画策定主体」欄の赤字は、目標水準に達しているもの団体。

注２　電気事業者が京都メカニズムクレジットを償却したことにより、電力のCO2排出係数が改善。このため、全般に電力使用に伴うCO2排出量は減少。
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別添

主　　な　　意　　見　　等

・ 現行目標は、最大限の努力で大幅達成。経営環境が厳しく、今後も同ペースで削減が進むかは不
透明。企業間の規模、体力差も大きい。

・ 削減は電力係数改善も大きく、自助努力でコントロールできない改善効果には頼らない目標設定
が望ましい。実行可能性を考慮しつつ、改正省エネ法も踏まえた一層の取組が求められる目標とし
た。

・ これまで最大限の削減努力を実施しており、長期的には更なる省エネ技術及びＣＯ２排出量削減技
術の開発に努めるが、２０２０年度までに取組可能な技術は先行してほぼ完全に実施しているので、
現状を維持することが妥当と思われる。

・ 最大限の努力をしてきたが、消費エネルギーの高い商品カテゴリーへの変化で、実績は厳しい状
況。２０２０年度目標は、環境負荷領域の見直しも含め議論しているところである。

・ 新たな目標の設定は、これまでの削減努力と実行可能性を重視した検討が必要である。

・ 国の今後の対応を注視して、各社の対応能力等、業界の実情を勘案し、実現可能な目標値となる
よう検討することが必要である。

・ これまで最大限の削減努力を行っており、新たな目標数値の設定は、現状を踏まえた現実的な指
導を願いたい。

・ 国の方針が明確になっていないことから、地球温暖化対策基本法案の成立動向や他の業界団体
の対応等を踏まえつつ検討したい。

・ 現行目標は大きく達成しているが、更なる目標設定が可能とする企業と、技術革新がないとこれ以
上の削減は困難とする企業がある。

・ 目標年度は、一律に２０２０年度延長とするのではなく、各団体がそれぞれの実情を踏まえて、個別
に設定するべき。

・ 電力改善後の排出係数による実績値と、実排出係数による算定値を併記したほうが良い。

主　　な　　意　　見　　等

・ 経営環境が厳しい中、各企業も真摯に取り組んできており、更なる目標設定の調整は困難。政府
の厳しい方向が想定され、目標未達成時のペナルティ等を視野に検討する必要がある。（拙速な目標
設定はできない。）

・ 当団体は、目標年度を設定しておらず、引き続き、各年度において基準年との比較を実施していく。

・ これまで最大限の努力をしており、目標を設定するのであれば現状維持としたい。（新たな技術革
新等があった場合は、適宜計画を見直す。）

・ 新目標の設定については、当団体の目標年度である２０１２年度が近づいてから、その時の情勢を
踏まえて検討したい。また、ポスト京都議定書の行方が明確になり、それに対応する国内措置が決定
された場合は、それに即して対応することとしたい。

・ 目標値を大幅に引き上げたところであり、目標値の妥当性を見つつ、目標年度（２０１２年度）が迫っ
てから、その時の情勢や会員企業の諸状況を踏まえ検討することが必要である。

・ 当団体の目標年度は２０１１年度のため、新たな目標設定は２０１１年度が迫ってから、その時の情
勢を踏まえて検討することとしたい。

・ 中小企業も参加した計画作りを行いたいと考えているが、製造設備等は大手に比べて劣り、工場
のエネルギー利用の効率化等が進んでいないため、現行目標でもハードルが高い。団体の環境委員
会で十分に検討する必要がある。

・ 昨年、２０１２年度を目標とする計画見直しを行ったところであり、当面は、本計画を遂行していくこと
としている。

・ 環境自主行動計画と省エネ法に基づく報告では、係数や単位発熱量等が異なるので統一して欲し
い。

・ 民生部門にも行動計画や規制を講じて、公平な削減対策が重要である。

・ 団体の環境委員会で２０２０年度
目標の設定を検討中。
（経団連の低炭素社会実行計画へ
の参加も検討中。）

・ 団体の環境委員会の意見や経団
連の計画等を基に、２～３年後の目
標を理事会で審議予定。

・ ２３年８月にエネルギー使用実態
調査を実施し、その結果を基に団体
の環境委員会で、新たな目標設定
を検討予定。

　　　　　　　　　　　　　　　　等

特段の検討は
行っていない

９団体

・ 今後の行政の対応方針及び他団
体の動向等を見つつ、２０１０年度
終了後に検討予定。

・ 現時点では未検討であるが、年
度内には方向性を検討、決定予
定。

・ 新たな目標設定は、当団体の目
標年度である２０１２年度が近づい
てから検討予定。

・ 当団体は、来年度が目標年度の
ため、来年度の事業活動で、次期
目標を検討予定。

　　　　　　　　　　　　　　　　　等

目標設定を検討中 ８団体

検　　討　　状　　況

検　　討　　状　　況

今後の環境自主行動計画について （各団体の検討状況の概要）

新たな目標を設定済 ３団体

・ ２０２０年度を目標とする新計画を
設定。数値目標は、年率による継
続的な削減。

・ ２０２０年度を目標とする新計画を
設定。数値目標は、現状維持を基
本に若干の上乗せ。

・ ２０１２年度を目標とする新計画を
設定。
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［執行運営委員会］ 

 

◆第１回 ４月２日（金） 

 １５時より開催。議案は、①平成２２年度事業計画案及び予算案について ②モーダルシフト等

推進官民協議会について ③「返品問題の解決に向かって」 ④加工食品卸売統計調査につい

て ⑤「卸店・メーカー間用統一伝票様式２」について ⑥出荷案内データに鮮度管理情報項

目を追加について 

 

◆第２回 ５月７日（金） 

 １５時より開催。議案は、①４月２２日開催の理事会報告 ②「食料・農業・農村基本計画」に

ついて ③「独占禁止法遵守マニュアル（全国卸売酒販組合中央会）」について ④「米トレ

サ法」について ⑤定時総会の開催について 

  

◆第３回 ７月７日（水） 

 １５時より開催。議案は、①「食品産業の将来方向」についての意見交換会 ②「米トレサ法」

に関する調査について ③「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方（原案）」につ

いてのパブリックコメントの募集について ④平成２３年度の税制改正要望について 

 

◆第４回 ９月３日（木） 

 １５時より開催。議案は、①「米トレサ法」に関する調査結果と今後の対応について ②「優

越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」（原案）に対するパブリックコメントについ

て ③「平成２３年度の税制改正についての要望書」について ④「環境自主行動計画」の調査

票について ⑤流通科学大学「第４回中内記念流通シンポジウム」について ⑥事務所移転に

ついて ⑦公益社団法人への申請について 

 

◆第５回 １０月１３日（水） 

 １５時より開催。議案は、①公益社団法人の認定申請について ②「米トレサ法」に関する今

後の対応について ③「環境自主行動計画」の調査票の提出について ④情報システム研修会

の開催内容について ⑤関東支部経営実務研修会の開催内容について ⑥事務所移転について

⑦流通経済研究所根本セミナーの内容について 

 

◆第６回 １２月２０日（火） 

 １５時より開催。議案は、①公益社団法人の認定申請の現状について ②日食協提出の「優越

的地位の濫用ガイドライン」のパブリックコメントについて ③「物流コスト」の実態調査に

ついて ④平成２１年度情報処理コストの実態調査について ⑤平成２３年度の事業計画につ

いて 

 

◆第７回 １月２６日（水） 

 １５時より開催。議案は、①公益法人制度改革への対応状況について ②「物流コスト」の実

態の最終報告 ③加工食品卸売統計調査について ④平成２３年度事業計画について   
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◆第８回 ３月７日（月） 

 １５時より開催。議案は、①公益法人制度改革への対応について（一般社団法人への申請対応

の定款案について）②平成２２年年度事業活動報告について ③平成２３年度事業計画案について 

 

第８号議案 定款変更に関する件 

 

定款変更（新旧対照表）案 
 

（変更理由） 

当協会の事務所が移転したことに伴い、その所在地を定める定款の規定を変更する。また、

流通の再編、統合により会員の減少に対処して理事の定員を変更する。更には民法の改正に

より、その内容を定款上に取り込む。 
 

変更後  現 行 

第１章 総則  第１章 総則 

（事務所） 

第２条 協会は、主たる事務所を東京都中央区

に置き、従たる事務所を理事会の議決を経て必

要な地に置くことができる。 

 （事務所） 

第２条 協会は、主たる事務所を東京都中央区日本橋

室町二丁目５番１１号江戸ビル４階に置き、従たる事

務所を理事会の議決を経て必要な地に置くことができ

る。 

（役員の定数及び選任） 

第１３条 協会に、次の役員を置く。 

(1) 理事 ２０人以上 ２５人以内 

(2)   (略) 

２～４ (略) 

 （役員の定数及び選任） 

第１３条 協会に、次の役員を置く。 

(1) 理事 ２５人以上 ３０人以内 

(2)   (略) 

２～４ (略) 

（役員の職務） 

第１４条  (略) 

２～４   (略) 

５ 監事は、一般社団法人及び一般財団法人に

関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人

の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の

整備等に関する法律（平成１８年法律第５０号）第５

２条の規定によりなお従前の例によることとされた

同法第３８条の規定による改正前の民法（明治２９

年法律第８９号。以下「改正前民法」という。）第５９

条に規定する職務を行う。 

 （役員の職務） 

第１４条  (略) 

２～４   (略) 

５ 監事は、民法第５９条に規定する職務を行う。 

 

（総会の種別等） 

第２０条  (略) 

２・３   (略) 

４ 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。 

(1)・(2) (略) 

(3) 改正前民法第５９条第４号の規定により監

事が招集したとき。 

 （総会の種別等） 

第２０条  (略) 

２・３   (略) 

４ 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。 

(1)・(2) (略) 

(3) 民法第５９条第４号の規定により監事が招集した

とき。 

（書類及び帳簿の備付け） 

第３３条 協会は、事務所に、この定款で別に定

めるもののほか、次に掲げる書類及び帳簿を備

え付けておかなければならない。 

(1)･(2)  (略) 

(3) 社員名簿 

(4)～(6)  (略) 

 （書類及び帳簿の備付け） 

第３３条 協会は、事務所に、民法第５１条及びこの定款

で別に定めるもののほか、次に掲げる書類及び帳簿を

備え付けておかなければならない。 

(1)・(2)  (略) 

(3)～(5)  (略) 

（解 散） 

第４３条 協会は、一般社団法人及び一般財団法

人に関する法律（平成１８年法律第４８号）第１４８

条に規定する事由により、かつ、農林水産大臣の

許可を受けて解散する。 

 （解 散） 

第４３条 協会は、民法第６８条第１項第２号から第４号

まで及び第２項第２号の規定によるほか、総会の議決

を経、かつ、農林水産大臣の認可を受けて解散する。 

附 則：この定款の変更は、農林水産大臣の認可のあった日（平成２３年 月 日）から施行する。 
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「公益法人制度への対応」について  
 

従来の公益法人からの移行 
 

１．選択肢 

 

 

 
従来の公益法人 

（社団法人・財団法人） 

新法施行 

2008/12/01 

       自動的に  

  

 
特例民法法人 

＊ 主務官庁の監督や税制については、従来の公益法人の取扱いと同様 

 

 
公益社団・財団 

への移行申請 

 
一般社団・財団 

への移行申請 

 
再申請 

可能 
 

    

 

       
不認定 

不認可 
 

 

 認定  認可    
申請 

せず 

          

 公益社団・財団法人  一般社団・財団法人     

移行期間終了 

2013/11/30 

 

 

          

         解散 
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２．公益法人と一般法人の比較（一般論） 

 

 メリット デメリット 

公益法人 
① 税制上の優遇 

② 「公益」の称号 

① 認定基準の遵守 （⇒ 事業運営が

窮屈） 

② 公益認定が取消された場合、公益目

的事業財産残額の贈与 （⇒ 法人

の存続可能性？） 

一般法人 

① 自由な事業運営 

② 税制上の優遇なし（優

遇のレベルが低い） 

① 公益目的支出計画の実施 

② 「公益」の称号なし 

 

◆ 公益法人は、「税制上の優遇措置を受けながら寄付などを主要な財源として公益目的事

業を行う法人」や「収益事業で獲得した利益を財源の一部として公益目的事業を行う法

人」が選択することが想定されている。 

 

 

「公益法人制度改革への対応について」 

                        社団法人 日本加工食品卸協会 

                                事務局 

 

１．一般社団法人への認可申請について 

 弊協会の公益社団法人への認定申請が「不認定」と判断されたことを受け、次善策として平

成２３年度中に「一般社団法人」の認可申請をおこなうべく準備をすすめる。 

＊「一般社団法人」は２つの分類 

① 非営利一般法人…………原則非課税 収益事業のみ課税 

② 非営利一般法人以外の一般法人………原則課税 全所得に課税 

＊弊協会は、事業内容から①のグループの非営利一般法人のタイプを選択する。  

    

２．「一般社団法人」への認可申請手続きについて 

① ４月２１日開催の理事会において「一般社団法人」への認可申請を行う決議。 

② 同日の理事会において「一般社団法人」に向けての定款変更案の承認。 

③ ５月２６日開催の定時総会において、「一般社団法人」の認可申請の理事会決議内容の

承認決議。 

④ 平成２３年度中に「一般社団法人」への認可申請手続きを行う。 
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３．「一般社団法人」の申請に向けて定款の変更案について 

 弊協会が新公益法人制度に基づく新公益法人に移行するためには、「一般社団法人及び一般

財団法人に関する法律」に即した新たな定款を定め、内閣府に移行認可申請をするに当たり、

当該申請書に添付する必要があることから、定款変更案についてご審議をいただく。 

 定款変更案は、内閣府の模範定款例を参考に監査法人のアドバイザリー、更には内閣府公益

認定等委員会事務局のご指導を頂戴して作成したもので、極力一般的な言い回しに変更した。 

 

【定款変更のポイント】 

(1) 第１章 総 則 

（名称） 

第１条 名称 「一般社団法人日本加工食品卸協会」となる。 

 

(2) 第２章 目的及び事業 

第４条 目的及び事業については、従来と大きな変更点はないが、事業内容のうち加工

食品に関する知識の普及啓発及び苦情処理を加工食品に関する知識の普及啓

発及び業界の課題に関する見解の提示と変更。 

 

(3) 第３章 会 員 

（会員資格の取得）第６条の２ 法律上の名称「社員」とは異なる通称 

   「会員」を使用するため、法律上の名称と定款上の名称との関係を明確にした。 

 

(4) 第４章 総 会 

（決議）第１８条 ２ 総会員の３分の２以上に当たる多数を持って行うもの。 

会員の除名 ②監事の解任 ③定款の変更 ④解散 ⑤その他法令で定められた事項 

 

(5) 第５章 役 員 等 

（役員の設置）第２１条～（役員の任期）第２５条  

 会長及び副会長をもって一般社団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事を業

務執行理事とした。したがって会長に事故等がある場合は副会長が代行する。代表権の

ない専務理事は、会長及び副会長の職務を行うことはできないため内容を変更し、「専

務理事は、会長及び副会長を補佐し事務局を統括して業務を処理する」と記載した。 

 理事の員数は現行の２５人以上３０人以内から２０人以上２５人以内とした。 

 現状の理事、監事は新法人の理事、監事になり、役員の任期は従来と同様２年で定時

総会の終結時までとする。 

 

(6) 第６章 理 事 会 

（決 議）第３２条  

 理事会は、従来同様過半数が出席して成立し、決議はその過半数をもっておこなうが、

本人出席が過半数とされており、従来のように代理出席や委任状による出席は認められ

ない。 
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（議事録）第３３条 

 出席した理事及び監事は、議事録に記名押印する。  

(7) 第８章 資産及び会計 

（事業計画及び収支予算）第３６条  

 毎事業年度の開始の日の前日までに、理事会の承認が必要となるため、移行後は３月

に予算審議の理事会を開催し、４月に決算審議の理事会を開催し、５月に総会を開催す

る。 

（剰余金の分配）第３８条 

 税務上の非営利型法人の要件を満たすため、この法人は、剰余金の分配を行うことが

できないと記載した。 

 

以 上 

 

 

 

第９号議案 公益法人制度改革への対応に関する件 

一般社団法人への移行認可申請に関して 

 

本社団法人は、公益法人制度改革において、信頼と責任ある地位を引き続き保持し今後

とも加工食品流通の近代化と経営の合理化を図り、もって加工食品の安定供給と国民生活

の向上に資する活動を継続したいと考えている。 

このため、次のとおり一般社団法人への移行認可を内閣総理大臣に申請したいので、ご

審議いただきたい。 

 

移行後の名称 
一般社団法人 日本加工食品卸協会 

（旧名称：社団法人 日本加工食品卸協会） 

主たる事務所の 

所  在  地 

東京都中央区日本橋本町２丁目３番地４号 

             （江戸ビル４階）  

主たる事業 
１.調査研究事業 

２.研修・普及啓発事業 

申請先 内閣総理大臣 

申請時期 定時総会終了後、平成２３年度中に提出 
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－農林水産省－

「米トレーサビリティ法」について 
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－ 53 － 

「米トレーサビリティ制度｣に関するアンケートの調査内容 

及び調査結果の内容について［Ｑ１～Ｑ］］ 

 

（弊協会のホームページ上に設けたＷｅｂアンケートの内容） 

（日食協ホームページアドレス http://homepage3.nifty.com/nsk-nhk/） 

 

Ｑ１：貴社主力商品のカテゴリーを以下よりお選び下さい。［複数回答可］ 

Ａ１：①加工食品（ドライ）： 

②日配・チルド 

③冷凍食品 

④菓子 

⑤酒類 

⑥その他回答欄［                  ］ 

Ｑ２：「米トレーサビリティ法（以下米トレサ法）」の対象となる商品を製造、販売していま

すか。 

Ａ２：①はい 

②いいえ 

⇒「①はい」とお答えの場合は、以下の設問にお進み下さい。 

「②いいえ」とお答えの場合はこれで調査は終了ですが、必ず送信処理をお願いします。 

Ｑ３：「米トレサ法」における貴社の「取引等の記録」はどのような形式で作成・保存されま

すか。準備中の企業様もお選び下さい。 

Ａ３：①電子媒体で保存 

②書面（帳簿等）による紙媒体で保存 

③書面でも電子媒体でも保存 

④その他回答欄［                  ］ 

⑤未定 

Ｑ４：「米トレサ法」の対象となる商品の事業者間取引における「産地場情報の伝達」は、ど

のような方法で行われますか。準備中の企業様も選びください。 

Ａ４：①容器・包装に記載する。（ラベル・シール貼付を含む） 

②伝票等（伝票、納品書、規格書）に記載して提供する。 

③容器・包装に記載する場合も、伝票等に記載する場合もある。 

④その他回答欄［                    ］ 

⑤未定 

Ｑ５：上記設問で②（または③）を選択された企業様にお伺いします。 

産地情報を容器・包装に記載されない理由を教えてください。 

Ａ５：［                          ］ 

Ｑ６：「米トレサ法」の対象となる商品の一般消費者への「産地情報の伝達」はどのような方

法で行われますか。準備中の企業様もお選び下さい。［複数回答可］ 

Ａ６：①容器・包装に記載する。（ラベル・シール貼付を含む） 

②商品などにＷｅｂアドレスを記載し、産地情報を入手できるようにする。 

http://homepage3.nifty.com/nsk-nhk/
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③商品などに、「お客様相談窓口」を記載し、産地情報を入手できるようにする。 

④その他回答欄［                         ］ 

Ｑ７：「米トレサ法」に関する貴社のお問合せ先窓口も担当部署はありますか。 

Ａ７：①ある 

②準備中 

③設置の予定は無い 

④未定 

Ｑ８：上記設問で①（または②）を選択された企業様にお伺いします。 

その部署と連絡先をご記入願います。 

Ａ８：［部署名：連絡先：］ 

Ｑ９：今回の件に関しまして特記事項がございましたら、ご自由にご記入下さい。 

Ａ９：［                               ］ 

以 上 

 

設問１、２：について（図：１参照） 

アンケート調査を依頼した総メーカー数３,７９６社（食品関連３，３０７社、酒類４８９社）に対し、

回答総数は７２０社であり、その回答率は、１９.０％にとどまり「米トレサ法」そのものに対する

業界の認知度を探る上ではやや物足りない回答結果となった。参考数値として、回答をいただ

いたメーカーのカテゴリー別構成は加工食品（ドライ）が３７．６％、ついで順に酒類が１６.８％、

日配・チルドが１５.３％、菓子１２.６％、冷凍食品６.６％、その他１１.１％であった。 

総回答メーカー７２０社のうち対象となる商品を製造、販売しているかどうかについては、「①

はい」と回答したメーカー数は２９９社であり全体の４１.５％であった。いかにこの法律の対象範

囲が広いかを示す数値を表している。参考数値としてのカテゴリー別の構成は、酒類が３２.４％、

ついで順に加工食品（ドライ）が３０.８％、菓子が１５.１％、日配・チルドが８.０％、その他７.１％、

冷凍食品が６.６％であった。酒類と加工食品（ドライ）が拮抗して多く、菓子を含めると約８０％

を構成している。 

 

設問３：について（図：２参照） 

｢取引等の記録」の形式についての質問については、圧倒的に「書面（帳簿）」が多く５７.４％

ついで「書面でも電子媒体」でもが２５.０％で続き、この２つで８２.４％を占める。電子媒体での

保存は、８.８％とやや少なく、未定の回答は５．２％であった。 

 

設問４：について（図：３参照） 

「米トレサ法」の対象となる商品を製造、販売していると回答した企業のうち（参考数値とし

て１社１カテゴリーとした集計で３６４社を１００として）、事業者間取引における「産地情報の

伝達」について「容器・包装」に記載すると回答した企業は１６９社で４６.４％にとどまり、「容

器・包装に記載する場合も、伝票等に記載する場合もある」と回答した６７社、１８.４％を加えて

も６４.８％にしかならず、伝票等に記載して提供するが６０社、１６.５％もあり流通段階でのあら

たな業務負荷が懸念される。加えて未定との回答が４５社、１２.４％％もあり産地情報の伝達は、

業界にとっては高いハードルになる可能性もうかがえる。特にカテゴリー別に見た場合、加工
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食品（ドライ）は「容器・包装に記載する」と回答した割合が３３．９％で「伝票等に記載する

場合もある」を加えても５５.３％しかならず新たな業務負荷を回避したい流通サイドの期待とは

ややギャップが生じている。酒類では容器・包装に記載する割合が６６.１％、伝票等に記載する

場合もあるを加えるとほぼ８０％となる。 

 

設問５：について 

この設問についての具体的理由を寄せた企業はなかった。 

 

設問６：について（図：４参照） 

「米トレサ法」の対象となる商品を製造、販売していると回答した企業のうち（複数回答の

ため参考数値１社１カテゴリーとした集計で４４６社を１００として）、一般消費者への「産地情

報の伝達」については「容器・包装」に記載すると回答した企業は、２７７社６２.１％であり、「商

品などにＷｅｂアドレスを記載し、産地情報を入手できるようにする」は５３社で１１.９％、「お客

様相談窓口」を記載は４５社１０.１％と続く。「未定」もまだ約１０％以上もある。一方カテゴリ

ー別にその内容をみると加工食品（ドライ）では、「容器・包装」に記載が５５.２％になってい

るのに比較し、酒類では「容器・包装」に記載が７２.９％と高い回答を得た。このようにカテゴ

リー間での方法論の違いや産地情報の伝達手段が事業者間取引と一般消費者向けで回答率が違

うなどやや違和感があり、まだ多くのメーカーが制度のルールを充分把握していない可能性も

うかがわれた。 

 

設問７：について（図：５参照） 

「米トレサ法」に関するメーカーの問合せ先窓口については、「ある」「準備中」を含めて

５６.９％に達しており、「設置の予定はない」は１６.２％となっている。 

 

今後の課題 

施行目前に迫った「米トレサ法」自体の業界に対する周知徹底の難しさや業界の裾野の広さ

を改めて認識したアンケート調査の結果となったが、協会としては引き続き「食の安心・安全」

の確保と国民生活の向上を目指して「トレーサビリティの確立」を啓蒙していく事になるが、

流通の立場から考えるといかに効率良く効果的な業務を行ってローコストなシステムを構築す

る事が肝要である。したがって現在我々が取り組んでいるテーマとして個品やロット等を特定

するための「識別情報・鮮度管理情報」のＥＤＩ化がある。「チェーントレサビリティシステム」

の確立として仕入先メーカーから①賞味期限 ②消費期限 ③製造年月日 ④製造ロット番号

の情報をＥＤＩで入手する事で仕入れ情報の入力やこの情報にもとづく商品の紐付けと保管、そ

して出荷情報への伝達が一連的にできるようになる。現在入荷したものと出荷したものの対応

関係を明らかにするための記録は努力義務になっているが将来的には当然のごとく対象品目の

拡大や「努力」が取れる可能性もあり、流通業界としては機能を進化させ、社会が求める機能

を具備していく必要がある。こうした機能具備について中間流通団体としては研究し、広く啓

蒙していく事が肝要ではないかと考えております。 

以 上 
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平成２２年１０月吉日 

会 員 卸 各 位 

                        社団法人 日本加工食品卸協会 

                             <公印省略> 

 

 

「米（こめ）トレーサビリティ法」対象の商品情報交換用標準フォーマットの修正版について 

 

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。また平素は格別のご高配を賜り、有り難

く厚く御礼申し上げます。 

 さて、本年 10 月の「米（こめ）トレーサビリティ法」施行に伴い、米穀等の取引等に係わる

記録及び保存が開始され、また来年 7 月には産地情報の伝達が義務付けになります。 

 そこで、弊協会会員卸売業におかれましては、お取引先からのお問い合わせに対応するため、

対象商品の確定を目的とする情報収集を予定されている事と存じますが、メーカー様のご協力

無くして正確な商品確定が困難な状況であることから、各社それぞれの仕入先メーカー様に情

報の提供をお願いする事と思います。 

 

 つきましては、少しでも両社間の効率化を図るべく、標準 Excel フォーマットの修正版を作

成いたしました。 

 お手数とは存じますが、ご活用の徹底を図るべく、貴社関連部署へのご案内をお願い申し上

げます。 

 

記 

１．運用について 

① データ要請先（メーカー）、使用フォーマット、データ交換形式などにつきましては、

個々の企業間で確認をお願いします。 

② 対象商品の範囲や対象期間などにつきましても、個々に確認をお願いします。 

 

 

２．Ｅｘｃｅｌフォーマットについて 

① Ｅｘｃｅｌフォーマット（空ファイル）は日食協のホームページからダウンロード可能です。

（http://homepage3.nifty.com/nsk-nhk/） 

 

以 上 
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（作成年月日）

◆原材料に米穀（もみ、玄米、精米、破米、米粉）を使用している商品は、本法の対象かどうか、又対象外の場合はその理由をご記入下さい。

※「なし」の中でもＨＰ等で産地が検索できる場合、

　下記配合率表の産地欄に産地名を記入して下さい。

※配合率の記入は任意でお願いします。

※配合率を任意で記入する場合、合計が100になるよう記載願います。

◇新規ご案内時は、太線内を出来る限りご記入願います。（必要項目は卸ごとに異なりますので、本規格書作成時に対象卸までお問合せ下さい）

◇「米トレーサビリティ法」対象商品の場合は、項目名が黄色地の箇所は必ずご記入願います。

米の産地表示の有無

貴社名

「米トレーサビリティ法」対象の有無 対象
対象外理由

一
　
　
括
　
　
表
　
　
示

JANコード

商品名

配合率％原材料名

0合計

名称／品名

　2010年　○月　○日

ブランド名
貴社商品コード

提出先卸売業卸商品コード

新規

商

品

パ

ッ
ケ
ー

ジ

に

表

示

し

て

い

る

内

容

米 ト レ ー サ ビ リ テ ィ 用　商　品　規　格　基　準　書　

原産国（輸入品）
製造者（輸入品に
ついては輸入者）

販売者
（製造所固有記号）

産地・銘柄

原材料名

あり

規格
製造工場

製造所固有記号

荷姿

表示内容

商品申請

備考



－ 60 － 

（作成年月日）

◆原材料に米穀（もみ、玄米、精米、破米、米粉）を使用している商品は、

　 本法の対象かどうか、又対象外の場合はその理由をご記入下さい。 ↑リストボックスより選択して下さい

←リストボックスより選択して下さい

←上記で「対象外」とした理由

↑リストボックスより選択して下さい ※「なし」の中でもＨＰ等で産地が検索できる場合、

　下記配合率表の産地欄に産地名を記入して下さい。

◇新規ご案内時は、太線内を出来る限りご記入願います。（必要項目は卸ごとに異なりますので、本規格書作成時に対象卸までお問合せ下さい）

◇「米トレーサビリティ法」対象商品の場合は、項目名が黄色地の箇所は必ずご記入願います。

-

○△□東京工場

冷凍チャーハン／チャーハン

えび

規格

対象
対象外理由

商品名
○△□印

荷姿 ２０×２合せ３００ｇ

49702316*****

0.7

【記入例】

貴社名 ○×△食品工業株式会社

製造工場

特製　エビ入りチャーハン

※配合率の記入は任意でお願いします。
※配合率を任意で記入する場合、合計が100になるよう
　　記載願います。

大豆多糖類

米 ト レ ー サ ビ リ テ ィ 用　商　品　規　格　基　準　書　

「米トレーサビリティ法」対象の有無

3

40

原産国（輸入品）
製造者（輸入品に
ついては輸入者）

4
　野菜

食塩
しょうゆ
ポークエキス

日本（新潟）・コシヒカリうるち米

日本

あり

一
　
　
括
　
　
表
　
　
示

○○○食品販売株式会社
東京都台東区○○町○○

原材料名

うるち米、野菜（にんじん、ねぎ）、えび、植物油脂、全卵、焼豚、しょうゆ、ポークエキス、砂
糖、香辛料、大豆多糖類、たん白加水分解物、還元水あめ、酵母エキス、調味料（アミノ酸
等）、加工デンプン、着色料（カラメル、カロチノイド）、酸味料、増粘剤（キサンタンガム）、香
料、（原材料の一部に大豆・小麦を含む）

製造所固有記号 ※製造固有記号が表示されている場合は記入して下さい

123abcｱｲｳ

提出先卸売業卸商品コード

販売者
（製造所固有記号）

国産
○○○水産株式会社
東京都千代田区○○町○○

記入不要
JANコード

0.02

0.04

調味料（アミノ酸等） 0.02

名称／品名

　2010年　○月　○日

ブランド名
貴社商品コード

備考

にんじん

全卵
2.4

着色料 0.01

還元水あめ

加工デンプン

0.08

日本

ベトナム

焼豚 1.3

0.3
0.4
0.6

0.04

ねぎ

植物油脂（大豆油、ごま油）

香辛料
砂糖

0.06

1.5

3.5

表示なし
pH調整剤

-酸味料

水

増粘剤

商

品

パ

ッ
ケ
ー

ジ

に

表

示

し

て

い

る

内

容
表示内容 新潟県産コシヒカリ１００％使用

42
-

産地・銘柄

商品申請 新規

100合計

米の産地表示の有無

配合率％原材料名

たん白加水分解物

0.03

キャリーオーバーのため表示なし

-
香料

酵母エキス
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ファイネット、ＦＤＢに米トレサ関連実装  

 

米原料産地の確認作業を効率化 

 ファイネットは、７月１日から施行される米穀等の取引時における米原料産地の伝達義務化

に対応すべく、提供サービスであるファイネット商品情報データーサービス（ＦＤＢ）に米トレ

ーサビリティ法（米トレサ法）関連項目を４月１１日から実装する。 

 ファイネットでは米トレサ法の施行を踏まえ、昨年から酒類、加工食品の大手メーカー・卸

及びＦＤＢと連携するジャパン・インフォレックス（ＪＩＩ）と米原料産地情報のスムーズな伝達を

目的にＦＤＢで取り扱うべき情報項目（４項目）を決定した（ＪＩＩは６月に実装予定）。これによ

り、ＦＤＢ利用企業（卸等）では、自社で取り扱う商品が米トレサ法の定める米原料産地の伝達

義務対象商品であるか否かの確認作業を効率的に行うことが可能となる。ＦＤＢでは引き続き酒

類・加工食品業界における共有の商品情報基盤として、一層の充実を目指す。 

 

＜実装項目概要＞ 

①米トレーサビリティ対象区分＝登録商品が米トレサ法の対象か否かを識別 

②伝達義務対象原材料名＝伝達義務対象原材料名を登録 

③産地情報伝達方法＝メーカーが販売先や一般消費者に対し、通常対応している伝達方法を識

別 

④米原料産地情報＝起源となる米の原産国を登録。 

 なお、ファイネットでは、「法令対応であることやＦＤＢ利用企業（卸等）における情報整備

が急務であること等を踏まえ、ユーザーへの案内から約１ケ月という短い中での実装を決定。

このため、ＦＤＢ登録企業（メーカー等）におけるシステム対応期間を考慮し、当面については

実装項目の登録必須化は実施しない」としている。 

 

 

流通ＢＭＳ協議会報告  

 

平成２０年度までの経済産業省委託「流通システム標準化」事業内において、各種仕様に関す

る最新情報の共有と、標準の維持管理組織の必要性、及び位置付けや機能について、製配販各

層の業界団体（４０団体程度）代表者による組織体（流通システム標準普及推進委員会）により

検討が行われた。その結果を受けて、財団法人 流通システム開発センター内に「流通システ

ム標準普及推進協議会（以下、流通ＢＭＳ協議会）」という部署を設置した。 

流通ＢＭＳ協議会は、主に業界の新たなるＥＤＩ標準仕様として策定された「流通ビジネスメッ

セージ標準」の維持管理と普及推進を行う組織であり、これらを効率的に運用するため、事務

局として日々作業に従事している。実際の運営は、実務者の判断が必要なことから、利用する

企業が所属する業界団体が正会員となり、まずは業界内での統一見解を作成することとしてい

る。標準仕様の技術的な部分のサポートを考え、支援会員という会員区分を設け、システムベ

ンダーの積極的な参加を可能としている。共に会費は不要で、標準仕様を順守することが義務

付けられている。 
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「流通ＢＭＳの維持管理」 

公開されている標準仕様に対し、各業界から提言される機能追加や変更要求について、流通

業界全体で検討・調整を行うことである。そのために、年度単位で必要と思われる検討組織体

（部会）を設置し、正会員の各業界団体から代表者を募り、事象発生ごとに召集がかけけられ、

検討を行っている。平成２２年度は、前年から継続して、メッセージメンテナンス部会、商品マ

スタデータ部会、物流システム部会、技術仕様検討部会の４部会に加えて、流通ＢＭＳにおける

Ｗｅｂ-ＥＤＩに対する規定や考え方を整理し、より多くの企業が容易に効率的な環境でＥＤＩを行え

るようにと、Ｗｅｂ-ＥＤＩ検討部会を設け、検討を重ねている。今年度は、中間報告として現時点

での決定事項のみ公開し、ガイドラインについては、来年度の上半期末を目標に整理を行う予

定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「流通ＢＭＳの普及推進」 

導入予定企業への支援、中小流通業への普及推進、経営トップ向けの施策、及び標準仕様徹

底のための活動を重点的に実施している。 

事務局が主催する定常的なイベントは、流通ＢＭＳ講座である。ＥＤＩの入門講座や流通ＢＭＳ

の導入講座を通して、流通ＢＭＳへの理解を深めてもらうことや、全国の主要都市を回り、流通

ＢＭＳの概要と実際に導入しているユーザ企業による事例紹介を行っている。そして、最も大き

なイベントは年に１度のフォーラム＆ソリユーションＥＸＰＯ開催で、ユーザ企業の経営者視点

の講演や導入ユーザによる講演と同時に、約２０～３０社の流通ＢＭＳ関連製品・サービスに特化

した展示を行い、実感してもらう場を設けている。昨年も１１月に開催し、多くの関係者が来場

した。今年も昨年と同様に、１１月の中旬に開催する予定である。 

その他、会報やホームページから導入企業名公開や事例紹介、流通ＢＭＳ対応製品の紹介など

の情報発信を行っている。 

正会員の業界事務局とユーザ企業のニーズを直接見聞きしている支援会員が中心となり普及

推進について検討を行い、実活動に移す組織として、今年度も前年から継続し普及推進部会を

設置している。今年度は、ユーザ企業が「同業他社の様子見をしている」という状況が起こっ

ているとのことから、導入のキッカケとするために、導入企業及び予定企業名の公開に向けて

の調沓作業を行った。 

 

「流通ＢＭＳの導入支援」 

会員向けに、導入の支援と相談窓口を設置して、標準の導入支援活動を行っている。正会員
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に対する支援では、年間の情報システム化関連の各種検討会議を含めたイベントスケジュール

を事前に把握し、積極的な連携を図り、要請に応じて業界団体主催の会合に講師を派遣するな

どの対応を行っている。また、流通ＢＭＳの導入を検討しているユーザ企業や、導入を支援して

いるＩＴ企業からの各種問い合わせ・相談のために、ホームページ上に各種問い合わせ用の窓口

を設置し、適宜対応を行っている。大手ＧＭＳが動き出したこともあり、昨年１２月頃より様々

な問い合わせが、非常に増えてきている状況である。 

標準仕様の改変作業は、一昨年度の基本形と生鮮メッセージの統合を最後に、大きな変更要

望もないことから、一段落していると思われる。来年度は、中小企業への普及拡大のためにも、

普及推進と導入支援に、さらなる力を注いでいくことになるのではないかと考えている。 

会員種別を問わず多くの方から支援の依頼をお待ちしています。 

         （流通ＢＭＳ協議会 坂本真人） 

 

 

平成 22 年度加工食品卸売統計調査について 
 

 

                             事務局発 第３４３号 
                             平成２３年 ２月吉日 

会   員 各位 

                         社団法人 日本加工食品卸協会 
                         専務理事 奥山 則康（公印省略） 

 

「加工食品卸売統計調査」にご協力お願いの件 

 

前略 会員各位には、日頃から多大なるご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、早速ですが、昨年度初めて実施させていただきました「加工食品卸売統計調査」

の件ですが、ご賛同を戴きました会員各位からのアンケートの回答を集計し理事会の席上

で披露致し、また会報や幣協会のＨ.Ｐ上にて情報開示をさせていただきました。 

加工食品につきましては、影響力のあるカテゴリーや販売チャネルが常に移り変わって

いく市場のなか、信頼性の高いマクロデータを収集・提供できるのは、フルライン・フル

チャネルで事業活動をしている加工食品卸売業をおいて他にはありません。 

我が国における幣協会の事業の位置づけや、業界全体の市場動向等を推測する統計資料

として、今後も定期的に当該実態調査を実施して参ります。 

つきましては、別紙「統計調査票」に、可能な限り実態をご報告戴ければ幸いです。 

なお、申すまでも無く、当回答内容に関しましての守秘義務は勿論のこと、頂戴いたし

ましたデータの全てにおきまして、他所に漏れるような事は一切ございませんのでご安心

下さい。 

加工食品卸売業の存在と役割を業界内外に示し、その社会性を高め、且つ、公益性を認

識していただくにも幣協会による卸売販売統計調査の実施に関しまして会員各位のご協力

を賜りますようお願い申し上げます。 

まずはご案内かたがたお願いまで。                     草々 
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　　　　平成２２年度加工食品卸売統計調査
　　　　　［社］日本加工食品卸協協会

　　　単位＝百万円･％

8,628,909 99.95% 8,633,047

3,724,510 100.15% 3,718,855

2,510,604 98.67% 2,544,467

172,527 99.88% 172,741

701,799 103.26% 679,620

952,567 101.48% 938,674

566,902 97.96% 578,690

2,344,823 99.69% 2,352,117

6,164,524 100.04% 6,161,908

119,562 100.45% 119,022

□ 会員卸企業数　　　１４２社

◇ 統計調査参加企業数　５９社

［参加企業内訳］

・シュレン国分（株）・（株）ヤマツ・岩田醸造（株）・日本アクセス北海道(株)

・北海道リョ―ショク

・佐藤（株）・（株）山形丸魚・東北国分(株)・(株)福島リョーショク

・（株）菱食・国分（株）・三井食品（株）・日本酒類販売（株）・（株）日本アクセス

・（株）リョーショクリカー・東京国分（株）・新潟国分（株）・ユアサ・フナショク（株）

・明治屋商事（株）・（株）千葉リョーショク・（株）関東リョーショク・（株）新潟リョーショク

・廣屋国分（株）・関東国分（株）・国分フードクリエイト（株）・常洋水産（株）・ヤマキ（株）　

・（株）平喜・三重国分（株）・（株）トーカン・(株)岐阜リョーショク・（株）昭和　

・（株）北陸リョーショク・北陸国分（株）・カナカン（株）・マルコク(株)

・加藤産業（株）・伊藤忠食品（株）・兵庫国分（株）・（株）ヒメカン・ヤタニ酒販（株）

・（株）飯田

・西中国国分（株）・山陰国分（株）・東中国国分（株）・サンリック国分（株）・藤徳物産（株）

・旭食品（株）・（株）四国リョーショク・四国国分（株）

・コゲツ産業（株）・亀井通産（株）・平林食品(株)・長崎国分(株)・ヤマエ久野(株)・(株)青木

・大分国分（株）・南九州国分（株）・(株)大分リョーショク

　　　　　２０１１．０４．０８　　以上　５９企業

２１年１～１２月

酒   　　　 類

２２年１～１２月 前年比

常　　温　　品

冷　　凍　　品

総卸売上高

菓　　子　　類

冷　　蔵　　品

そ　　の　　他

卸　　　　  売

直　　　　　販

メーカー ・ 他

品群別 卸売上高

業態別 卸売上高
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ワーキング・グループ活動報告 

 

［食育に関するワーキング・グループ］ 

 消費者庁の設立に伴い、平成１９年３月に作成した「食育と食品選択のためのハンドブック」

の食品表示に関する法律とその概要の部分を加筆修正した。また今後の食育活動の方向性につ

いて検討した。 

 

［環境問題対応ワーキング・グループ］ 

 特定事業者に指定された会員卸１６社の「事業場分野の共通原単位」について検討し、ワーキ

ング・グループとして最終的には、「使用面積」を選択し、環境数値算定標準化推進協議会に

提言した。また従来の「輸配送分野」における特定荷主の環境数値のとりまとめと合わせ、初

めて２分野の環境数値をとりまとめた。 

 

［ＥＤＩワーキング・グループ］ 

 国際財務報告会計基準（ＩＦＲＳ）導入に準拠したＥＤＩシステムの標準化対応の検討をするに

あたり、「項目追加」の内容について酒類食品業界卸店メーカー企業間標準フォーマット（日

食協フォーマット）を利用いただいているメーカーのご意向を伺うべくアンケート調査を実施

した。尚、本調査を実施するにあたり株式会社ファイネットに格別のご理解とご協力をいただ

いた。また、「流通ＢＭＳ」が本格的普及拡大期を迎えて、卸・小売間のシステム課題について

も積極的な情報交換を行った。 

 

［税務問題対応ワーキング・グループ］ 

 平成２３年度の税制改正で要望する事案について各委員から意見を募って検討し、最終的には

前年度の要望案を継続して主務官庁に提出した。 

 

[ワーキング・グループ活動資料] 

「着荷日」に関するアンケート調査とアンケート調査結果について 

－ＥＤＩワーキング・グループ－ 

２０１１年１月吉日 

酒類・食品メーカー各位 

 

「着荷日」に関するアンケート調査回答のお願い 

 
（社団法人）日本加工食品卸協会 

ＥＤＩワーキンググループ 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のお引き立てを賜り、心から御礼申し上げます。 

 さて（社団法人）日本加工食品卸協会 ＥＤＩワーキンググループでは国際財務報告基準（ＩＦＲＳ）
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導入に準拠したＥＤＩシステムの標準化対応を検討しております。 

 つきましては項目追加を検討するにあたり、酒類食品業界卸店メーカー企業間標準フォーマ

ット（日食協フォーマット）をご利用の各社様のご意向を伺うことを目的として調査を実施す

るものです。 

 尚、本調査につきましては当フォーマットに対応していただいております株式会社ファイネ

ット様に格別のご理解とご協力いただき皆様に調査をお願いたしました。 

 大変お忙しいとは存じますが、調査の趣旨をご理解いただき、ぜひ、ご協力賜りたく、ご配

慮の程よろしくお願い申し上げます。 

敬具 

 

 

[ＥＤＩワーキング検討事項] 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＩＦＲＳ（ＩＡＳ）第１８号「収益」の研究 

この要件があるため、ＩＦＲＳでは、物品売買の売上の計上基準として、出荷基準が認められなく

なり検収(着荷日)基準が採用される。日食協フォーマット「出荷案内システム」には「メーカ

ー計上日」「出荷月日」という項目があるが、「着荷日(検収日)」に該当する項目は現在未設定。 

ＩＦＲＳを踏まえ項目追加の必要性を検討中です。 

 

アンケート回答用紙 

 

出荷案内データについてお伺いさせてください。 

Ｑ１   現在、日食協フォーマット「出荷案内システム」を利用していますか。 

     □利用している □利用していない □利用予定 

 

Ｑ２   Ｑ１で「利用している」を選択された企業様にお伺いさせて頂きます。 

     現在着荷日をセットしていますか。 

      □セットしている □セットしていない 

      ⇒「セットしている」を選択された企業様は現在どの項目にセットしていますか 

      □メーカー計上日（伝票ヘッダーレコード項番４） 

□出荷月日（伝票ヘッダーレコード項番５） 

 □その他［                              ］ 

物品の販売による収益認識（IAS 第 18 号 14 項） 

物品の販売において収益を認識するには、以下 3 要件が必要となる。 

  a.物品の所有に伴う重要なリスク及び経済価値を企業が買手に移転したこと 

   b.物品に対して、所有と通常結び付けられる程度の継続的な管理上の関与も有効な支配も 

企業が保持していないこと 

  c.取引に関連して発生した、又は発生する原価を信頼性をもって測定できること 
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 Ｑ３   Ｑ１で「利用している」「利用予定」を選択された企業様にお伺いさせて頂きます。 

「着荷日」項目を新たに用意した場合セットすることは可能でしょうか 

      □対応可 □対応不可 

      ⇒「対応不可」を選択された企業様は、実現に向けての問題点や課題をお聞かせ 

        ください。 

      ［                                 ］ 

 

売上計上についてお伺いさせてください。 

Ｑ４   売上計上の基準を教えてください。 

      □着荷日基準(みなし着荷含む) □出荷日基準 □その他［         ］ 

 

Ｑ５   Ｑ４で「出荷日基準」「その他」を選択された企業様にお伺いさせて頂きます。 

      着荷日基準に変更することを検討していますか。 

      □着荷日基準への変更を検討している（着手している含む） 

      □変更しない 

      □未定 

            ⇒（全員の方）実現に向けての問題点や課題をお聞かせください。 

      ［                                 ］ 

 

項目追加についてお伺いさせてください。 

Ｑ６ 「着荷日」項目追加を検討するに当たりご意見ございましたらご自由にご記入願います。 

      ［                                  ］ 

 

アンケートは以上です。ご協力ありがとうございました。 

 

回答企業様情報 

貴社名： 

                                          

部署： 

                                          

氏名: 

                                          

連絡先 

 ＴＥＬ：                                    

 

（個人情報の取り扱い） 

この調査の回答内容について、個別企業名による公表は一切ありません。 

また、ご提供頂いて得た個人情報についても他の目的に使用致しません。 

なお、ご協力いただいた株式会社ファイネット様へも、当アンケートにより得た個人情報 

およびご回答内容の開示は致しません。 
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アンケート調査結果集計 

＊出荷案内データについて 

１．アンケート回収総数   １１７社 （総配布数 ５７６社 回収率２０.３％） 

Ｑ１．日食協フオーマット「出荷案内システム」の利用状況について 

・利用している  ９２社 

・利用していない ２１社 

・利用予定     ４社 

Ｑ２．「利用している」企業のうち現在着荷日をセットしているか 

・セットしている ４８社 

①メーカー計上日・出荷月日 １０社 

②メーカー計上日      １２社 

③出荷月日         １５社 

④その他          １１社 

・セットしていない ４４社 

Ｑ３．「利用している」「利用予定」のメーカーのうち「着荷日」を新たに用意した場合セット 

可能か 

・対応可   ６２社 

・対応不可  ３４社 

（「対応不可」を選択された企業様の実現に向けての問題点や課題） 

①荷物がいつ到着するか不明 

②必ず着荷日に着ける保証ができない、運送会社しだい。 

③社内システム対応が必要になる 

④修正するのに多大な費用が発生する 

⑤業務システムの変更が必要になる 

⑥着荷日基準に対する社内方針が未確定のため 

⑦着荷日の項目がデータにない 

⑧日食協フオーマットにない 

⑨着荷日確認のシステム化が必要なため 

⑩返品時の日付セットの扱い 

⑪着荷時の定義が不明 

 

＊売上計上について 

Ｑ４．売上計上基準 

①着荷日基準  ２９社 

②出荷日基準  ８５社 

③その他     ３社（両方有・伝票日付・店舗着荷日） 

 

Ｑ５．着荷日基準への変更検討について 

①着荷日基準への変更を検討している １３社 
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②変更しない            ３３社 

③未定               ３９社 

 

（「着荷日基準」に向けての問題点や課題） 

①フォーマットの項目として、出荷日と届け日の両方が欲しい（酒税受払の責任） 

②取消処理の着荷日の考え方が課題 

③着荷日の定義を明確にして欲しい 

④売上計上する事により、帳簿在庫をおとしてしまう。着荷日になると実在庫と合わな

くなる。また通常の出荷は問題ないが、例えば過去の出荷、納品日の変更や返品処

理を行いたい場合、前月末在庫に影響しかねない。ただし、得意先様への請求は着

荷日基準にしています。（別項目で制御している） 

⑤倉庫を出た時点で計上しないと酒税計算と合わなくなる 

⑥着荷日はみなしのため、実際に納入されたか確認しデータに反映する事が求められる 

⑦酒税が出荷基準のためシステム自体が出荷基準になってしまう 

⑧現状の出荷日基準でなんら問題がない 

⑨出荷終了時点で在庫から除き、売掛金に計上しないと会計処理ができない 

⑩ＩＦＲＳ対応の必要がない 

⑪売上げが月末に集中している 

⑫売上げ計上基準を変更するリスクは大きいと思う 

⑬着荷情報の入力（収集）が難しいと判断。みなし着荷日のシステム化を検討、導入予定 

⑭システム改修費の発生 

⑮売掛、買掛の全般に影響する 

⑯オンライン未導入卸店様への対応（着荷確認） 

⑰社内の会計基準の変更 

⑱納品確認方法やシステム改修コスト 

⑲着荷日基準とした場合、みなし着荷でよいかどうか。 

⑳メーカーとしての売上計上タイミングが遅くなる。また、この事により「出荷案内」

の送信／送付や請求書発行が遅くなる。 

出荷・着荷の実態のほとんど全てが「出荷日」＝「着荷日」となっている。 

ＩＦＲＳ対応には別途検討。 

製品、商品、物流方法により計上基準が異なる。 

出荷日＝着荷日が主流かと思いますが、離島などの対応については広いルール作りが

必要と思います。 

緊急出荷（時間外出荷）等イレギュラー対応時の取り決めが必要。  
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平成 23 年度 税制改正等に関する要望書 

平成 22 年７月 

 

 

 

 

 

－税務問題対応ワーキンググループ－ 

 

第１ 事業者間取引における消費税の取り扱いについて 

 

総額表示の義務付けに伴う事業者間取引についての経過措置の継続適用及び税込価格への

変更を行う場合の端数処理の方式の統一化をお願いします。 

 

（理由） 

１．平成１６年４月１日施行の改正消費税法では、事業者間取引において経過措置として税抜

き価格を前提とした改正前の消費税法施行規則第２２条第１項の規定を当分の間みとめる

こととされております。そもそも総額表示の義務付けは、消費者に対する商品等取引価格

の表示をその対象とするものであることに加え、今後、消費税率改定や複数税率採用の可

能性を勘案した場合に、「税抜価格」を前提とした値付けについては、現行のコンピュー

タシステムでは税率を変えるだけで対応できるが、総額表示での「税込価格」を前提とし

た値付けには膨大な事務量を要する事になります。こうした事から事業者間取引は、本体

価格と消費税額を区分表示することを原則とした上記消費税法施行第２２条第１項（端数処

理）の継続適用をお願いします。 

 

２．消費税の転嫁は、事業者間で有利不利があってはならず、公正取引確保の観点からも、

総額表示の義務付けに伴い税込み価格の設定を行う場合の消費税の１円未満の端数処理方

法は四捨五入に統一するようお願いします。 

 

第２ 流通業務総合化及び効率化の促進に関する法律の特例措置について 

 

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律（物流総合効率化法）に関して、加工食

品卸売業者の物流拠点施設につきましても物流業者と同様に法人税・固定資産税の特例措置

が受けられますようお願いします。 

 

（理由） 

１．加工食品卸売業者が効率的物流と環境負荷の小さい物流体系の実現を目指して自前で業

務施設を設ける場合、営業倉庫業者が物流総合効率化法の認定事業として得られる税制特

例【①所得税・法人税の割増償却５年間１０％ ②固定資産税・都市計画税課税標準の特例

５年間１／２（倉庫）３／４（倉庫付属設備）、５／６（港湾上屋）】が得られず、甚だ不公

平な実情にあり早期に是正をお願いします。 
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加工食品の安定供給の確保と価格の安定を図る為には、物流体制の整備は不可欠であり、政

策課題に合致した物流施設の整備は、物流事業者のみが担っているものではなく、食品流通を

担う製・配・販３層と物流業者が必要に応じて開発投資しているものと認識され、こうした実

情に即した法律の整備が必要である。 

以 上 

 

 

研究会活動報告 

 

［情報システム研究会］ 

 

 毎月定期的に研究会を開催し、業界内外の情報システムに関連する各種団体の活動内容を共

有化し、情報システムの標準化や効率化に向けての意見交換を行った。 

７月には流通現場で臨場感ある研究会を開催したいとの考えから（株）トーカン、伊藤忠食品

（株）のご協力をいただいて名古屋で開催した。 

また研究会の下部組織として「システム専門部会」と「商品画像専門部会」に加えて、若手

の情報システム従事者を対象に「情報セキュリテイ分科会」を設けて若手社員の情報交流の活

性化に努めた。 

 毎年恒例で全国卸売酒販組合中央会と共催している情報システム研修会は、１０月２９日（金）

に東京日暮里にあるホテルラングウッドにて行われた。 

 

 平成２２年度情報システム研修会  

 

平成２２年１０月２９日（金）午後１時３０分より東京日暮里にあるホテルラングウッドにおいて

全国卸売酒販組合中央会との共催で平成２２年度情報システム研修会を開催した。 

今回は、「流通システム標準普及推進協議会の活動状況」「クラウドコンピューティングに

ついて」「事業継続マネジメントの最新動向」「環境対策とコスト削減」に関する問題につい

て取上げたが、会員卸や賛助会員など１２８名（６７社）が出席し、終了後は懇親会を行った。 

研修会の冒頭、主催者を代表して（社）日本加工食品卸協会情報システム研究会座長 稲垣 

登志男氏（（株）菱食）は、最近の情報システム研修会のテーマを振り返り、今回の研修会のテ

ーマについて解説し情報システム部門を取り巻く諸問題について専門の講師を招いて、最新の

知見を共有化することの重要性を述べた。 

次いで奥山専務理事が、日食協が１０月１日の「米とレーサビリティ法」の施行に向けて取り

組んできたメーカー向け対応実態調査の集計結果を報告した。来年７月に義務化される事業者

間のコメ産地情報の伝達について、最も効率的な製品の「容器・包装」上の記載を予定するメ

ーカーが５割以下だった事に触れ「流通業務負荷の軽減に向け、協会として製品記載をメーカ

ーに求めて啓蒙している」事を述べた。 

続いて、（財）流通システム開発センター研究開発部主任研究員 坂本真人氏が「流通システ

ム標準普及推進協議会」の活動状況について講演し、「流通ＢＭＳ」の維持管理と普及拡大に向

けた現状を報告した。 
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次いで日本アイ・ビー・エム（株）クラウドコンピューティング事業部クラウド事業企画 事

業企画部長 三崎文敬氏が「クラウドコンピューティングの来た道、行く道」と題して最近の

クラウド活用事例を交えクラウドコンピューティングを解りやすく講演した。 

休憩後（株）富士通総研第二コンサルティング本部 ＢＣＭ事業部 事業部長代理の古本 勉

氏が「事業継続マネジメントの最新動向」と題して企業価値向上と危機対応スキル向上に向け

てのＢＣＭについて講演された。 

最後に（株）環境経営戦略総研 代表取締役社長の村井哲之氏が「環境対策とコスト削減」に

ついてというテーマで年々加速する企業への環境規制動向を伝えつつ、ＩＴを活用した省エネ戦

略の重要性について講演し、「省コストにつながらない、省エネはない。それを担うのは皆さ

んのようなＩＴ部門である」と参加者に呼びかけた。 

 

平成 22 年度情報システム研修会 講師と講演内容 

 

(1)「流通システム標準普及推進協議会」の活動状況について 

 （財）流通システム開発センター 研究開発部 主任研究員 坂本 真人 氏 

(2)「クラウドコンピューテイングの来た道、行く道」について」の活動について 

 日本アイ・ビー・エム（株） クラウドコンピューティング事業部  

 クラウド事業企画事業企画部長  三崎 文敬 氏 

(3)「事業継続マネジメントの最新動向」について 

 （株）富士通総研 第二コンサルティング本部 ＢＣＭ事業部 事業部長 代理 

    古本  勉 氏 

(4)「環境対策とコスト削減」について 

 （株）環境経営戦略総研 代表取締役社長 村井 哲之 氏 

 

 

［物流問題研究会］ 

   

 前年に引き続き卸経営の優先課題は、物流コストの低減策にあるとの共通認識から毎回テー

マを決めて情報を共有化した。また各取引卸がハイコストで非効率な状況にある百貨店共同物

流について再構築を図るべく検討を進めてきたが、明治屋商事（株）、国分（株）が先行して実装

し成果を上げた。 

 年度の重点調査研究事業として、流通事情が大きく変動し物流環境が変化するな中で、全国

規模で「物流コストの実態調査」を行った。加工食品の物流コストの基礎データを把握し蓄積

する事は、産業として社会的基盤を検証する意味からも意義があるとの考えから実施した。こ

の調査には、物流問題研究会の下部組織として物流コスト実態調査委員会を設置し、１１企業が

委員として参画しとりまとめた。 

【物流コスト低減策の勉強会テーマ】 

・物流関連のエコ製品の活用（エコタイヤの使用推進） 

・バッテリー再生システム 

・ＧＰＳ掌握システム 
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・３ＤシュミレーターソフトＲａＬｃを使用した物流改善と検証 

・電力デマンド制御の活用 

 

［商品開発研究会］ 

   

 当協会の団体賛助会員である（社）日本缶詰協会が、制定した「缶詰等の原料原産地表示業界

自主ガイドライン」について６月１日（火）に研修会を開催した。 

このガイドラインはあくまでも業界の指針であり、法的強制力をもつものではないが、缶詰

食品はその容器形態から消費者が商品の購入時に中身を見ることができないため、製品表示は

重要になる。したがってこのガイドラインを運用し、正確で客観的な原料原産地の情報提供に

努め、消費者の信頼を得る事が必要となる。 

 また恒例の日本蜜柑缶詰工業組合との情報交換会を１０月２６日（火）に開催し、国産蜜柑缶詰

の生き残りについて、ＪＡＳ規格の維持も含めて熱心に検討がなされた。 

 

［法務研究会］ 

 

 基本的に２ケ月に１回の定期開催を継続して行い、座長は持ち回り制とし、会議の前半は、

債権管理に関するテーマ、後半は流通に関した法務問題をテーマに勉強会を行った。特に、今

年は「独占禁止法」が改正され「優越的地位の濫用」についても課徴金の対象となり「運用ガ

イドライン」が公表されたことから、この件に関し業界の意見としてパブリックコメントをと

りまとめ提出した。今年の勉強会の主要なテーマは「電子手形について」「優越的地位の濫用

の運用指針について」「卸間での売買共用の基本取引契約書について」「食品卸売業者として

の倉庫登録について」等であった。 

 

［労務管理研究会］ 

 

 今年度も継続して２ケ月に１回の定期開催で研究会を行った。座長は持ち回り制とし事前に

テーマを決めて開催した。今年の研究会の主要なテーマは、「育児・介護休業法の改正に伴う

対応及び同規定の運用状況について」「メンタルヘルス対策について」「派遣法への対応」「採

用活動の総括」「障害者雇用の実態について」「人材育成について」「リテールサポート研修

について」「車輌管理について」「各社の加入団体状況について」等で食品流通に関する労務

管理問題について幅広く意見の交換を行った。 

 

［ネットワーク検討会］ 

 

 ６月１０日（木）午前１０時から日食協会議室において、第１４７回ネットワーク検討会を開催し

た。当日の議題は、①日食協活動報告 ②ＥＤＩワーキング・グループの活動報告 ③メーカー

フーズ研究会の活動報告等であったが、この他ＩＦＲＳ対応問題、米トレサ法への対応問題、販促

金ＥＤＩに関することについて意見交換が行われた。 
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[研究会活動資料] 

平成 21 年度情報処理コストの実態調査について  

－情報システム研究会専門部会－ 

（調査目的） 

“ＥＤＰ費の妥当性把握” 

 情報システム研究会専門部会は、情報システム部門の経費の妥当性を客観的に評価するため、

またＥＤＰ費のトレンドを把握し情報システム部門の将来に向けての基礎情報を蓄積するため

平成１９年度から実施している情報処理コストの実態調査を今年度も継続して行った。 

 

＊実態調査参加会員卸企業９社（順不同） 

・（株）日本アクセス ・（株）トーカン・ 三井食品（株）・ 伊藤忠食品（株） ・国分（株） 

・（株）菱食 ・加藤産業（株） ・日本酒類販売（株） ・明治屋商事（株） 

 

（調査手順） 

 情報システム部門で管理している費用でも各社間においてＥＤＰ費目に差異があるため、経済

産業省情報処理実態調査における費用分類にマッピングし、ついで各社のＥＤＰ費の金額を調査

した。調査結果のまとめはＥＤＰ費の分類構成毎の売上比率と構成比で実施した。（売上高は各

社ともに連結売上高） 

 尚、この実態コストの中には物流に関するシステムの直接コストと得意先とのＥＤＩ関連費用

は含まれていない。 

（調査結果分析） 

 ＥＤＰ費の対売上比率は、０.２９２％と過去３年間で最も低い数値となる。売上が縮小傾向の中

でよりコストダウンを意識したシステム運営となっていることが伺える。内容的には、ハード

ウエア関連費用のコスト比率の低下が目立ち、構成比でも２０％台を割り込んだ。その中で情報

システム部門の社内要員の拡充がジワリと上昇基調にあり、ＩＴ投資はハードから人材に向けシ

フトしている傾向が見える。 

　　　　　　（単位：％）

総合計 構成比 総合計 構成比 総合計 構成比

ハードウェア関連費用
買取り経費、当期減価償却費、レンタル／リース料、導
入諸掛・その他

0.070 22.72 0.065 22.03 0.057 19.52

ソフトウェア関連費用

買取り経費、当期減価償却費、レンタル／リース料、情
報システムの企画・設計コンサルタント料、ソフトウェ
ア作成・システム開発料、システムの機能変更・拡張な
どの改善費用

0.086 27.92 0.066 22.37 0.069 23.63

サービス関連費用

データ作成／入力費（データ入力委託料）等、運用・保
守委託料、処理・サービス料、一般社員の教育・訓練等
費用、情報処理要員の教育・訓練等費用、外部派遣要員
人件費、その他サービス料

0.087 28.25 0.102 34.58 0.099 33.90

通信関連費用 電話回線使用料、ネットワーク関連通信回線使用料 0.021 6.82 0.020 6.78 0.021 7.19

人件費 情報システム部門等の社内要員（専従者）人件費 0.034 11.04 0.035 11.86 0.039 13.36

その他費用 0.010 3.25 0.007 2.38 0.007 2.40

0.308 100.0 0.295 100.0 0.292 100.0

　　　　　　　　　　　　　（情報システム研究会参加会員卸９企業の合計数値）

情報処理費用調査票（平成19年度～21年度）

費用区分 項　　目
平成19年度 平成20年度 平成21年度

ＥＤＰ費対売上高比率
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2010 年度情報システム研究会画像専門部会活動の概要  

－情報システム研究会画像専門部会－ 

画像専門部会は昨年に引き続き、①日食協画像標準Ｖｅｒ２.０の普及啓蒙 ②メーカー様による

自発的画像登録推進 を目標に卸売業全体のテーマとして活動を進めました。 

２００９年７月にメーカー様向け画像登録説明会を開催、その後１０月には画像登録依頼システ

ム並びに画像確認サイトの運用を開始し、画像登録推進活動を本格的に実施できる基盤が整い

ました。この基盤活用を前提に、本年は商品画像利用ニーズの高い春夏、秋冬の棚割シーズン

に向けた画像登録依頼活動と、通常月の登録推進活動としての画像未登録リストの配布、登録

依頼の２つを活動の柱として活動を進めて参りました。 

さらには、メーカー様への卸売業の棚割活動実態説明のため、取引小売業への業態別棚割活

動実態調査を行った結果、春夏商品は１月１５日までに、秋冬商品は７月１５日までに登録いただ

くことで卸売業の棚割提案に有効に活用できることが判り、以後の登録推進活動の基準として

います。 

これらの活動の結果、登録依頼活動対象メーカー様における画像のＥＤＩ登録率は５８.０％と前

年の４１.０％から１７ポイント上昇（※）し、一定の成果をあげることができました。今後も引き続

き登録依頼活動を継続し、画像情報の整流化に向けて活動してまいります。 

 

※２００９年１月～１２月に対する２０１０年同期間の対比 

以 上 

 

日食協 画像専門部会開催履歴 

開催日 部会名 検 討 内 容 

４月１４日 第１４回画像専門部会 ２０１０年春夏商品登録メーカーフォローアップ活動結果について 

５月１３日 第１５回画像専門部会 ２０１０年秋冬商品登録に向けての活動ロードマップについて 

６月１０日 第１６回画像専門部会 商品画像登録推進活動の基本的な進め方について 

小売業棚割活動実態調査結果について 

７月１５日 第１７回画像専門部会 ２０１０年秋冬商品登録促進活動について 

８月１２日 第１８回画像専門部会 ２０１０年秋冬商品登録促進活動結果報告 

９月１６日 第１９回画像専門部会 ２０１０年６月、７月の画像未登録リスト運用結果について 

１１月９日 第２０回画像専門部会 ２０１１年春夏商品登録推進活動について 

２月１７日 第２１回画像専門部会 ２０１１年春夏商品登録推進活動結果報告 

３月１７日 第２２回画像専門部会 東日本大震災のため中止 

 

 

 

 

 



－ 76 － 



－ 77 － 



－ 78 － 



－ 79 － 



－ 80 － 



－ 81 － 



－ 82 － 



－ 83 － 



－ 84 － 



－ 85 － 



－ 86 － 



－ 87 － 



－ 88 － 



－ 89 － 



－ 90 － 



－ 91 － 



－ 92 － 



－ 93 － 



－ 94 － 



－ 95 － 



－ 96 － 



－ 97 － 



－ 98 － 



－ 99 － 



－ 100 － 



－ 101 － 



－ 102 － 



－ 103 － 



－ 104 － 

支 部 活 動  
 

平成２２年度 各支部総会及び研修会内容 

 

 ６月８日（火） 中国支部 総会及び研修会 

  講師 フロンティアマネジメント（株） 代表取締役 松岡真宏氏 

   「激変する消費環境と流通業界」 

 ６月１４日（月） 東北支部 総会 

 ６月１６日（水） 東海支部 総会及び研修会 

  講師 前伊藤忠商事（株） 取締役相談役 丹羽宇一郎氏 

   「日本のこれから」 

 ６月１７日（木） 近畿支部 総会 

 ６月１８日（金） 関東支部 総会及び研修会 

  講師 （社）食品需給研究センター 主任研究員 酒井 純氏 

   「米（こめ）トレーサビリティ法」について 

 ７月１日（木） 九州沖縄支部 総会及び研修会 

  講師 （株）ＦＯＵＲ－ＳＥＥＤＳ 代表取締役社長 岡村 洋次氏 

   「消費再起動に向けた流通産業プログラム」 

 ７月２日（金） 四国支部 総会及び研修会 

  講師 四国産業経済局総務企画課 調査課長 岡 弘昌氏 

   「四国経済の現状と地域活性化施策」 

 ７月６日（火） 北海道支部 総会及び研修会 

  講師 （株）大丸松坂屋百貨店執行役員大丸札幌店長 柚木 和代女史  

   「大丸札幌店の戦略と食への取り組み」 

 ７月１３日（火） 北陸支部 総会 

 ８月２４日（火） 近畿支部 研修会 

  講師 （株）関西スーパーマーケット第２商品グループ 

  取締役マネージャー 柄谷 康夫氏 

   「小売感度の『見える化！』マーケット」 

 １０月２７日（水） 近畿支部 研修会 

  講師 （株）イズミヤ 食品部長 鹿島 正輝氏 

   「関西の“食”を豊かにしたい－その使命は」 

１１月１２日（金） 関東支部 研修会 

  講師 東洋大学経営学部教授    

  流通経済研究所客員主任研究員 菊池 宏之氏 

   「流通環境の変化と中間流通企業の戦略課題」 

 １１月１６日（火） 東北支部 研修会 

  講師 （有）システム・リサーチ代表取締役 吉田 繁治氏 
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   「今後の流通業・小売業のあるべき経営戦略」 

１１月１７日（水） 北海道支部 研修会 

  講師  （社）日本パインアップル缶詰協会 専務理事  柘植 茂晃氏 

 １１月２４日（水） 北陸支部 研修会 

  講師 東洋大学経営学部教授  

  流通経済研究所客員主任研究員 菊池 宏之氏 

   「流通環境の変化と中間流通企業の戦略課題」 

 ２月１４日（月） 近畿支部 研修会 

  講師 作家 守屋  淳氏 

   「孫子の兵法に学ぶ」経営における戦い方の最重要戦略 

 

 各支部の総会内容  

 

[中国支部] 

 中国支部総会を６月８日（火）１５時よりホテルグランヴィア広島にて開催した。中国支部事

務局の磯田英之氏（中村角（株））の司会進行で、最初に定足数と配布資料の確認を行い、つい

で中村成朗氏（中村角（株））が議長席について、開会の挨拶として、本部の定時総会の内容に

ついて報告し、本部役員改選と公益社団法人を目指す方針等について述べた。 

その後、議案の審議に入り、①第１号議案平成２１年度事業報告に関する件 ②第２号議案 

平成２１年度決算報告に関する件を一括して事務局から説明し、監査報告を会計監事の碇 豊樹

氏（国分（株）中国支社）が行い、いずれも承認された。 

ついで③平成２２年度事業計画（案）に関する件 ④平成２２年度収支予算（案）に関する件を

一括して事務局が説明し承認された。 

続いて、１５時３０分より、会場を移して、賛助会員も加わって合同研修会が開催された。 

会に先立ち、中村支部長が挨拶し、研修会が始まり、最初に奥山専務理事が「本部活動報告」

を行った。ついで講演会に入り、昨年に引き続き、フロンティア・マネジメント（株）代表取締

役 松岡真宏氏が「激変する消費環境と流通業界」という演題で講演した。 

先生は、①２０年間で劇的に消費スタイルを変えた日本の消費者 ②総合スーパーで何が起こ

っているのか（上層階から下層階へ、収益を奪うカテゴリーキラー群、地方食品スーパーやド

ラッグストアに好機か）③東京への一極集中は今後も続くのか（「ロードサイド」から「レー

ルサイド」へのパラダイム変換、地方コングロマリッという解決策）について述べた。 

終了後、懇親会を行い、開宴の挨拶と乾杯を中国副支部長の豊田直之氏（（株）桑宗）が行い、

中締めを碇 豊樹氏（国分（株）中国支社）が行って閉会となった。 

 

[東北支部] 

６月１４日（月）１１時３分よりホテル仙台プラザにおいて東北支部総会が開催された。 

事務局の黒沢良一氏（東北国分（株））の司会進行で、最初に定足数の確認を行った後、支部長

の堀内琢夫氏（丸大堀内（株））が開会の挨拶として「厳しい時代だからこそ日食協のコミニュ

ケーションを通じて課題解決を図っていきたい。」と述べた。 
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この後、支部長が議長席に着いて議案の審議に入った。 

 

第１号議案  平成２１年度事業報告及び決算報告 

第２号議案  平成２２年度事業計画及び予算 

第３号議案  役員改選に関する件 

第４号議案  その他として（株）山新商店の退会申し入れの件と今秋に予定される工場見学会

と経営実務研修会の講師の選定について検討を行い、最後に奥山専務理事から

本部総会の内容についての報告がなされ、総会は終了した。 

 

昼食後、賛助会員の参加を得て、賛助会員連絡会が開催された。 

 

司会は引き続き、黒澤良一氏（東北国分（株））が担当し、最初に、東北支部長の堀内 琢夫

氏（丸大堀内（株））が開会の挨拶を述べ、ついで賛助会員を代表して岡埜容明氏（キューピー

（株））からご挨拶をいただいた。 

 

この後、奥山専務理事が返品実態調査報告等の「日食協活動報告」を行い 

１４時１０分に賛助会員連絡会は終了した。 

 

平成２２年度 東北支部 新役員名簿 

支部長 堀内 琢夫 丸大堀内（株）  代表取締役社長 

副支部長 降幡  進 東北国分（株）  代表取締役社長 

会計監事 阿部 吉伸 明治屋商事（株） 支社長 

 

[東海支部] 

６月１６日（水）午後１時より名古屋観光ホテルに於いて「第３２回定時総会」を開催した。 

事務局の山田将聖氏（（株）中部飲食料新聞社）の司会進行で定足数を確認した後、支部長の

永津邦彦氏（（株）トーカン）は開会にあたり「東海支部は中部食料品問屋連盟と共催で講演会

を開催するなど連携して様々な取り組みをしているが、引き続き本部活動の成果を支部に波及

させていく。特に本部が発行している会報は内容が充実しているので、ぜひとも事業に役立て

て欲しい」と挨拶した。この後支部長が議長席について審議に入り、 

 

第１号議案  平成２１年度事業報告書承認の件 

第２号議案  平成２１年度収支決算書承認の件 

第３号議案  平成２２年度事業計画案承認の件 

第４号議案  その他の件 

 

全ての議案を拍手で承認した。この後奥山専務理事から協会活動について報告が為された。

閉会に際して東海支部は引き続き中部食料品問屋連盟と協力し加工食品流通業界の発展を目指

すなど、今後の方向性を再確認した。 

その後、中部食料品問屋連盟との共催の講演会に移り、最初に奥山専務理事が「返品実態調
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査報告」を行い、ついで丹羽宇一郎氏（前伊藤忠商事（株）取締役相談役、次期在中華人民共和

国日本国大使館特命全権大使）が登壇し「日本のこれから」をテーマに講演し、失われた２０年

により日本人が心を喪失している事、人口減少や国債の負担に苦しむ今後の日本に向けて、

“人・技術・農業”が大切であり教育が鍵となることを解説した。 

 

[近畿支部] 

６月１７日（木）午後１時より大阪市都島区の太閤園において近畿支部総会が開催された、こ

れに先立ち１１時から大阪府食品卸同業会と合同で「日食協の事業活動報告会」が賛助会員のメ

ーカーの方々も多数参加して行われた。 

支部総会は、事務局の野間道康氏（伊藤忠食品（株））の司会進行で行われ、最初に近畿支部

長の濱口泰三氏（伊藤忠食品（株））が開会の挨拶を次のように述べた。 

「縮小する消費市場の中で、生活者のライフラインとして地域の食生活に対応した卸機能を

提供して小売業、生活者に貢献できる持続可能な業態として評価と価値を高めたい。」この後、

事務局が出席者と定足数の確認を行い、支部長が議長席に着いて議案の審議に入った。 

 

第１号議案  平成２１年度事業報告の件 

第２号議案  平成２１年度収支決算報告の件 

第３号議案  平成２２年度事業計画（案）の件 

第４号議案  平成２２年度収支予算（案）の件 

第５号議案  任期満了に伴う役員改選の件 

 

以上について事務局が報告し、決算監査報告を山下 明氏（五大物産（株））行い、いずれも

拍手で承認され閉会となった。 

 

平成２２年度 近畿支部 新役員名簿 

支部長   濱口 泰三 伊藤忠食品（株） 代表取締役社長 

副支部長 浅沼  明 加藤産業 （株） 専務取締役 

会計監事 山下  明 五大物産 （株） 代表取締役会長 

幹  事 清水 昌樹 （株）ヒメカン 代表取締役社長 

  

[関東支部] 

６月１８日（金）１１時３０分より東京大手町レベル２１東京會館に於いて、定時総会に先立ち関

東支部幹事会が開催された。 

関東支部長の吉野芳夫氏（（株）日本アクセス）の司会進行で議事に入り、定時総会の議案内

容について確認後、各県ブロック代表から本部活動に対する意見や地域の流通事情について意

見が述べられた。 

その後１３時より定時総会が行われた。当日の内容を議事録から抜粋して以下に掲載する。 

 

定刻 奥山常任幹事の司会兼事務局の発声により開会。 

冒頭 吉野芳夫関東支部長（（株）日本アクセス）より、次の如き挨拶がなされた。 
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吉野支部長挨拶 

日食協は、現在１４９社の会員と、１３６事業所及び賛助会員１３３社、団体賛助会員３社の合計

４２１の企業及び事業所にて構成されている、卸の全国唯一の団体であり、北は北海道から九州・

沖縄まで全国９支部にて活動している。 

その中で最大の支部である当支部が活性化していくことが、日食協発展のベースになること

を認識し活動を続けている。 

特に賛助会員の皆さまには物資両面でご支援・ご指導を賜り誠に感謝している。 

われわれ会員はそのことをきちっと理解したうえで会の活動をより充実させていく必要があ

る。 

本年の関東支部の活動のメインテーマは、社会そのものが大きく変わって来ている状況のな

か、食品流通に関する法律、中でも、「独占禁止法」や「省エネ法」に対しその社会を構成す

る一員としてきちんと対応する事が重要である。 

また、総会終了後に研修予定の「米のトレーサビリティ法」に関しては今年の１０月から、取

引の記録の作成や保存、更に来年７月には米の産地情報の伝達が義務付けられる。今後、我々

の活動の中に色濃く出てくるこれらの事に対して、整備や準備をしっかりすることが大事だ。 

もう一つのテーマとして、流通効率化に向けた調査・研究にも更に力を入れていく必要があ

る。返品問題への取組、メーカー・卸間の調達物流、販促金のＥＤＩ化や、センターフィの問題

は避けて通れない大きなテーマである。 

かつて経験した事のないようなことを、どのように克服していくか、更に、最終的には適正

価格での流通という具現化が極めて重要である。 

卸・メーカー・小売の製・配・販の一体化、少なくとも卸とメーカーとの連帯感は是非とも

必要になってくる。それに小売業が参画してもらい、全体最適な流通環境の実現が責務である。 

卸として汗をかき、知恵を出す、そういったことをベースにおきながら業界の連帯感を醸成

していくことが重要である。会員の皆さまの理解と、賛助会員のご指導・ご支援をもらい流通

業界の発展に向けて頑張っていく所存である。 

 

続いて事務局が定足数の報告をし、支部規約第８条により、吉野支部長が議長席に着いた。 

 

議長は議事録署名人として、株式会社サンヨー堂 小林由朗殿と株式会社コンタツ三角悦雄

殿を指名し、承認され、議事に入った。 

 

第１号議案  平成２１年度事業報告に関する件 

第２号議案  平成２１年度収支決算報告に関する件 

 

議長より事務局に両案続けて説明する様指示があった。これを受けて事務局は、５月２８日

（金）に開催された本部の定時総会に於ける状況報告を含めて会報Ｖｏｌ．１６４号を資料として次

の如く報告を行った。 

１．本部活動 

・任期満了に伴う役員改選について 

・事業活動報告 
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２．関東支部活動 

・事業活動概況、 

・関東支部流通業務委員会活動報告。 

・関東支部の収支決算（前期繰越額１,９１５,００７円、当期収入合計１,０００,７６３円当期支出 

合計１,６７５，４０５円、次期繰越収支差額１,２４０,３６５円、各予算費と内容概要）。 

 

議長は会計監事吉田学文氏（明治屋商事㈱）に監査報告求め、吉田会計監事は「４月１４日（水）

に監査を行い、正確である事を確認した」旨を報告した。 

議長は両案の質疑を求めたが無かったので、承認を求め，拍手で承認された。 

 

第３号議案  平成２２年度事業計画案に関する件 

第４号議案  平成２２年度収支予算案に関する件 

 

議長よりこの両案について、事務局よりを続けて説明する様に指示し、事務局はこれを受け

て、別添の両案を資料とし、協会の事業計画を演繹して関東支部事業計画を策定し、担当別予

定まで流通業務委員会で討議策定した計画案を説明した。 

そして収支予算として前期繰越額１,２４０,３６５円、当期収入合計２,６９２,３６５円、当期支出合計

１,９４０,０００円、次期繰越額７５２,３６５円の予算内容を説明した。 

議長はこれについての質疑を求めたが、無かったので承認を求めた所，拍手で承認された。 

 

第５号議案  役員改選の件 

 

議長は、本年は役員改選時期でありますが、事務局として何か提案があれば説明をするよう

指示した。 

事務局より今期は役員の改選期であるが、事前に各役員にご意向を確認したところ、全員か

ら継続して引き受けて戴ける内諾を得た事を報告。ただ、一部の役員から、会社人事の都合で

交代の申し出を戴いたため、後任者案も含め、事前の幹事会において重任及び新任の承認を、

全員から得たことを報告し、同時に新任の役員のみ紹介をした。 

 

これを受けて議長は役員候補者の就任の是非について会場に諮った所、拍手で承認された。 

 

第６号議案  その他 

 

議長より当総会場にて審議を必要とする他の問題提起を求めたが、無かったので、本日の全

ての審議が終了した事を告げた。 

最後に今回にて交代する新旧支部長がそれぞれ挨拶をし、予定された全ての審議事項が滞り

なく終了し、１４時１５分、事務局が総会の終りを告げた。 
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関東支部 新役員（平成２２年６月１８日） 

［社］日本加工食品卸協会 
                                         関東支部（敬称：略） 

役 員 社 名 役 職 氏 名 備考 

支 部 長 ㈱日本アクセス 代表取締役社長 田 中 茂 治 新任 

副 支 部 長 国分㈱ 取締役酒類統括部長兼関東支社 

長 

小 笠 原 優 一 新任 

副 支 部 長 廣屋国分㈱ 代表取締役副会長 濱口吉右衞門 重任 

 

 

副 支 部 長 三井食品㈱ 常務執行役員営業部門管掌役員補佐 川 村 哲 夫 重任 

 副 支 部 長 ㈱サンヨ－堂 代表取締役社長 宗 像 善 昌 新任 

副 支 部 長 ㈱菱食 常務執行役員関東エリア代表兼東京支社 

長 

中 村  稔 重任 

 会 計 監 事 明治屋商事㈱ 執行役員東京支社支社長 吉 田 学 文 重任 

 幹   事 日本酒類販売㈱ 代表取締役社長 松 川 隆 志 重任 

 幹 事 ㈱ヤグチ 専務取締役兼執行役員商品部長 栗 栖 信 也 新任 

幹 事 伊藤忠食品㈱ 東日本営業本部営業第一部部長 

 

佐 藤 保 美 重任 

 幹 事 ㈱梅澤 取締役支社長 牧 野 和 義 重任 

 幹 事 コンタツ㈱ 物流統括部部長 三 角 悦 雄 重任 

 幹 事 ㈱升喜 商品政策部部長 秋 庭  修 重任 

 幹 事 ㈱新潟リョーショク 代表取締役社長 花 村 昭 男 新任 

幹 事 ㈱マルイチ産商 取締役執行役員 仁 科 圭 右 重任 

 幹 事 横浜乾物㈱ 代表取締役社長 斉 藤 米 造 新任 

幹 事 関東国分㈱ 代表取締役社長 小 松 崎 寿 文 重任 

 幹 事 ヤマキ㈱ 代表取締役社長 山 口  茂 重任 

 幹 事 ユアサ･フナショク㈱ 代表取締役会長 上 田  弘 重任 

 幹 事 関東国分㈱ 取締役会長 大 久 保 和 政 退任 

幹 事 武田食品㈱ 取締役部長 田 村  悟 新任 

幹 事 常洋水産㈱ 取締役営業本部長 照 沼 泰 斗 重任 

 幹 事 群馬県卸酒販㈱ 代表取締役社長 萩 原 哲 夫 重任 

 常 任 幹 事 日食協 専務理事 奥 山 則 康 重任 

  

定時総会終了後は、（社）食品需給研究センター 調査研究部主任研究員 酒井 純氏を講師

にお招きして本年１０月から施行される「米（こめ）トレーサビリティ法」についての研修会を

実施した。 
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関東支部流通業務委員会事業活動報告 

  

 

流通業務委員会は、関東支部のワーキンググループとして平成２２年度の事業計画に基づき、

調査研究の継続事業として、①物流コストに関する調査と分析 ②返品実態に関する調査と分

析 ③在庫回転日数に関する調査と分析 ④「傭車及び物流動向」に関する調査と分析を行っ

た。以下に４事業の調査結果を掲載する。 

 

 

◆ 平成２１年度新物流コスト実態調査（平成２１年４月～平成２２年３月） 

 （社団法人 日本加工食品卸協会 関東支部 流通業務員会） 

 

 関東支部流通業務委員会は、平成２１年度を対象とする物流コストについて、９月に関東支部

流通業務委員会企業１１社から回答をいただいた新物流コスト実態調査票を集計し、分析を行っ

た。担当は前年に引き続き渡辺 徹氏（三井食品（株））。 

 今回の調査は、デフレ圧力の厳しい状況の中で納入ケース単価や物流コスト構造がどのよう

に変化し加工食品卸売業の経営に影響したか大変結果が注目された。 

 尚、調査結果の数値は、下記の委員会企業の中から加工食品（ドライ食品主体で酒類は除く）

の取扱いが９０％以上の４社分を集計したものです。 

＊（調査対象企業１１社：伊藤忠食品・梅沢・国分・サンヨー堂・日本アクセス・日本酒類販売・

国分廣屋・升喜・明治屋商事・三井食品・菱食） 

＊平均ケース単価は、一昨年に小麦等の原材料の高騰がありメーカーの価格改定が実施され上

昇に転じたが、消費者の根強い低価格志向から市況が軟化し、今年度は前年から８０円下落し

た２,５８７円となる。 

＊ケース当たりの物流コストは（ＣＦ除く）、昨年から８.５２円上昇した１３２.５６円となる。した

がってケース当たりの物流コスト比率は、再び５％台に戻り、５.１２％になる。内容的にはデ

ータ処理費が１.３５円減少したが、設備費が１.４０円、流通加工費が２.１１円増加し、構成比の高

い配送費は６.３６円と大幅に増加し、費用構成比も前年の４５.３％から４７.２％まで上昇した。 

 今年度の物流コストの実態は、ケース単価の減少とコストの上昇という結果を示し、食品卸

の経営にとっては前年とは全く逆のパターンで厳しい環境に転じる。 

 この物流コスト以外にセンターフィの負担があり、このフィーコストも加えて物流に関する

コストのトータル管理を行い、収益とのバランスを図って経営構造の強化に努めたい。 
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常温加工食品のケース単価及び物流コスト 

物流コスト 
平成２１年度 平成２０年度         平成１９年度 

金額(円) 比率(％) 構成比（％） 金額(円) 比率(％) 構成比（％） 金額(円) 比率(％) 構成比（％） 

ケース単価 ２，５８７円 ２，６６７円 ２，４１８円 

データ処理料 10.13 0.39  7.6 11.48 0.43  9.3 12.82 0.53  9.8 

設 備 費 23.99 0.93 18.1 22.59 0.85 18.2 22.13 0.91 16.9 

流通加工費 35.87 1.38 27.1 33.76 1.26 27.2 44.96 1.86 34.3 

配 送 費 62.57 2.42 47.2 56.21 2.11 45.3 51.13 2.11 39.0 

合   計 132.56 5.12 100 124.04 4.65 100 131.04 5.41 100 

 

 

◆平成２２年度返品実態調査報告（調査期間：平成２２年６月～８月） 

 

平成２２年６月から８月までの３ヶ月間の返品実態調査を実施し集計と分析を行った。 

調査対象企業は、関東支部流通業務委員会の１１社であり担当は三井食品㈱ 渡辺 徹。 

 

《スーパー》 

ＰＢ商品は０.５３％から、０.１９％、ギフトは１.４０％から０.９５％と共に大きく返品率が減少し改

善されたが、圧倒的に構成比の高い一般商品が０.３５％から０.４１％と悪化した影響からスーパー

全体の返品率は前年から０.０２ポイント悪化の０.４６％となる。猛暑は夏物商材に特需をもたらし

たが、逆に売れ筋商材に偏りがあり返品の増加となった。 

 

 

 

 

《 スーパー用 》　 （単位　千円）

　22年度

６月 ７月 ８月 集計

カテゴリー 売上金額 返品金額 返品率 売上金額 返品金額 返品率 売上金額 返品金額 返品率 売上金額 返品金額 返品率

一般商品 28,696,514 -88,032 -0.31% 30,091,558 -55,815 -0.19% 29,311,157 -218,083 -0.74% 88,099,229 -361,930 -0.41%

ＰＢ商品 88,336 -17 -0.02% 100,902 -201 -0.20% 93,043 -326 -0.35% 282,281 -544 -0.19%

ギフト商品 3,240,586 -29,579 -0.91% 3,982,077 -11,239 -0.28% 861,648 -36,338 -4.22% 8,084,310 -77,156 -0.95%

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

月間合計 32,025,435 -117,628 -0.37% 34,174,537 -67,255 -0.20% 30,265,848 -254,747 -0.84% 96,465,821 -439,629 -0.46%

　21年度

６月 ７月 ８月 集計

カテゴリー 売上金額 返品金額 返品率 売上金額 返品金額 返品率 売上金額 返品金額 返品率 売上金額 返品金額 返品率

一般商品 27,550,591 -71,125 -0.26% 29,080,948 -150,655 -0.52% 28,567,174 -74,346 -0.26% 85,198,714 -296,126 -0.35%

ＰＢ商品 152,109 -565 -0.37% 184,163 -707 -0.38% 163,520 -1,398 -0.85% 499,792 -2,670 -0.53%

ギフト商品 3,357,202 -8,488 -0.25% 4,250,725 -65,558 -1.54% 912,448 -45,190 -4.95% 8,520,374 -119,236 -1.40%

0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

月間合計 31,059,902 -80,179 -0.26% 33,515,836 -216,920 -0.65% 29,643,142 -120,933 -0.41% 94,218,880 -418,032 -0.44%
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《百貨店》 

一般商品が３．２０％から５.２９％、ＰＢ商品が２.５７％から３.９１％、構成比の高いギフトが２.４１％

から３.７４％と全てのカテゴリーで返品率が悪化し、百貨店全体の返品率は前年から１.６１ポイン

ト増加の４.３０％となる。百貨店チャネルの経営環境の厳しさから、売上げの減少、返品の増加

という悪循環的要素が窺える。 

 

 

 尚、ギフトに関しては５月～９月に期間を拡大して調査をしたところ、９月の返品が非常に

多かった事が明らかになったので、中元時期の返品実態をより正確に把握する為、来期以降は

今年の実績をベースに調査期間を５月～９月として調査を行う事にした。 

 

《 百貨店用 》 （単位　千円）

　22年度

６月 ７月 ８月 集計

カテゴリー 売上金額 返品金額 返品率 売上金額 返品金額 返品率 売上金額 返品金額 返品率 売上金額 返品金額 返品率

一般商品 1,662,292 -69,196 -4.16% 2,318,023 -92,638 -4.00% 795,697 -90,749 -11.40% 4,776,011 -252,583 -5.29%

ＰＢ商品 3,237 0 0.00% 5,443 -20 -0.37% 3,349 -450 -13.44% 12,029 -470 -3.91%

ギフト商品 2,999,624 -81,334 -2.71% 4,591,135 -103,652 -2.26% 823,459 -130,117 -15.80% 8,414,219 -315,103 -3.74%

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

月間合計 4,665,153 -150,530 -3.23% 6,914,601 -196,311 -2.84% 1,622,505 -221,316 -13.64% 13,202,259 -568,156 -4.30%

　21年度

６月 ７月 ８月 集計

カテゴリー 売上金額 返品金額 返品率 売上金額 返品金額 返品率 売上金額 返品金額 返品率 売上金額 返品金額 返品率

一般商品 1,828,670 -23,087 -1.26% 2,186,733 -39,748 -1.82% 836,044 -92,399 -11.05% 4,851,448 -155,235 -3.20%

ＰＢ商品 746 0 0.00% 3,810 -71 -1.86% 7,355 -235 -3.20% 11,911 -306 -2.57%

ギフト商品 3,794,025 -11,145 -0.29% 4,334,811 -57,263 -1.32% 879,301 -148,695 -16.91% 9,008,138 -217,104 -2.41%

0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

月間合計 5,623,441 -34,233 -0.61% 6,525,355 -97,082 -1.49% 1,722,700 -241,330 -14.01% 13,871,496 -372,645 -2.69%
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　　　　　　◆平成22年度　在庫回転日数調査　（調査期間：平成２２年　１月～１２月）

「平成２２年度の在庫回転日数調査」を実施し２月に分析報告を行った。担当は　大河内　茂氏（升喜㈱）。
調査対象は、関東支部流通業務委員会企業１１社で前年と同数。
拠点数は７０拠点(前年７２拠点）で関連する項目についてアンケート調査を実施した。

● 年間平均在庫日数について

年間倉出金額11社合計

倉出金額 前年比 増減
食品 2,433億円 104.0% 93億円
酒類 2,114億円 95.7% -95億円
合計 4,547億円 99.9% -2億円

年間平均在庫金額11社合計

在庫金額 前年比 増減
食品 72億円 108.9% 6億円
酒類 43億円 93.5% -3億円
合計 115億円 102.6% 3億円

在庫金額÷倉出金額×365日で平均在庫日数を算出すると、
食品 10.8日（前年10.3日）　+0.5日
酒類 7.4日（前年7.6日）　　-0.2日
合計 9.2日（前年9.0日）　　+0.2日

食品は倉出金額の伸び以上に在庫金額が増加し、在庫日数は0.5日悪化する。
酒類は倉出金額が減少するも、在庫金額も減少し、在庫日数は0.2日の良化となる。
合計では0.2日の長期化となる。
全体で0.2日の長期化と捉えることも出来るが、過去4年間の推移を見てみると、

H22年度 H21年度 H20年度 H19年度
食品 10.8日 10.3日 10.3日 10.4日
酒類 7.4日 7.6日 7.5日 6.7日
合計 9.2日 9.0日 8.9日 8.8日

となっており、全体では年々在庫回転日数は長期化の傾向にあり、平成19年度比では全体で0.4日
悪化している。
対象11社別で見ると前年比で食品・酒類合計の在庫日数が改善したのが3社、長期化したのが6社、
横ばいが2社となっている。

改善された要因として
・ 発注システムの導入により発注精度が向上した
・ 回転の速いカテゴリー（ビールなど）の売上シェアが増加し在庫日数が短縮した

などが挙げられた。
悪化した要因としては

・ 倉出売上金額が減少しているのに対し在庫が減らし切れなっかた
・ 収益確保のため政策在庫が増加した
・ 1/3ルールにより出荷不可在庫が増加した
・ 欠品ペナルティの要求が厳しく、在庫を厚くする傾向が強まった

などが挙げられた。

● 坪当り倉出金額・在庫金額について

坪当り倉出金額11社合計

倉出金額 前年比 増減
食品 55,747千円 99.6% -204千円
酒類 52,655千円 102.8% 1,434千円
平均 64,739千円 97.4% -1,712千円

坪当り平均在庫金額合計

在庫金額 前年比 増減
食品 1,592千円 97.4% -43千円
酒類 1,149千円 101.4% 16千円
平均 1,650千円 97.6% -41千円

坪当りでは倉出売上金額が2.6%、在庫金額が2.4%と共に減少した結果となる。
ちなみに拠点数は統合により2ヶ所減り、総坪数では1,978坪減少した。
（食品・酒類で在庫場所を明確に区分けし坪数内訳を把握している企業は少ないと推察し、カテゴリー別
の数値は参考までとする。）
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単純合計値 該当企業平均値 単純合計値 前年比％ 該当企業平均値 前年比％ 単純合計値 該当企業平均値

食品 11 243,273 22,116 9,264 3.8% 842 3.8% 11 234,009 21,274

酒類 8 211,385 26,423 -9,499 -4.5% -1,187 -4.5% 8 220,884 27,611

合計/平均 11 454,658 41,333 -235 -0.1% -21 -0.1% 11 454,893 41,354

食品 11 7,192 654 587 8.2% 53 8.2% 11 6,605 600

酒類 8 4,292 537 -300 -7.0% -38 -7.0% 8 4,592 574

合計/平均 11 11,484 1,044 287 2.5% 26 2.5% 11 11,197 1,018

食品 11 116.0 10.8 -1.0 -0.9% 0.5 4.6% 11 117.0 10.3

酒類 8 69.0 7.4 3.0 4.3% -0.2 -2.7% 8 66.0 7.6

平均 11 107.0 9.2 3.0 2.8% 0.2 2.2% 11 104.0 9.0

食品 11 55,747 5,068 -204 -0.4% -19 -0.4% 11 55,951 5,086

酒類 8 52,655 6,582 1,434 2.7% 179 2.7% 8 51,221 6,403

平均 11 64,739 5,885 -1,712 -2.6% -156 -2.6% 11 66,451 6,041

食品 11 1,592 145 -43 -2.7% -4 -2.7% 11 1,635 149

酒類 8 1,149 144 16 1.4% 2 1.4% 8 1,133 142

平均 11 1,650 150 -41 -2.5% -4 -2.5% 11 1,691 154

食品
11 49,709 4,519 74 0.1% 7 0.1% 11 49,635 4,512

酒類
8 31,339 3,917 -1,978 -6.3% -247 -6.3% 8 33,317 4,165

合計/平均 11 81,048 7,368 -1,904 -2.3% -173 -2.3% 11 82,952 7,541

企業数 企業数

平成２２年度在庫回転日数調査結果

坪当り在庫金額
＜千円＞

平成２１年度

対象拠点72

対象拠点総坪数
＜坪＞

年間倉出金額
＜百万円＞

年間平均在庫金額
＜百万円＞

前年との比較

対象拠点-2

平成２２年度

年間平均在庫日数
＜日＞

調査項目

坪当り倉出金額
＜千円＞

対象拠点70
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◆平成 22 年度 傭車及び物流動向調査に関する分析結果 

 

 平成２２年度庸車及び物流動向調査の分析を平成２３年３月に行った。担当は山本忠司氏（国分

㈱）アンケート調査対象企業：１１社に依頼し、全１１社より回答をいただいた。 
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[九州沖縄支部] 

７月１日（木）午前１１時より、ＡＮＡクラウンプラザホテルに於いて、九州沖縄支部の第６２

回幹事会が開催された。 

主要な議題は、午後に開催される定時総会に関する内容の確認及び任期満了に伴う役員選出

についてであったが、特に、役員選出については福岡地区が継続して執行体制を担うことが確

認された。 

 

昼食後、午後１時から第３３回定時総会が開催された。 

事務局の白土恵一氏（コゲツ産業（株））の司会進行により、最初に定足数の確認をした後、

副支部長の出森義人氏（ヤマエ久野（株））が開会の言葉を述べ、ついで支部長の本村道生氏（コ

ゲツ産業（株））が開会の挨拶を述べた。 

「景気は政治の不成熟の中で不透明感が強いが、我々は卸機能を進化させメーカーと機能や

役割を確認しながら、地域の食品流通の円滑な維持を図る事が重要である。」 

この後、本村支部長が議長席に着いて議案の審議に入った。 

 

第１号議案  平成２１年度事業報告並びに収支決算書承認の件 

       （監査報告） 

第２号議案  平成２２年度事業計画並びに予算案承認の件 

第３号議案  任期満了に伴う役員改選の件 

第４号議案  ①取引慣行改善に係わる地域活動の実態報告 

       ②商品展示特売会の本年度自粛の継続について 

いずれも事務局原案通り拍手で全て承認された。 

 

【取引慣行改善に係わる地域活動の実態報告】 

  福岡地区協議会代表   中村 隆氏（ヤマエ久野（株））  

１．返品問題について 

日食協本部で返品実態調査を行ったが、九州沖縄地区の返品率は、０.６０％で販売先別では百

貨店が２.７４％、ドラッグストアが１.６２％、中小ＳＭが０.９８％となっている。また、返品された

商品の処分については、仕入先への返品（６５.８％）に続いて、廃棄処分（１２.２％）の順になっ

ている。これら返品により発生する問題としては当然のことながら、返品商品の受取にかかる

コスト、事務処理にかかるコスト、更には廃棄処分により実損も発生する。返品の問題は、メ

ーカー、卸に多大な負担となっているので福岡地区協議会の返品削減の対策として、各卸がお

得意先様に対して「返品削減についてのお願い」をまず口頭で申し入れをしていくこととした。 

環境問題への取り組み、また食品ロスの削減など社会問題になっておりますが、この点から

も粘り強く改善活動を継続することで返品に削減に努めていきたい。 

メーカー様からの回収依頼に伴う返品について、情報交換を行い協議をいたしましたが、こ

れら問屋に起因しない返品についての、返品にかかる費用負担は現状各社バラバラであります

が、今後、メーカー様のご協力をお願いしたいとの意見もでております。 

２．調達物流について 

現在１３社の内５社で調達物流を行っております。調達物流を行うことにより、トラック台数
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が削減し、入荷時の渋滞問題が解消したという報告もあります。昨年は特に、進捗はありませ

んでしたが、環境問題もあり、今後も継続して協議していく考えです。 

 

以上で、全ての議案が終了し、その後奥山専務理事が「日食協活動報告」として「２００９年度

返品実態調査結果概要」を中心に述べた。 

１４時３０分からは（株）ＦＯＵＲ－ＳＥＥＤＳ 代表取締役社長 岡村洋次氏を講師に「消費再起動

に向けた流通産業プログラム」という演題で特別講演会が行われた。 

 

平成２２年度 九州沖縄支部 新役員名簿 

支部長 本村 道生 コゲツ産業（株） 代表取締役社長 

副支部長 出森 義人 ヤマエ久野（株） 代表取締役会長 

会計監事 梶山 尚志 三井食品（株）九州支社 執行役員九州支社長 

 

 

[四国支部] 

７月２日（金）午前１１時より、リーガホテルゼスト高松において四国支部総会に先立ち役員

会・会員会を開催した。 

主な議案は、総会における内容確認と本部からの連絡事項等であった。昼食後、１２時３０分よ

り賛助会員も加わって支部総会を開会した。 

最初に、事務局の渡辺国雄氏（旭食品（株））が、配布資料の確認と定足数を報告し、ついで

四国支部長の竹内克之氏（旭食品（株））が開会の挨拶を述べた。 

「厳しい取引環境ではあるが適正な流通は必要であり、四国島内においては製配販が一体と

なって正常取引を行って企業が末永く繁栄していく事が重要。返品実態調査に見る如くメーカー

各位と協力して四国地区の無駄を省こう。」  

続いて支部長が議長席に着いて議案審議に入り、事務局が以下の案件の説明を行った。 

議案内容 

１．平成２１年度事業報告の件 

２．平成２１年度会計報告の件及び監査報告の件 

３．平成２２年度収支予算の件 

４．その他 

以上全て、事務局原案の通り拍手で承認された。その後、奥山専務理事が「日食協本部活動

報告」を行い、１３時２０分に総会は終了した。その後１３時３０分より「四国経済の現状と地域活

性化施策」と題して、四国経済産業局総務企画課調査課長の岡 弘昌氏の講演会が行われた。  

 

[北海道支部] 

７月６日（火）１５時より京王プラザホテルに於いて定時総会に先立ち北海道支部常任幹事会

が開催された。 

主要議題としては、この後行われる総会の議案の確認と来年の新年交礼会の開催予定等につ

いてであった。 

１５時４５分から定時総会が開会されたが、今回より賛助会員も総会よりの参加となり活気ある
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総会となった。 

事務局の斉藤 諭氏（スハラ食品（株））の司会進行で、最初に定足数の確認を行い、ついで

北海道支部長村山圭一氏（スハラ食品（株））が開会の挨拶を述べた。 

「低価格志向が進み、価格競争が激化し、ＰＢ商品よりＮＢ商品のほうが安いといった現象も見

られる。又北海道地区は小売業の寡占化が進み、日本流通市場の将来の姿としても他の地区か

らも動向が注目されている。少子高齢化消費税増税は不可避という日本の将来の姿を予想する

とやはり量から質への転換をどうしても必要。今後は卸の中間流通機能の競争相手は既存の業

者だけではなく他の業者との競争になる。その時に現状の過当競争で各企業が疲弊すれば、競

争に参加する以前に退場を強いられる心配もある。そうならないよう適正流通価格を模索しな

くてはならない。これは製配販３層が協力して最適流通構築をしなければできない。特にメー

カーと卸間の連携は大事で、今後、日食協の役割はますます重要になる。」 

 

ついで議案審議に入り、 

 

第１号議案 平成２１年度支部事業報告に関する件 

第２号議案 平成２１年度支部決算報告及び監査報告に関する件 

第３号議案 平成２２年度支部事業計画（案） 

第４号議案 平成２２年度支部事業予算（案） 

第５号議案 その他 

 

いずれも事務局から説明し、全て原案通り承認された。 

続いて、支部活動状況報告をＷＧメンバー代表菊池弘祐氏（スハラ食品（株））が行い、本年

度の活動方針として賛助会員との情報交換の推進を図る交流会の新しい試みとして道内メーカ

ーの工場見学会を実施した事などを報告した。 

最後に奥山専務理事は本部活動報告として２００９年度に行った加工食品返品実態調査結果な

どを中心に概要を説明した。 

休憩後、１７時より（株）大丸松坂屋百貨店執行役員大丸札幌店長 柚木和代女史を講師にお招

きして「大丸札幌店の戦略と食への取り組み」という演題で講演を行い、百貨店業界の現状や

札幌市内の商況などを解説いただいた。 

同店売り上げ全体の３割を占める食品部門の戦略、独自に消費科学研究所を持つ優位性、５２

週ＭＤ政策、安心・安全の取り組み、生ゴミ処理機による資源化、発泡スチロール回収などＩＳＯ

１４００１対応などを紹介し、「札幌店伸長の背景には従業員間のコミュ二ケーションの大切さ、

あるいは企画、ヒントをもらった時、それをどれだけ楽しめるか。従業員が楽しまなければお

客様を喜ばせる企画はできないという事をいつも心がけており、これが札幌店の強み」と持論

をお話しいただいた。 

懇談会では須藤 宏氏（北海道味の素（株））が「製配販三層の抱える課題は多いが、小異を

捨てて食品業界発展のために一歩踏み出さなければならない。我々の持つベクトルの先に交わ

る接点を見出すべく努力をしていきたい」と乾杯し、懇親を深めた。 
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[北陸支部] 

７月１３日（火）午前時からホテル日航金沢に於いて、午後から開催される北陸支部総会に先

立ち北陸支部役員会を開催した。 

主な検討内容は、支部総会の議案内容の確認や今秋に開催予定の経営実務研修会の日程及び

講師の選定や運営についてであった。また任期満了に伴う役員改選に臨む方針についても意見

交換を行った。 

昼食後、１２時４０分から北陸支部の会員卸、事業所会員卸が参加して北陸支部総会が開催され

た。最初に北陸支部長の荒木 章氏（カナカン（株））が開会の挨拶を述べた。 

「得意先の環境が大きく変化し、小売業の競争激化による単価の下落とか売り上げの不振が

続き卸の経営としては余談を許さない環境である。食品卸業界として消耗戦が加速しないよう

お互いコミュ二ケーションが取れればいいと願っている。努力は足し算、協力は掛け算である

が、協力しない人がいるとゼロになる。１社１社が全責任を担っているので力をあわせ知恵を

合わせて健全な食品卸の経営を目指していきたい。」ついで出席者全員が自己紹介した後、支

部長が議長席に着いて議案の審議に入った。 

  

第１号議案  平成２１年度事業報告と収支決算報告に関する件並びに監査報告 

第２号議案  平成２２年度事業計画並びに収支予算に関する件 

第３号議案  任期満了に伴う役員改選の件 

第４号議案  その他 

 

事業活動内容を荒木支部長が報告し、収支状況を会計幹事の奥野 潔氏（石川中央食品（株））

が行い、会計監査報告を中塚賢一氏（明治屋商事（株））が行った。 

いずれも全て拍手で承認された。昨年から実施した経営実務研修会時の懇親会についても好

評につき会費制にて継続してすることを確認した。  

全ての議案審議が終了後、奥山専務理事が本部事業活動報告を行い。最後に副支部長の澤田

悦守氏（北陸中央食品（株））が閉会の挨拶を述べて１４時に終了した。 

 

平成２２年度 北陸支部 新役員名簿 

支部長 荒木  章 カナカン（株） 代表取締役社長 

副支部長 澤田 悦守 北陸中央食品（株） 代表取締役社長 

会計幹事 奥野  潔 石川中央食品（株） 代表取締役社長 

幹 事 塩田 則國 （株）田中與商店 代表取締役社長 

幹事（監査） 藤井 順三 マルコク（株） 代表取締役社長 

幹事（監査） 中塚 賢一 明治屋商事（株） 北陸支店長  
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各県ブロック動向 

◆静岡食品卸同業会  

静岡食品卸同業会は、６月４日（金）午後３時３０分より静岡グランドホテル中島屋にて定時

総会を開催した。 

副会長の坪井 俊彦氏（（株）静岡メイカン）の司会進行で、最初に会長の山口 茂氏（ヤマ

キ（株））が挨拶し、「人口減少化社会においては食べる量の減少は避けられないが、価値ある

ものを製造し、販売できるような環境をつくることが重要。安いものだけを評価することなく、

価値をどう認めてもらうか、それが我々業界の課題ではないか」と述べた。 

次いで、議事に入り、平成２１年度事業報告、会計報告、会計監査報告、平成２２年度事業計画

を審議し全て原案通り拍手で承認された。 

この後奥山専務理事から「日食協の事業活動報告」がなされ、終了後懇親会が行われた。 

 

◆神奈川県食品卸同業会 

神奈川県食品卸同業会は６月１０日（木）午後３時より横浜ロイヤルパークホテルにて定時総

会を開催した。 

事務局の森谷健一氏（国分（株）の司会進行で、最初に会長の田場正美氏（国分（株））が開会

の挨拶し、「出口の見えない景気状況ではありますが、大切な事は正しい形でこの需要変化に

向き合わなければならいないことだ。」と述べた。 

ついで議事に入り、平成２１年度事業報告、平成２１年度会計報告及び監査報告、平成２２年度

事業計画案を全て原案どおり承認した。 

続いて奥山専務理事が「日食協活動報告」を行って総会は終了した。 

その後賛助会員も参加して講演会が行われ、講師は現役パラリンピック競泳金メダリスト成

田真由美氏で困難を新しいエネルギーに変えて、回りの人たちを元気にしてしまう講演に勇気

づけられた。 

 

◆長野県食品問屋連盟 

長野県食品問屋連盟は、平成２３年３月９日（水）１４時から松本市のホテル翔峯に於いて第

４２回の定時総会を開催した。 

総会は、平成２２年度事業報告、支部報告、決算報告、会則の改定を承認した後、本部新役員

の選出が行われ、現会長の仁科圭右氏（（株）マルイチ産商）に変わって原田文彦氏（（株）マル

イチ産商）が新会長に就任した。 

ついで新賛助会員が紹介され、新会長が挨拶を述べた後、平成２４年度の事業計画と予算案に

ついて審議を行い承認された。終了後、来賓の奥山専務理事が「トレーサビリティ確保への中

間流通機能の役割」と題して米トレサ法に関する報告を行った。 

続いて、記念講演会に移り、講師に「人とホスピタリティ研究所代表 高野 登氏」をお招

きして「サービスからホスピタリティへ～感動が生まれる職場作り」という演題で、リッツ・

カールトンホテルで育まれた思いやりのあるホスピタリティについて講演された。 
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事 務 局 活 動 

 

［関連省庁・諸団体］ 

 

農林水産省 

・「東日本大震災」に対し食料供給等の緊急支援や交通路の確保、被害状況の確認、早期復旧に

向けた支援要請、電力節電対応等緊密な連携のもとで対応いただいた。 

・電力需要に係わる業界・大口需要の需要抑制対策を提出。 

・「食品産業の将来方向」に係わる意見交換会を開催。 

・「食」に対する消費者の信頼性向上のため平成２０年度に立ち上げた「フード・コミュ二ケー

ション・プロジェクト（ＦＣＰ）」に継続して参加し、取組み成果内容について共有化。  

・「食品廃棄物発生抑制推進検討会」に委員として参加。 

・２００９年度環境自主行動計画の調査票を提出し、食品産業における環境自主行動計画の進捗状

況を確認。 

・平成２３年度税制改正等の要望書を提出。 

・「緊急災害時対応食糧供給体制整備調査」に対応し資料を提出。 

・規制緩和要望や支援措置についての要望調査に対応 

 

経済産業省 

・「モーダルシフト等推進官民協議会」に参加。 

・「卸売業・小売業連携モデル開発検討委員会」に委員として参加。 

・「中小卸売業の実態及び戦略的施策に関する調査研究委員会」に委員として参加。  

 

総務省 

・Ａｓｐ・ＳａａＳ普及促進協議会の「食品流通情報サービス展開委員会」に委員として参加。 

 

公正取引委員会 

・「優越的地位の濫用ガイドライン（原案）に対するパブリックコメント」を提出。 

 

（財）食品流通構造改善促進機構 

・理事団体として食流機構の運営に参加、また「食料品物流円滑化推進協議会」主催の研修会

に参加。 

 

（財）食品産業センター 

・食品団体連絡協議会に参加（年６回）。 

・「食品産業における取引慣行の実態調査委員会」に委員として参加。 

 

事故米穀経営支援協議会 

・支援業務を終了し解散。 
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（社）日本缶詰協会 

・団体賛助会員として多大なご支援とご協力をいただく、また缶詰関係団体専務会を主宰いた

だき定期的に情報交換を行う。 

・缶詰関係団体の賀詞交換会の事務局を依頼。 

 

全国食品缶詰公正取引協議会 

・「表示審査委員会」の委嘱を受け、「食品缶詰試買検査会」に参加。 

 

（財）食品環境検査協会 

・当協会の評議員の委嘱を受け評議員会に参加。 

 

（財）流通システム開発センター 

・「流通システム標準普及推進協議会」の副会長店として、流通ＢＭＳの普及拡大推進に努める。 

 

（般社）日本卸売協会 

・連携してリテールサポート研修プログラムの普及・啓発に努める。 

 

東京２３区清掃協議会 

・ペットボトル回収事業に係わる会議に参加。 

 

（財）日本貿易関係手続簡素化協会 

・「ＥＤＩＦＡＣＴ日本委員会」の委員委嘱を受ける。 

 

日本製罐協会 

・団体賛助会員として多大なご支援とご協力をいただく。 

 

（社）日本パインアップル缶詰協会 

・団体賛助会員として多大なご支援とご協力をいただく。 

 

（公財）日本ロジスティクスシステム協会 

・ロジスティクス環境会議のグリーン物流研究会に参加し、物流の環境問題について情報の提

供をいただく。 

 

（財）日本情報処理開発協会 

・次世代ＥＤＩ推進協議会（ＪＥＤＩＣ）に参加しＥＤＩに関する情報提供を受ける。 

 

異業種交流委員会 

・定期的に年２回委員会を開催し、異業種間の情報交換を行う。 
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［庶務事項］ 

 

◆会報発行 

Ｖｏｌ.１６４.Ｍａｙ.２８.２０１０ Ｖｏｌ.１６５.Ｊｕｌ.３０.２０１０    

Ｖｏｌ.１６６.Ｏｃｔ.２９.２０１０ Ｖｏｌ.１６７.Ｊａｎ. １.２０１１  

Ｖｏｌ.１６８.Ｍａｒ.２５.２０１１ 

 

◆平成２２年度日食協ＨＰお知らせ掲載情報一覧（Ｈ２２／４～Ｈ２３／３） 

（関係省庁・関連団体のリンク情報） 

No. 内容 関連省庁・関連団体 

１ 
「食品企業財務動向調査報告書―食品企業におけるＰＢ取り組

みの現状と課題」 
（社）食品需給研究センター 

２ 北朝鮮との前面輸出入禁止措置等の継続について 農林水産省 

３ 「食品関連産業の将来展望研究会」報告書の取りまとめについて 農林水産省 

４ 「食料・農業・農村基本計画」について 農林水産省 

 

平成２２年２月

１　予算（補助事業）

支援を要する課題 望ましい支援措置の内容 見込まれる効果 業界/団体/担当者名

ＰＣＢ含有変圧器処理費用
ＰＣＢ特措法に則り、ＰＣＢ含有変圧器処
理を申請中であるが、輸送料及び処理費
用が高額であり、補助を希望

経費削減（処理費用１器８０万円～120
万円）

株式会社菱食

食品流通情報サービスの確立
流通業者に負担のかかる内部トレーサビ
リティに関して情報システムの導入を図る
為ＡＳＰを活用する選択肢を調査研究。

食品トレーサビリティ制度の確実な実
施。

［社］日本加工食品卸協会

運送事業における低燃費トラックへの
切替促進

低燃費車輌への切替に伴う自動車取得
税の減免。

償却負担を低減し、当該企業の収益採
算を改善する事によりエコトラック導入が
進みＣＯ２削減も見込める。

加藤産業株式会社

２　金融

支援を要する課題 望ましい支援措置の内容 見込まれる効果 業界/団体/担当者名

３　税制

支援を要する課題 望ましい支援措置の内容 見込まれる効果 業界/団体/担当者名

労働力人口が減少している中、従業員
の確保・維持に向けて、従業員の福利厚
生のより一層の充実を図る必要がある。

退職給付引当金の損金算入制度の復
活。

法人税の減税 株式会社菱食

事業所税は行政サービスへの応益負担
という点では、固定資産税等との二重課
税であり事業拡大等の阻害となってい
る。

事業所税の廃止、または、加工食品卸売
業者の物流拠点施設も、物流業者同様に
特例措置が受けられる。

法人税、固定資産税、事業所税の軽減 株式会社菱食

流通ＢＭＳ環境構築に対する投資
促進

流通ＢＭＳの普及拡大のスピードアップを
図る為の一定のハードウエア、ソフトウエ
ア，ＳＥ費用の投資に対する減税措置。

流通業全体の生産性の引き上げ。 ［社］日本加工食品卸協会

流通ＢＭＳ導入開発コスト 税制優遇。
開発コストを負担吸収出来ない中小企
業への導入促進。

加藤産業株式会社

共同物流センター建設コスト削減

現在も支援制度が有るが、建物の建設計
画を進める前に申請を上げないと
メリットを享受出来ないのを建物着工時ま
で申請出来るよう緩める。

センター建設に係る計画に時間的余裕
が出ると共に、マテハンの見積り打合せ
の制約が減少。

加藤産業株式会社

４　その他（規制緩和及び上記１～３に属さないもの）

支援を要する課題 望ましい支援措置の内容 見込まれる効果 業界/団体/担当者名

◆国に対する各種要望とりまとめ（提出先：農林水産省）
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東日本大震災について 
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                                    （別紙） 
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農林水産省総合食料局
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日食協 平成 22 年度業務日誌  社団法人 日本加工食品卸協会 

月 日 本  部 支  部 事務局･関連業務 

４月１日 年度始め    WEB-EDIについて流開センター打合 

４月２日 執行運営委員会     

４月５日     缶詰時報掲載資料打合･理事会資料作成 

４月６日     日缶協市場活性化委員会･関東支部総会準備 

４月７日     理事会資料作成・卸売統計調査作成 

４月８日     理事会資料作成・支部会計入力 

４月９日     支部会計入力･支部活動費予算表作成 

４月12日     理事会資料校正・業務監査準備 

４月13日 業務監査･情報システム研究会  関東支部監査準備 

４月14日 労務管理研究会   団体連絡協議会 

４月15日     缶詰関係団体専務会･正副会長会議資料作成 

４月16日 情報システム専門部会   専門部会資料準備 

４月19日     会長業務打合・理事会資料作成 

４月20日     KBS業務打合・EDI関連業務打合 

４月21日     支部会計入力･理事会資料準備 

４月22日 正副会長会議･理事会   定時総会案内準備 

４月23日 

 

関東支部流通業務委員会 定時総会案内発送 

４月26日     流通BMS推進協議会通常総会 

４月27日     経産省業務打合・小売団体返品打合 

４月28日     定時総会及び支部総会案内発送準備 

４月30日     理事会議事録押印・返品実態調査啓発 

    ５月６日     返品実態調査啓発・共同広告打合 

５月７日 執行運営委員会   返品実態調査啓発・関東支部総会案内準備 

５月10日     米トレサ法対応打合・缶詰公取協議会打合 

５月11日     日本卸売協会総会出席・業界新聞取材対応 

５月12日 政策委員会・第10回賛助会員幹事店会 定時総会出席者名簿作成 

５月13日     返品実態調査啓発 

５月14日 物流問題研究会   缶詰関係団体専務会 

５月17日     緊急災害時供給体制打合・監査法人セミナー 

５月18日 情報システム研究会・EDI W・G 年会費請求基礎資料整理 

５月19日 法務研究会   P研設立記念行事打合 

５月20日 情報システム専門部会分科会   年会費請求基礎資料整理 

５月21日     会長業務打合・日チェーン協総会 

５月24日     日本缶詰協会定時総会 

５月25日     日本小売業協会講演会・総会資料準備 

５月26日   流通業務委員会 会報配送手配・関東支部総会準備 

５月27日     総会準備・会報配送準備 

５月28日 理事会･定時総会   物流コスト実態調査委員会案内発送 

５月31日     年会費請求書郵送作業 

    ６月１日 商品開発研究会   理事会･定時総会議事録作成 

６月２日     P研設立20周年記念セレモニー･取引慣行調査 

６月３日     FINETユーザー会・関東支部長業務打号･取材対応 

６月４日     静岡食品卸同業会総会出席 

６月７日 

 

  缶詰関係団体専務会・取材対応 

６月８日   中国支部総会 支部総会用資料送付 

６月９日 

  

支部総会準備・フアイネット新旧交替挨拶 

平成２２年度活動内容 
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６月10日 ネットワーク検討会   神奈川県食品卸同業会総会 

６月11日   

 

日本パインアップル缶詰協会総会 

６月14日   東北支部総会 支部活動費メンテ及び振込書作成 

６月15日 

 

  菱食方針説明会・関東支部資料準備 

６月16日   東海支部総会 企業団体連絡協議会 

６月17日   近畿支部総会 事業報告書作成 

６月18日   関東支部総会 関東支部研修会 

６月21日     米トレサ法のアンケート調査に関する打合 

６月22日 物流コスト実態調査委員会   FCP業務打合･関東支部総会議事録作成 

６月23日 労務管理研究会   農水省食品卸ロジ研修随行 

６月24日 情報システム専門部会セキュリテイ分科会 内閣府緊急防災対策業務打合 

６月25日     食流改善機構理事会 

６月28日     JII会議･関東支部議事録作成 

６月29日     支部活動費振込み手続き 

６月30日     菱食展示会・福岡出張 

    ７月１日   九州沖縄支部総会 改正省エネ法対策調査書類整理 

７月２日   四国支部総会 会計伝票起票、整理 

７月５日 

  

缶詰関係団体専務会・物流コスト実態調査委員会 

７月６日   北海道支部総会 省エネ法アンケート集計 

７月７日 執行運営委員会   農林水産省意見交換会 

７月８日 物流問題研究会   災害時食品供給対策意見交換会 

７月９日 EDI W・G   米トレサのアンケート調査に関する打合 

７月12日 

  

改正省エネ法対応アンケート集計 

７月13日   北陸支部総会 日食協HP掲載原稿入稿 

７月14日 法務研究会   会報原稿入稿 

７月15日 

  

トーカン展示会見学 

７月16日 情報システム研究会   大府物流センター見学 

７月20日 情報システム研究会セキュリテイ分科会  会報原稿入稿･校正 

７月21日     次世代流通情報インフラ調査事業検討委員会 

７月22日 情報システム研究会専門部会   展示会見学 

７月23日   関東支部流通業務委員会 業務用品質系情報標準化打合 

７月26日     事故米穀経営支援協議会総会 

７月27日     環境問題W・G会議議案打合 

７月28日     情報システム研修会企画打合･環境経営プレゼン 

７月29日     移行認定申請作業・会報発送準備 

７月30日     業界ヒアリング対応･会報発送作業 

    ８月２日     会長業務打合・認定申請業務 

８月３日     公取委員会への意見書提出・FLN業務打合 

８月４日     米トレサ法アンケート結果について打合 

８月５日     流通BMS導入実態調査準備 

８月６日     連合広告打合・農業と経済起稿 

８月９日     事務所移転打合 

８月10日     米トレサ対応調査結果分析・食育W・G活動準備 

８月11日     農業と経済起稿・物流コスト調査発送準備 

８月12日     農業と経済起稿･委員会案内作成配信 

８月13日 EDI W・G   新規会員勧誘促進活動 

８月16日     公益社団法人認定申請業務打合 

８月17日 

  

コンプライアンス研修 

８月18日     米トレサアンケート調査結果集計 

８月19日     新規賛助会員勧誘促進・会計入力 

８月20日     事故米穀経営支援協議会理事会総会 
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８月23日   

 

公益認定申請書作成（納税証明書手続き） 

８月24日 労務管理研究会   食品廃棄物発生抑制推進事業検討会 

８月25日 情報システム研究会分科会   公益認定申請書作成（納税証明書手続き） 

８月26日     情報システム研修会企画打合 

８月27日   関東支部流通業務委員会 公益認定申請書作成 

８月30日     環境自主行動計画調査票準備 

８月31日     税務問題対応W・G会合準備 

    ９月１日     環境自主行動計画調査票準備 

９月２日 環境問題対応W・G（B)   環境数値算定準備作業 

９月３日 執行運営委員会・税務問題対応W・G 各委員会資料作成・新会計入力 

９月６日     渥美先生お別れ会・農業と経済入稿 

９月７日     缶詰関係団体専務会・研修会案内作成 

９月８日 物流問題研究会   フードセレクション業務打合 

９月９日   東北支部商品研修会 特定事業者環境数値とりまとめ 

９月10日     会報原稿起稿・研修会案内作成 

９月13日 食育に関するW・G   業界新聞取材対応・商品研修会打合 

９月14日 情報システム研究会専門部会   食品廃棄物発生抑制推進事業検討会 

９月15日 拡大執行運営委員会・法務研究会   物流コスト実態調査票整理 

９月16日 情報システム研究会分科会   日本小売業協会セミナー 

９月17日     日本パインアップル缶詰協会開缶テスト会 

９月21日     日食協HP掲載情報打合 

９月22日 

 

  菊池教授講演打合・流通経済研究所セミナー 

９月24日     研修会案内作成・理事会案内作成 

９月27日 情報システム研究会   物流コスト実態調査票整理 

９月28日   流通業務委員会 米トレサ法対応メーカー打合 

９月29日     米トレサ法対象商品の標準規格書配信 

９月30日 EDI W･G   物流コスト実態帳票整理 

    10月１日     会長業務報告打合・業界新聞取材対応 

10月４日     缶詰関係団体専務会･モーダルシフト推進協議会 

10月５日     異業種交流委員会･公益社団認定電子申請 

10月６日     展示会参観・移転物件下見 

10月７日     賛助会員業務打合･会報原稿起稿 

10月８日     会報原稿入稿・環境数値取りまとめ 

10月12日     環境数値調査票整理･執行運営委員会準備 

10月13日 執行運営委員会   研修会参加者とりまとめ 

10月14日     小売団体打合・取材対応・環境数値打合 

10月15日   

 

ユーザー研究会・地域物流円滑化セミナー 

10月18日     研修会会議次第修正･支部会計入力 

10月19日     物流コスト集計打合・研修会準備 

10月20日 政策委員会   内閣府公益社団認定打合 

10月21日 情報システム研究会専門部会   環境数値算定標準化協議会準備 

10月22日   関東支部商品研修会 公益認定資料作成 

10月25日 環境数値算定標準化協議会   公益認定申請補助資料作成 

10月26日 商品開発研究会   業務監査 

10月27日   流通業務委員会 理事会資料作成 

10月28日     会報発送・研究会議案打合 

10月29日     情報システム研修会 

    11月１日     中食連合同懇談会 

11月２日   

 

会長業務打合 

11月４日 正・副会長会議、理事会   KBS業務打合 
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11月５日     中央大学研修会打合・物流物件打合 

11月８日 EDI W・G   缶詰関係団体専務会 

11月９日     流通BMSフｵーラム・即席食品工業会業務打合 

11月10日 政策委員会 賛助会員幹事店会 会報原稿起稿 

11月11日 物流問題研究会   賛助会員幹事店会まとめ 

11月12日 全国事務局会議 関東支部経営実務研修会 情報セキュリテイ分科会 

11月15日     物流新聞取材、公正取引委員会対応 

11月16日   東北支部経営実務研修会 会計伝票入力 

11月17日   北海道支部懇談会 関東支部返品実態調査まとめ 

11月18日 法務研究会   銀行振込み 

11月19日 情報システム研究会専門部会   公益認定等委員会事務局業務打合 

11月22日   流通業務委員会 会報原稿起稿・物流コスト分析 

11月24日   北陸支部経営実務研修会 関東支部返品実態調査まとめ 

11月25日     公益認定に関する打合・所管庁アンケート回答 

11月26日     セミナー参加者まとめ・九州支部協議会準備 

11月29日     会長業務打合・都税事務所提出書類記入 

11月30日 物流コスト実態調査委員会   副会長業務打合･関東支部物流実態調査まとめ 

    12月１日     日缶協環境問題研究会 

12月２日     所管庁監査・副会長業務打合 

12月３日     次世代情報インフラ調査事業検討委員会 

12月６日   

 

中小卸経営実態調査委員会 

12月７日   九州沖縄支部連絡協議会 会報用写真整理･新年挨拶状作成 

12月８日     連絡協議会･異業種卸3団体業務打合会 

12月９日     地域物流円滑化セミナー 

12月10日     缶詰関係団体専務会・新聞取材対応 

12月13日     会長業務打合・新年挨拶状作成 

12月14日 情報システム研究会   副会長業務打合･残高証明書受取 

12月15日     所管庁監査・会報校正 

12月16日   

 

食品廃棄物発生抑制推進事業検討会視察 

12月17日     食品廃棄物発生抑制推進事業検討会視察 

12月20日   流通業務委員会 新年挨拶状作成 

12月21日 執行運営委員会   中央大学特殊講座 

12月22日     市場流通に関する打合 

12月24日 労務管理研究会   監査法人打合・関東支部物流コスト分析 

12月27日     会報発送準備・年末挨拶 

12月28日     会報発送・書類整理 

12月29日 

 

  事務所内整理 

12月30日     仕事納め 

    １月５日     仕事始め・新年賀詞交歓会 

１月６日     缶詰業界賀詞交換会 

１月７日     会報寄稿・会議日程調整 

１月11日     米トレサに関する打合・ 

１月12日     缶詰関係団体専務会 

１月13日     流通システム開発センター賀詞交換会 

１月14日     外食品卸賀詞交換会 

１月17日     卸売協会業務打合・物流コスト資料校正 

１月18日     流通シンポジウム準備 

１月19日 法務研究会   展示会研修・委員会開催日程調整 

１月20日     認定申請追加資料作成･会計伝票入力 

１月21日   流通業務委員会 セミナー受講参加者取りまとめ 

１月24日     小売業協会新春講演会･監査法人業務打合 



－ 153 － 

１月25日     富士通食品シンポジウム 

１月26日 臨時理事会･執行運営委員会   理事会議事録作成 

１月27日     講演会資料作成 

１月28日     所管省打合会･関東支部調査票集計 

１月31日 情報システム研究会     

    ２月１日     取引慣行調査委員会・業界新聞取材対応 

２月２日   

 

異業種交流委員会・公取説明会 

２月３日     流通大会2011 

２月４日     食育W･G打合・移転打合 

２月７日 EDI W･G   関東支部実態調査集計業務 

２月８日 情報システム専門部会   缶詰団体専務会 

２月９日     食品産業センター連絡協議会 

２月10日 物流問題研究会   スーパーマーケットトレードショー参観 

２月14日 

 

近畿支部講演会 食品流通情報サービス展開委員会 

２月15日     卸・小売連携モデル開発検討委員会 

２月16日 新技術検討分科会   展示会参観 

２月17日     公益認定等委員会答申書受諾 

２月18日     食品廃棄物発生抑制推進検討会 

２月21日     平成22年度事業報告まとめ 

２月22日     缶詰試買検査会・学生研修会 

２月23日     次世代流通情報システム検討会・食品産業文化振興会 

２月24日   流通業務委員会 公益認定等委員会事務局打合 

２月25日 労務管理研究会   会長業務打合・食育打合 

２月28日     政策委員長打合・移転準備打合 

    ３月１日     平成22年事業総括まとめ 

３月２日     フーデックス参観 

３月３日 情報システム研究会   省エネ法対応ヒアリング調査 

３月４日 食育に関するW・G   年間収支予算案作成 

３月７日 執行運営委員会   缶詰団体専務会･収支予算案作成 

３月８日     会報入稿・定款変更打合 

３月９日   

 

長野県食品問屋連盟定時総会 

３月10日     会報校正･年度収支予算作成 

３月11日 システム専門部会   卸売統計資料集計 

３月14日     震災緊急支援活動 

３月15日     震災緊急支援活動 

３月16日     震災緊急支援活動 

３月17日     食流改善機構臨時理事会 

３月18日     震災緊急支援活動 

３月22日     「食に関する将来ビジョン」ヒアリング 

３月23日     政策委員会資料準備・会報郵送準備 

３月24日     政策委員会資料作成・ニュースリリース 

３月25日 政策委員会   会報発送 

３月28日     食品産業における震災に関する説明会 

３月29日     会長業務打合・要請書提出 

３月30日     電力需要抑制対策打合 

３月31日     年度締め･電力抑制策提出 
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会員・事業所会員・賛助会員動向表 

       平成２３年３月３１日現在 
社団法人 日本加工食品卸協会 

年 度 
会 

員 

前 年 

増減数 
事業所 

前 年 

増減数 

賛 助 

会 員 

前 年 

増減数 

団 体 

会 員 

前 年 

増減数 
合 計 

前 年 

増減数 

平成２３年 １４１ ▲８ １３１ ▲５ １３４ １ ３ ０ ４０９ ▲１２ 

２２年 １４９ ▲１ １３６ ▲１２ １３３ ０ ３ ０ ４２１ ▲１３ 

 ２１年 １５０  ▲７ １４８ ▲６ １３３ １３ ３ ０ ４３４ ０ 

２０年 １５７  ▲８ １５４ ▲４ １２０ ▲１ ３ ０ ４３４ ▲１３ 

 １９年 １６５  ▲６ １５８ ６ １２１  ２ ３ ０ ４４７ ２ 

１８年 １７１   ▲７ １５２ ４ １１９ １８ ３ ０ ４４５   １５ 

１７年 １７８ ▲１１ １４８ ▲２１ １０１ ▲１ ３ ０ ４３０ ▲３３ 

１６年 １８９  ▲３ １６９ ▲２ １０２   ０ ３  ０ ４６３ ▲５ 

１５年 １９２  ▲８ １７１ ▲１０ １０２  ▲１ ３  ０ ４６８ ▲１９ 

 １４年 ２００  ▲６ １８１ １ １０３ ０ ３   ０ ４８７  ▲５ 

１３年 ２０６ ▲２ １８０ ３３ １０３  ▲２ ３ ０ ４９２  ２９ 

１２年 ２０８ ▲１８ １４７  １ １０５ ▲１ ３ ０ ４６３ ▲１８ 

１１年 ２２６ ▲２１ １４６ ３ １０６ ▲５ ３ ０ ４８１ ▲２３ 

１０年 ２４７ ▲１５ １４３ ８ １１１ １ ３ ０ ５０４ ▲６ 

     ９
年 

２６２ ▲１１ １３５ ▲１ １１０ ０ ３ ０ ５１０ ▲１２ 

 ８年 ２７３ ▲１３ １３６ ５ １１０ ▲２ ３ ０ ５２２ ▲１０ 

 ７年 ２８６ ▲７ １３１ ▲１８ １１２ ０ ３ ０ ５３２ ▲２５ 

 ６年 ２９３ ▲１３ １４９ １ １１２ ▲１ ３ ０ ５５７ ▲１３ 

 ５年 ３０６ １ １４８ １０ １１３ ▲３ ３ ０ ５７０ ８ 

４年 ３０５ ２ １３８ ０ １１６ ０ ３ ０ ５６２ ２ 

 ３年 ３０３ ０ １３８ ３ １１６ ０ ３ ０ ５６０ ３ 

昭和５５年 ３３３ － １３５ － １１６ － ４ － ５８８ － 

会 員 動 向 
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会員・事業所会員・賛助会員動向表 

社団法人 日本加工食品卸協会 

 会 員 事業所会員 賛助会員 団体賛助会員 計 

Ｈ２２．０４．０１現在  １４９  １３６  １３３    ３   ４２１ 

新規加入    ０    ０    ５    ０     ５ 

退会    ８    ５    ４    ０     １７ 

Ｈ２３．０３．３１現在  １４１  １３１  １３４    ３   ４０９ 

   

 

支部別会員及び事業所会員内訳 

              平成２３年 ３月３１日現在 

支部 県 会員 事・会員 支部 県 会員 事・会員 

北海道 北海道  １１   ９ 近畿 京都 ―   ２ 

（計） (１１) （ ９） 大阪  １０  １１ 

東北 青森   １ ― 奈良   １ ― 

秋田   １ ― 和歌山 ― ― 

岩手 ―   １ 滋賀 ― ― 

山形   １ ― 兵庫   ３   ２ 

宮城   ３   ９ （計） （１４）  （１５） 

福島   ３    １  中国 鳥取 ― ― 

（計） （ ９) （１１） 島根   １   １ 

関東 東京  ３１  １６ 岡山   ３   １ 

神奈川   １   ５ 広島   ４  １０ 

千葉   ３   ２ 山口   ３ ― 

埼玉   １   ５ （計） （１１）  （１２） 

栃木   ３   １ 四国 香川   ２   ４ 

群馬   ２   ２ 徳島 ―   １ 

茨城   ２   ２ 愛媛 ―   １ 

長野   ２   ５ 高知   １   ２ 

山梨   ２   １ （計） （ ３）   （８） 

静岡   ３   ５ 九州 

沖縄 

福岡   ３  １２ 

新潟   ２ ― 佐賀   ２ ― 

（計） (５２) （４４） 大分   ３ ― 

東海 愛知   ６   ９ 長崎   ３ ― 

三重   １   ０ 熊本   ２ ― 

岐阜   ２ ― 宮崎   ４   １ 

（計） ( ９） （ ９） 鹿児島   ３   １ 

北陸 石川   ４   ６ 沖縄   ５   １ 

富山   １   ２ （計） （２５）  （１５） 

福井   ２ ― 
合 計 １４１ １３１ 

（計） （７） （８） 



－ 156 － 

平成２２年度 入・退会会員一覧表 

（平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日） 
[入 会 会 員] 

届出月日 支  部 所 在 地 企  業  名 備 考 

     
 

[退 会 会 員] 
届出月日 支  部 所 在 地 企  業  名 備 考 

Ｈ２２．０６．０１ 東北 福島県 ㈱山新商店 会社都合 

Ｈ２２．０６．１０ 東海 愛知県 ㈱豊橋トーエー 会社都合 

Ｈ２２．０７．０１ 九州・沖縄 佐賀県 脇山総合食品㈱ 倒産 

Ｈ２２．０８．０１ 東海 愛知県 ㈱愛知メイカン 会社都合 

Ｈ２３．０３．３１ 九州・沖縄 福岡県 ㈱久井本店 会社都合 

〃 近畿 兵庫県 ㈱ウエシマコーヒーフーズ 会社都合 

〃 東海 愛知県 ㈱梅澤 合併 

〃 関東 茨城県 ㈱友部豊吉商店 会社都合 
 

[入 会 事 業 所 会 員] 
届出月日 支  部 所 在 地 企  業  名 備 考 

     
 

[退 会 事 業 所 会 員] 
届出月日 支  部 所 在 地 企  業  名 備 考 

Ｈ２３．０３．３１ 東海 三重県 ㈱トーカントーエー伊勢店 会社都合 

〃 関東 神奈川県 ㈱梅澤関東支社 合併 

〃 東海 愛知県 ㈱梅澤中部支社 〃 

〃 近畿 大阪府 ㈱梅澤西日本支社 〃 

〃 九州・沖縄 福岡県 ㈱梅澤福岡支店 〃 
 

[入 会 賛 助 会 員] 
届出月日 所 在 地 企   業   名 備  考 

Ｈ２２．０９．０９ 長野県 マルコメ㈱  

Ｈ２２．０９．０８ 愛知県 永井海苔㈱  

Ｈ２２．０９．３０ 大阪府 ダイドードリンコ㈱  

Ｈ２２．１２．２７ 大阪府 エースコック㈱  

Ｈ２３．０２．０１ 群馬県 ㈱マンナンライフ  
 

[退 会 賛 助 会 員] 
届出月日 所 在 地 企   業   名 備  考 

Ｈ２２．０６．０１ 愛知県 ㈱マルアイ 事業統合 

Ｈ２２．０６．１５ 東京都 ㈱新進 会社都合 

Ｈ２２．０９．３０ 東京都 ﾕﾆﾘｰﾊﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝｶｽﾀﾏｰﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 事業統合 

Ｈ２３．０３．３１ 東京都 ケンコーマヨネーズ㈱ 業種変更 

 
（平成２３年４月１日～平成２３年４月３０日） 

[入 会 会 員] 
届出月日 支  部 所 在 地 企  業  名 備 考 

Ｈ２３．０４．０１ 関東 東京都 ㈱三越伊勢丹ﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ 社名変更 

〃 関東 神奈川県 神奈川国分(株) 会社統合 
 

[退 会 会 員] 
届出月日 支  部 所 在 地 企  業  名 備 考 

Ｈ２３．０４．０１ 関東 東京都 ㈱二幸 社名変更 
  

[退 会 事 業 所 会 員] 
届出月日 支  部 所 在 地 企  業  名 備 考 

Ｈ２３．０４．０１ 関東 神奈川県 国分㈱神奈川支社 会社統合 
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平成２２年度 収支計算書 
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貸 借  対 照 表 
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平成２２年度 正味財産増減計算書 
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財務諸表に対する注記  
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平成２２年度  財産目録 
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監査
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平成２２年度本・支部 収支計算書 
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平成２２年度本・支部 貸借対照表 
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平成２２年度本・支部 正味財産増減計算書  
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平成２２年度本・支部 財産目録 
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平成２３年度事業計画（案） 

（平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日） 

 

社団法人 日本加工食品卸協会 

 

 未曾有の大震災は、原発事故という深刻な事態も引き起こし、電力不足は食品流通にも大き

な試練を与えている。今回の大震災は、あらためて非常時の食品流通のあり方や生活を守る社

会的使命感と生活貢献を最優先する業界としての産業行動の姿勢、真価が問われているものと

考える。 

 このような環境の中で、生活様式の変革を求めるような国難に対処すべく、食品流通業界全

体で「食」のライフラインを維持するため、従来の食品流通のＳＣＭを抜本的に見直し、状況に

適した流通システムを再構築して、国内市場を整備する事がより重要であると考え、平成２３年

度の事業を次の如く計画する。 

 

１．調査研究事業 

（１）電力節電抑制策の業界「自主行動計画」の調査と策定 

（２）構造変革と競争環境の中で、卸売業の活性化とその方向性にについての調査研究 

（３）業界として変化する制度、関連法規への適正な対応を図る調査研究 

（４）ＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）に関する業界への影響についての調査研究  

（５）次期「環境自主行動計画」についての調査研究 

（６）食育運動について加工食品卸売業界としての新たな取組みについての調査研究 

（７）加工食品卸売統計調査の継続 

 

２．研修・普及啓発事業 

（１）業界流通インフラの整備強化と普及啓発 

（２）卸売経営活性化への基本ポリシーとその方向性についての研修 

（３）「新物流コスト」の実態調査における普及啓発   

 

３．本部活動 

（１）公益法人制度改革への対応 

（２）本部活動の効果的運営と支部活動の活性化支援 

（３）会員相互間のコミュニケーション強化と情報発信力を高めるＨＰのリニュアル 

 

                                  以 上 
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平成２３年度実施計画（案） 

 

社団法人 日本加工食品卸協会 

  

概 要 

 平成２３年度は、事業計画（案）に基づき主要な組織活動として下記のような事業を実施

する。 

 

（１）政策委員会  

・直面する環境変化に適応した流通ＳＣＭの抜本的見直しと普及啓発 

・「食品取引改善協議会」や「賛助会員幹事店会」の組織活動をとおして食品卸売業の

活性化とその方向性について協議、提言する 

・業界として変化する制度、関連法規への適正な対応を図る調査、研究を行う 

・「環境数値算定標準化協議会」は次期「環境自主行動計画」の在り方について調査し

対応を図る 

   

（２）執行運営委員会 

・電力節電抑制策の業界「自主行動計画」を調査と策定  

・行政改革推進法に基づく公益法人制度改革への対応と推進 

・ＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）に関する業界への影響についての調査研究加工食品

卸売統計調査の継続 

・本部の情報発信力を高めるＨＰのリニュアル 

 

（３）ワーキンググループと主要研究会の活動テーマ 

① 食育に関するＷ・Ｇ 

・「食育と食品選択のためのハンドブック」の内容リニュアルとＨＰのリリース 

② 環境問題Ｗ・Ｇ 

・次期「環境自主行動計画」について実務的立場で研究し協議会に提言する 

③ ＥＤＩ Ｗ・Ｇ 

・ＩＦＲＳ対応のＥＤＩシステムの標準化についての研究 

④ 情報システム研究会 

・各システム研究団体活動の共有化と「流通ＢＭＳ」の普及拡大 

・業界のクラウドコンピューテイングについての調査研究 

⑤ 物流問題研究会 

・「物流コスト実態調査」の結果についての普及啓発  

                                 以 上 
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平成２３年　４月　１日

　　運営組織図（案）

［社］日本加工食品卸協会

賛助会員幹事店会

食品取引改善協議会

新価格体系再構築委員会

正 環境数値算定標準化協議会

副    　（環境自主行動計画）

会 食育に関するＷ・Ｇ

長

会 環境問題対応Ｗ・Ｇ（Ａ・Ｂ）

議

ＥＤＩ　Ｗ・Ｇ

税務問題対応Ｗ・Ｇ

理 執 システム専門部会

事 政 行

会 策 運 情報システム研究会 　　　　       新技術検討分科会

・ 委 営 　（Ｊ Ｉ Ｉ ）

総 員 委 商品画像専門部会

会 会 員 物流問題研究会

会

商品開発研究会

缶詰ブランドオーナー会

法務研究会

労務管理研究会

ネットワーク検討会

北海道支部

東北支部

関東支部 流通業務委員会

東海支部

北陸支部　

近畿支部

中国支部

四国支部

九州・沖縄支部

各支部賛助会員連絡会

執行運営委員会ＰＪ 新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ対策　ＰＪ
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平成２３年度  運営組織名簿 
㈳ 日本加工食品卸協会 
（社名５０音順：敬称略) 

 
政策委員会・食品取引改善協議会 

 
会社名 委員名 所属・役職 

○ 伊藤忠食品㈱ 足立  誠 取締役・専務執行役員東日本営業本部長 

  加藤産業㈱ 多原 善雄 常務取締役東京本部長 

○ 国分㈱ 北見  賢 常務取締役経営統括本部副本部長兼営業本部長 

  ㈱日本アクセス 堀井壯一郎 専務取締役社長補佐東日本営業管掌兼広域営業本部長 

  三井食品㈱ 川村 哲夫 顧問 

  明治屋商事㈱ 山本 泰生 取締役常務執行役員営業本部副本部長兼広域流通部長 

◎ ㈱菱 食 中嶋 隆夫 取締役副社長執行役員営業管掌兼加食営業統括 

  ［社］日本加工食品卸協会 奥山 則康 専務理事 

◎印：委員長  ○印：副委員長 

 

執行運営委員会 

 
会社名 委員名 所属・役職 

  伊藤忠食品㈱ 青山 裕一 商品本部商品統括部部長 

  加藤産業㈱ 福島 和成 取締役東京本部副本部長兼東関東支社長 

  国分㈱ 清水 宣和 常務取締役経営統括本部副本部長兼業務本部長 

  コンタツ㈱ 湯浅 正男 取締役営業統括部長 

  ㈱サンヨー堂 小林 由朗 取締役営業本部商品部長 

  ㈱日本アクセス 成田 祐一 専務取締役  総合企画本部長 中国事業管掌 

  三井食品㈱ 大江 正彦 執行役員営業本部副本部長 

  明治屋商事㈱ 和田  正 常務執行役員首都圏支社長 

  ㈱菱食 田口 耕輝 執行役員加食商品本部長 

○ ［社］日本加工食品卸協会 奥山 則康 専務理事 

○印：委員長 

 

賛助会員幹事店会 

 
会 社 名 氏 名 役 職 

 
味の素㈱ 小原 利郎 常務執行役員食品事業部副本部長（国内営業統括） 

 
カゴメ㈱ 寺田 直行 取締役専務執行役員営業管掌兼ｺﾝｼｭｰﾏｰ事業本部長 

 
カルピス㈱ 岸上 克彦 常務執行役員 

 
キッコーマン食品㈱ 福光 正則 取締役常務執行役員兼ﾅｼｮﾅﾙ・ｾｰﾙｽ・ﾏﾈｼﾞｬｰ 

 
キユーピー㈱ 山本 範雄 執行役員家庭用本部本部長 

 
サントリーフーズ㈱ 安部  博 常務取締役営業本部長 

 
日清オイリオグループ㈱ 吉田 伸章 執行役員東京支店長兼ＲＳ営業部長 

 
日清食品㈱ 三浦 善功 代表取締役専務取締役営業本部長 
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日清フーズ㈱ 岩崎 浩一 常務取締役営業本部長 

 
日本水産㈱ 西田 潤一 執行役員広域営業本部長 

 
ネスレ日本㈱ 芹澤 祐治 常務執行役員営業本部長 

 
ハウス食品㈱ 井上  始 取締役専務執行役員営業本部長 

 
㈱桃屋 菅原 通之 営業企画室室長 

 
     

 
[日本加工食品卸協会委員各位]   

 
会 社 名 氏 名 役 職 

 
伊藤忠食品㈱ 足立  誠 取締役専務執行役員東日本営業本部長 

 
加藤産業㈱ 多原 善雄 常務取締役東京本部長 

 
国分㈱ 北見  賢 常務取締役経営統括本部副本部長兼営業本部長 

 
コンタツ㈱ 湯浅 正男 取締役営業統括部長 

 
㈱サンヨー堂 小林 由朗 取締役営業本部商品部長 

 
㈱日本アクセス 堀井壯一郎 専務取締役 社長補佐東日本営業管掌兼広域営業本部長 

 
三井食品㈱ 川村 哲夫 顧問 

 
明治屋商事㈱ 山本 泰生 取締役常務執行役員営業本部副本部長兼広域流通部長 

 
㈱菱食 中嶋 隆夫 取締役副社長執行役員営業管掌兼加食営業統括 

 
日食協 奥山 則康 専務理事 

 

環境数値算定標準化協議会 

 
会社名 委員名 所属・役職 

  協議委員 
 

  

○ ㈱菱食 原田  務 取締役専務執行役員戦略機能部門統括 

  ㈱日本アクセス 中井  忍 常務執行役員ロジスティクス本部長 

  国分㈱ 清水 宣和 常務取締役経営統括本部副本部長兼業務本部長 

  実務委員 
 

  

  ㈱菱食 小林 一之 戦略機能部門統括部ＳＣＭ統括チームリーダー 

    
 

  

  ㈱日本アクセス 高田 英一 ロジスティクス本部ロジスティクス管理部担当部長 

    
 

  

△ 国分㈱ 山田 英夫 経営企画部環境担当リーダー 

    
 

  

  ［社］日本加工食品卸協会 奥山 則康 専務理事 

○印：協議委員長 △実務委員会座長 

 

食育に関するＷＧ 

 
会社名 委員名 所属・役職 

 
伊藤忠食品 ㈱ 杉本 匡生 営業サポート室営業企画チームチーム長 

 
加藤産業㈱ 里中  周 営業企画部専任課長 
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国 分 ㈱ 岡村 宏隆 社長室長兼経営企画部広報担当部長兼環境担当部長 

○ ㈱日本アクセス 中島 敏彦 総合企画本部営業企画部担当部長 

 
      〃 掛村 佳代 総合企画本部営業企画部営業推進１課 

 
三井食品 ㈱ 笠井  隆 営業本部営業推進部副部長 

 
明治屋商事㈱ 石見 英一 営業本部リテールサポート推進部ＲＳチーム課長補佐 

 
㈱菱 食 宮田 史生 

次世代事業推進本部Ｒ－プランニング部 

営業サポートチーム 副主事 

○印：座長 

 

環境問題対応Ｗ・Ｇ（Ａチーム） 

 
会社名 委員名 所属・役職 

 
伊藤忠食品㈱ 花澤 隆志 人事総務本部人事総務部総務課  

 
加藤産業㈱ 安井 弘人 環境管理部専任課長 

 
国 分㈱ 山田 英夫 経営企画部環境担当 

 
㈱日本アクセス 田近 博巳 ＣＳＲ・法務・コンプライアンス部 

 
  〃 青木  丹    〃     環境管理課担当課長 

 
三井食品㈱ 木内 治久 物流本部物流管理部遵法推進室室長 

 
明治屋商事㈱ 菊島 隆文 営業本部ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ部戦略企画ﾁｰﾑ課長 

○ ㈱菱 食 三宅 義之 管理本部ＣＳＲ推進室 室長代理 

 
㈱菱 食 小林 一之 戦略機能部門統括部ＳＣＭ環境チーム チームリーダー 

○印：座長 

 

環境問題対応Ｗ・Ｇ（Ｂチーム） 

 
会社名 委員名 所属・役職 

 
伊藤忠食品㈱ 関戸  隆 環境・品質管理室課長役 

○ 加藤産業㈱ 大海 裕也 環境管理部係長 

 
  〃 里中  彌 ロジスティクス部課長 

◎ 国 分㈱ 山田 英夫 経営企画部環境担当課長 

 
日本酒類販売㈱ 亀山  猛 情報物流本部物流統括部物流企画課参事補 

 
㈱サンヨー堂 石黒 健児 業務部次長 

 
㈱日本アクセス 田近 博巳 ＣＳＲ・法務・コンプライアンス部 

 
  〃 青木  丹    〃   環境管理課担当課長 

 
三井食品㈱ 高田 憲一 物流本部物流管理部遵法推進室 

 
明治屋商事㈱ 吉見 政宣 管理本部人事総務部総務チームリーダー 

 
㈱菱 食 小林 一之 戦略機能部門統括部ＳＣＭ環境チームリーダー 

◎印：座長 ○印：副座長 
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ＥＤＩ Ｗ・Ｇ 

 
会社名 委員名 所属・役職 

○ 伊藤忠食品㈱ 佐多 洋文 システム企画開発部企画第二課係長 

  加藤産業㈱ 生嶋 正基 情報システム部係長 

  国 分㈱ 平田 幸則 情報システム部ＥＤＩシステムチーム・チームリーダー 

  ㈱日本アクセス 天野 浩平 システム開発部業務・会計システム課 

  日本酒類販売㈱ 今野 政亨 情報物流本部情報統括部開発課 

  三井食品㈱ 松本 芳幸 コーポレートスタッフ本部情報システム部支援室 

 
明治屋商事㈱ 大野 智広 管理本部システム部システム技術チーム課長 

 
㈱菱 食 山口  陽 ＩＴﾈｯﾄﾜｰｸ本部ＩＴ管理企画部ﾕﾋﾞｷﾀｽ創造推進ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 

○印：座長 

  ※オブザーバー   太田 岳秀 ㈱ファイネット企画・開発部主任 

 

税務問題対応 ＷＧ 

 
会社名 委員名 所属・役職 

  伊藤忠食品㈱ 酒井 健雄 財経本部副本部長兼財経企画室長 

○ 国 分㈱ 鈴木 清史 経理財務部 副部長 

  ㈱サンヨー堂 小林 由朗 取締役営業本部商品部 部長 

  ㈱ 日本アクセス 重田 一頼 常務執行役員 管理本部長 

  三井食品㈱ 荒井  徹 経理財務本部経理部 部長 

 
明治屋商事㈱ 瀬戸 弘道 管理本部豊洲管理チームリーダー 

 
㈱菱 食 桜井 信彦 管理本部経理部 部長 

○印：座長 

 

情報システム研究会 

 
会社名 委員名 所属・役職 

  旭食品㈱ 竹内 恒夫 情報システム本部情報管理部部長 

◎ 伊藤忠食品㈱ 竹腰 雅一 情報システム本部副本部長 

  加藤産業㈱ 弥谷惠太郎 常務取締役システム本部長 

○ 国 分㈱  高波 圭介 情報システム部長 

  ㈱ジャパン・インフォレックス 井口 泰夫 代表取締役社長 

  ㈱ トーカン 牧内 孝文 執行役員流通ｼｽﾃﾑ統括部長兼機能開発部長 

  ㈱日本アクセス 八十島幹夫 情報システム本部システム開発部部長 

  日本酒類販売㈱ 大西 完治 情報物流本部情報統括部部長 

  三井食品㈱ 弘中 治行 コーポレートスタッフ本部情報システム部部長 

  明治屋商事㈱ 加藤 秀久 管理本部システム部長 

  ヤマエ久野㈱ 草場 信之 経営・情報企画部ビジネスサポート課次長 

  ㈱菱 食 熊谷 孝志 ＩＴネットワーク本部 東日本ユーザーサポート部長 

◎印：座長  ○印：副座長 

 ※オブザーバー  村田 利衛 株式会社 ファイネット 営業推進部長 
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情報システム研究会システム専門部会 新技術検討分科会 

 
会社名 委員名 所属・役職 

  伊藤忠食品 ㈱ 侭田 直之 情報システム本部システム企画開発部システム企画第一課 

  加藤産業 ㈱ 岩井 和司 情報システム部係長 

  国 分 ㈱  嘉数 裕樹 情報システム部運用・インフラチーム 

  ㈱トーカン 五十川裕樹 流通システム統括部業務システム設計業務企画課主査 

  ㈱日本アクセス 山本 真悟 情報システム本部システム開発部物流システム課 

  日本酒類販売 ㈱ 佐藤 勝一 情報物流本部情報統括部システム企画課課長 

  三井食品 ㈱ 大島 史照 コーポレートスタッフ本部情報システム部運用室 

  明治屋商事 ㈱ 遠藤 慎治 管理本部システム部営業システムチーム課長補佐 

  ㈱菱 食 平井 健之 ⅠＴネットワーク本部ＩＴ開発部営業・管理システム開発チーム 

 ※座長：輪番制   

 

 

情報システム研究会システム専門部会 

 企 業 名 
情報処理料担当 ＥＤＰ費比較項目担当 

 
部   署 氏  名 部    署 氏  名 

 
㈱日本アクセス  システム企画部 田中 広介 システム企画部 田中 広介 

 
   ＩＴ業務管理課課長 

 
 ＩＴ業務管理課課長 

 

 
㈱トーカン 流通システム統括部 堀場 和昭 流通システム統括部 堀場 和昭 

 
  業務システム設計部 

 
業務システム設計部 

 

 
  業務企画課 主幹 

 
業務企画課 主幹 

 

 
明治屋商事㈱ 管理本部 加藤 秀久 管理本部 加藤 秀久 

 
    システム部長 

 
  システム部長 

 

◎ 三井食品㈱ コーポレートスタッフ本部 弘中 治行 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｽﾀｯﾌ本部 弘中 治行 

 
   情報システム部部長    情報システム部部長   

 
㈱菱食 ＩＴネットワーク本部 新居 貴文 ＩＴネットワーク本部 新居 貴文 

 
    ＩＴ開発部長     ＩＴ開発部長   

 
伊藤忠食品㈱ 情報システム本部 北濱 久司 情報システム本部 北濱 久司 

 
   システム企画開発部部長    システム企画開発部部長   

 
国分㈱ 情報システム部 島  敏明 情報システム部 島  敏明 

 
加藤産業㈱ 東京本部営業部 佐藤 一樹 東京本部営業部 佐藤 一樹 

 
   ユニットマネージャー    ユニットマネージャー   

 
日本酒類販売㈱ 情報物流本部情報統括部 佐藤 勝一 情報物流本部情報統括部 佐藤 勝一 

 
  情報企画課課長   情報企画課課長   

◎：座長 
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情報システム研究会「商品画像専門部会」 

 
会社名 委員名 所属・役職 備 考 

  伊藤忠食品㈱ 國京  明 営業サポート室室長   

    〃 杉本 匡生   〃  営業企画チームチーム長   

  加藤産業㈱ 里中  周 営業企画部専任課長   

    〃 山田 良知 情報システム部専任課長   

  国分㈱ 花澤  裕 営業本部ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ担当副部長兼事業開発部新規事業担当副部長   

  ㈱日本アクセス 中島 敏彦 総合企画本部営業企画部担当部長   

     〃 樋口 綾子 総合企画本部営業企画部営業推進１課   

  三井食品㈱ 井原  孝 営業本部営業推進部   

  明治屋商事㈱ 大岡 秀有 営業本部リテールサポート推進部部長   

    〃 津吹 勇志    〃    営業研修チーム主任   

  ㈱菱食 村尾 康宏 業務統括本部情報管理部長   

 
 〃 豊嶋 和義 Ｒ－プランニング部営業サポートチーム副主事   

 
㈱ＪＩＩ 井口 泰夫 代表取締役社長   

 
 〃 西田 邦生 取締役副社長   

 
 〃 宍戸 良造 常務取締役   

 
 〃 吉田 泰則 情報システム担当課長   

 
 〃 黒田  亮    〃    専任課長   

 
 〃 谷原 郁子 インフォレックス推進部ＥＤＩ情報管理チーム課長補佐   

 
㈱サイバーリンクス 杉谷 宗紀 ＳＣＭ推進室事業推進課課長   

 
㈱ＪＩＩ 堀川 益雄 取締役副社長 事務局 

 
 〃 仁木 崇夫 画像情報担当 課長補佐  〃 

 
加藤産業㈱ 小川 宗大 営業企画部 主任  〃 

 
㈱ファイネット 大村 勝利 営業推進部部長代理  〃 

 
㈱サイバーリンクス 薮中明希子 ＳＣＭ推進室事業推進課   〃 

 

 

物流問題研究会 

 
会社名 委員名 所属・役職 

  伊藤忠食品㈱ 神山 浩二 ロジスティックス本部ロジスティックス部企画課課長 

◎ 国 分㈱ 荻野  司 執行役員物流部長 

    〃 本郷 秀貴 物流部課長 

  日本酒類販売㈱ 佐藤  稔 情報物流本部物流統括部次長 

  コンタツ㈱ 三角 悦雄 物流統括部部長 

  ㈱サンヨー堂 石黒 健児 業務部次長 

  ㈱日本アクセス 鶴井  弘 ロジスティクス本部汎用物流部長 

  三井食品㈱ 木内 治久 物流本部物流管理部遵法推進室室長 
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  明治屋商事 ㈱ 竹島健二郎 執行役員営業本部ロジスティクス部長 

○ ㈱菱 食 楠堂 昌純 戦略機能部門統括部長 

◎印：座長  ○印：副座長 

 

商品開発研究会兼ブランドオーナー会 

 
会社名 委員名 所属・役職 

◎ ㈱サンヨー堂 宗像 義昌 代表取締役社長（日食協理事） 

    〃 島垣 研二 取締役缶詰部長 

  国分㈱ 鉄林 康司 食品統括部開発商品担当部長兼育成商品担当部長 

    〃 森  公一 食品統括部開発商品担当副部長 

  ㈱明治屋 滝下 広明 商品事業本部マーケティング部部長 

    〃 中川  泉 本社品質保証部品質保証チームリーダー兼お客様相談室長 

○ ㈱菱食 萩原 義久 ㈱リリーコーポレーション代表取締役社長 

  伊藤忠食品㈱ 大平 吉彦 商品本部商品統括部商品統括第一課課長 

  伊藤忠商事㈱ 中野 和真 食材流通部開発輸入課課長代行 

  加藤産業㈱ 上岡 正典 商品管理部次長 

  川商フーズ㈱ 景山健太郎 食品流通部食品流通グループグループ長 

  ㈱北村商店 北村 篤司 代表取締役社長 

  正栄食品工業㈱ 山本 一彦 果実商品部フルーツ加工品グループ課長 

  ストー缶詰㈱ 須藤 修吉 代表取締役社長 

  ㈱日本アクセス 渡辺  亨 商品本部加工商品部長 

  三井食品㈱ 平岩 敏郎 品質管理部部長 

  明治製菓㈱ 渡部 信二 健康事業本部健康事業営業部長 

  ㈱ヤグチ 佐々木隆一 取締役執行役員原料部統括部長 

◎印：委員長   ○印：幹事店会座長 

※幹事店会メンバー 

  ・㈱サンヨー堂   ・㈱明治屋   ・国分㈱   ・㈱菱食 

 

法務研究会 

 座長輪番 会社名 委員名 所属・役職 

 ８ 旭食品㈱ 池上  隆 本社管理本部法務部部長 

 ７ 伊藤忠食品㈱ 五島  実 審査法務本部審査法務部部長 

 ３ 国 分㈱ 柄  秀典 審査法務部長 

 ５ ㈱日本アクセス 北山  誠 執行役員ＣＳＲ・法務・コンプライアンス部部長 

 

６ 日本酒類販売㈱ 柳川 俊泰 

執行役員内部監査室室長兼管理本部 法務部部長 

兼内部監査室長兼管理本部法務部長 

兼内部監査室長兼管理本部法務部長 

 ２ 三井食品㈱ 松野 啓介 コーポレートスタッフ本部法務部部長 

 １ 明治屋商事㈱ 新屋 寿春 執行役員リスクマネジメント部部長 

 ４ ㈱菱  食 高木 邦幸 執行役員管理本部ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部長 

座長：輪番制 
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労務管理研究会 

 
座長順番 会社名 委員名 所属・役職 

  ６ 伊藤忠食品㈱ 上床 浩生 人事総務本部人事総務部人事課課長 

  ９ 加藤産業㈱ 中島 嘉幸 総務部長 

  ３ 国 分㈱ 小木曽泰治 執行役員人事総務部長 

 
７ ㈱サンヨー堂 池田 正輝 総務部次長 

 
２ ㈱日本アクセス 森本 雄介 人事・総務本部 人事部長代行 

 
４ 廣屋国分㈱ 伊東 一昌 業務本部人事総務担当課長 

 
５ 三井食品㈱ 篠田  博 コーポレートスタッフ本部人事総務部部長 

 
８ 明治屋商事㈱ 渡辺 只雄 人事総務部人事チームリーダー 

 
１ ㈱菱 食 稲好 隆明 執行役員管理本部総務部長兼人事部長 

座長：輪番制 

 

ネットワーク検討会 

 
会社名 委員名 所属・役職 

○ 伊藤忠食品㈱ 竹腰 雅一 情報システム本部副本部長 

  国分㈱ 福沢美二郎 情報システム部ＥＤＩシステムチーム課長 

 
三井食品㈱ 松本 芳幸 コーポレートスタッフ本部情報システム部支援室 

  日本酒類販売㈱ 島田 剛宏 情報物流本部情報統括部開発課課長代理 

  明治屋商事㈱ 大野 智広 管理本部システム部システム技術チーム課長 

  ㈱日本アクセス 森下 昌紀 情報システム本部システム開発部部長代行 

  ㈱菱食 山口  陽 ＩＴﾈｯﾄﾜｰｸ本部ＩＴ管理企画部ﾕﾋﾞｷﾀｽ創造推進ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 

○印：座長  

 

執行運営委員会Ｐ．Ｊ「新型インフルエンザ対策」 

 
会社名 委員名 所属・役職 

  伊藤忠食品 ㈱ 花澤 隆志 人事総務本部人事総務部総務課 

  加藤産業 ㈱ 入江 幸徳 本社社長室次長 

  国 分 ㈱ 山本 栄二 取締役コンプライアンス担当役員 

  ㈱日本アクセス 佐々木靖之 人事・総務本部総務部部長 

  三井食品 ㈱ 篠田  博 コーポレートスタッフ本部人事総務部部長 

 
明治屋商事㈱ 吉見 政宣 管理本部人事総務部総務チームリーダー 

 
㈱菱 食 渡邉 泰史 管理本部総務部 部長代理 
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 　　(自平成２３年４月１日～至平成２４年３月３１日）

　　　　社団法人　日本加工食品卸協会
　(単位：円）

  科　　　　目 平成２３年度 平成２２年度 増減 備考
予算額(A) 予算額(B) (A-B)

Ⅰ　事業活動収支の部
　１．事業活動収入

①会費収入 54,293,000 54,401,000 -108,000
会員会費収入 54,293,000 54,401,000 -108,000

正会員会費 27,215,000 27,620,000 -405,000
事業所会員会費 1,310,000 1,360,000 -50,000
賛助会員会費 23,168,000 22,821,000 347,000
団体賛助会員会費 2,600,000 2,600,000 0
加入金 0 0 0

②本部配賦金 9,300,000 9,260,000 40,000
本部配賦金 9,300,000 9,260,000 40,000

本部配賦金 9,300,000 9,260,000 40,000
③雑収入 2,182,430 1,993,058 189,372

雑収入 2,182,430 1,993,058 189,372
受取利息 22,430 33,058 -10,628
業務受託料 0 0 0
臨時会費 2,110,000 1,910,000
雑収入 50,000 50,000 0

　　事業活動収入　計 65,775,430 65,654,058 121,372
　 　２．事業活動支出

①事業費支出 42,485,000 42,913,000 -428,000
調査研究事業費 22,136,000 22,422,000 -286,000

調査研究費 22,136,000 22,422,000 -286,000
教育研修事業費 15,157,000 15,360,000 -203,000

人材育成事業費 13,727,000 13,900,000 -173,000
情報システム研修会 1,430,000 1,460,000 -30,000

知識啓発事業費 5,192,000 5,131,000 61,000
啓発事業費 4,042,000 3,982,000 60,000
宣伝事業費 1,150,000 1,149,000 1,000

②管理費支出 27,936,000 27,341,525 594,475
人件費 14,525,000 14,525,000 0

役員報酬 9,510,000 9,510,000 0
職員給料手当 3,765,000 3,765,000 0
福利厚生費 1,250,000 1,250,000 0
退職給付費用 0 0 0

会議費 2,745,000 2,970,000 -225,000
会議費 2,745,000 2,970,000 -225,000

事務諸費 10,666,000 9,846,525 819,475
旅費交通費 2,364,000 1,810,000 554,000
通信運搬費 675,000 1,400,000 -725,000
消耗品費 1,510,000 1,520,000 -10,000
光熱水料費 120,000 160,000 -40,000
賃借料 5,615,000 4,690,000 925,000
備品費 0 0 0
雑費 159,000 123,525 35,475
交際費 153,000 143,000 10,000
租税公課 70,000 0 70,000

　　事業活動支出　計 70,421,000 70,254,525 166,475
事業活動収支差額 -4,645,570 -4,600,467 -45,103

Ⅱ　投資活動収支の部
　１．投資活動収入

①特定資産取崩収入 0 0 0
退職給与積立資産取崩 0 0 0

　　投資活動収入　計 0 0 0
　２．投資活動支出

①特定資産取得支出 1,135,000 1,135,000 0
退職給与積立資産取得 1,135,000 1,135,000 0

　　投資活動支出　計 1,135,000 1,135,000 0
投資活動収支差額 -1,135,000 -1,135,000 0

Ⅲ　財務活動収支の部
　１．財務活動収入 0 0 0
　２．財務活動支出 0 0 0
財務活動収支差額 0 0 0

Ⅳ　予備費支出　 1,250,000 1,100,000 150,000
当期収支差額 -7,030,570 -6,835,467 -195,103
前期繰越収支差額 37,563,772 36,075,113 1,488,659
次期繰越収支差額 30,533,202 29,239,646 1,293,556

平成２３年度 本・支部総収支予算（案） 
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 　　　(自平成２３年４月１日～至平成２４年３月３１日）

　　　  社団法人　日本加工食品卸協会
  (単位：円）

  科　　　　目 平成２３年度 平成２２年度 増減 備考

予算額(Ａ) 予算額(Ｂ) (Ａ-Ｂ)

Ⅰ　事業活動収支の部
　１．事業活動収入

①会費収入 54,293,000 54,401,000 -108,000
会員会費収入 54,293,000 54,401,000 -108,000

正会員会費 27,215,000 27,620,000 -405,000
事業所会員会費 1,310,000 1,360,000 -50,000
賛助会員会費 23,168,000 22,821,000 347,000
団体賛助会員会費 2,600,000 2,600,000 0
加入金 0 0 0

②雑収入 70,000 80,000 -10,000
雑収入 70,000 80,000 -10,000

受取利息 20,000 30,000 -10,000
業務受託料 0 0 0
雑収入 50,000 50,000 0

　　事業活動収入　計 54,363,000 54,481,000 -118,000
　 　２．事業活動支出

①事業費支出 31,058,000 31,973,000 -915,000
調査研究事業費 20,186,000 20,272,000 -86,000

調査研究費 20,186,000 20,272,000 -86,000
教育研修事業費 5,680,000 6,570,000 -890,000

人材育成事業費 4,250,000 5,110,000 -860,000
情報システム研修会 1,430,000 1,460,000 -30,000

知識啓発事業費 5,192,000 5,131,000 61,000
啓発事業費 4,042,000 3,982,000 60,000
宣伝事業費 1,150,000 1,149,000 1,000

②管理費支出 25,572,000 25,345,000 227,000
人件費 14,525,000 14,525,000 0

役員報酬 9,510,000 9,510,000 0
職員給料手当 3,765,000 3,765,000 0
福利厚生費 1,250,000 1,250,000 0
退職給付費用 0 0 0

会議費 2,120,000 2,120,000 0
会議費 2,120,000 2,120,000 0

事務諸費 8,927,000 8,700,000 227,000
旅費交通費 719,000 740,000 -21,000
通信運搬費 675,000 1,400,000 -725,000
消耗品費 1,510,000 1,520,000 -10,000
光熱水料費 120,000 160,000 -40,000
賃借料 5,615,000 4,690,000 925,000
備品費 0 0 0
雑費 128,000 100,000 28,000
交際費 90,000 90,000 0
租税公課 70,000 0 70,000

　　事業活動支出　計 56,630,000 57,318,000 -688,000
事業活動収支差額 -2,267,000 -2,837,000 570,000

Ⅱ　投資活動収支の部
　１．投資活動収入

①特定資産取崩収入 0 0 0
退職給与積立資産取崩 0 0 0

　　投資活動収入　計 0 0 0
　２．投資活動支出

①特定資産取得支出 1,135,000 1,135,000 0
退職給与積立資産取得 1,135,000 1,135,000 0

　　投資活動支出　計 1,135,000 1,135,000 0
投資活動収支差額 -1,135,000 -1,135,000 0

Ⅲ　財務活動収支の部
　１．財務活動収入 0 0 0
　２．財務活動支出 0 0 0
財務活動収支差額 0 0 0

Ⅳ　予備費支出　 1,000,000 1,000,000 0
当期収支差額 -4,402,000 -4,972,000 570,000
前期繰越収支差額 29,738,706 26,581,303 3,157,403
次期繰越収支差額 25,336,706 21,609,303 3,727,403

平成２３年度 本部収支予算（案） 
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 　　　(自平成２３年４月１日～至平成２４年３月３１日）

　　　　社団法人　日本加工食品卸協会
　(単位：円）

  科　　　　目 平成２３年度 平成２２年度 増減 備考
予算額(A) 予算額(B) (A-B)

Ⅰ　事業活動収支の部
　１．事業活動収入

①会費収入 0
会員会費収入 0

正会員会費 0
事業所会員会費 0
賛助会員会費 0
団体賛助会員会費 0
加入金 0

②本部配賦金 9,300,000 9,260,000 40,000
本部配賦金 9,300,000 9,260,000 40,000

本部配賦金 9,300,000 9,260,000 40,000
③雑収入 2,112,430 1,913,058 199,372

雑収入 2,112,430 1,913,058 199,372
受取利息 2,430 3,058 -628
業務受託料 0 0 0
臨時会費 2,110,000 1,910,000
雑収入 0 0 0

　　事業活動収入　計 11,412,430 11,173,058 239,372
　 　２．事業活動支出

①事業費支出 11,427,000 10,940,000 487,000
調査研究事業費 1,950,000 2,150,000 -200,000

調査研究費 1,950,000 2,150,000 -200,000
教育研修事業費 9,477,000 8,790,000 687,000

人材育成事業費 9,477,000 8,790,000 687,000
情報システム研修会 0 0 0

知識啓発事業費 0 0 0
啓発事業費 0 0 0
宣伝事業費 0 0 0

②管理費支出 2,364,000 1,996,525 367,475
人件費 0 0 0

役員報酬 0 0 0
職員給料手当 0 0 0
福利厚生費 0 0 0
退職給付費用 0 0 0

会議費 625,000 850,000 -225,000
会議費 625,000 850,000 -225,000

事務諸費 1,739,000 1,146,525 592,475
旅費交通費 1,645,000 1,070,000 575,000
通信運搬費 0 0 0
消耗品費 0 0 0
光熱水料費 0 0 0
賃借料 0 0 0
備品費 0 0 0
雑費 31,000 23,525 7,475
交際費 63,000 53,000 10,000
租税公課 0 0 0

　　事業活動支出　計 13,791,000 12,936,525 854,475
事業活動収支差額 -2,378,570 -1,763,467 -615,103

Ⅱ　投資活動収支の部
　１．投資活動収入

①特定資産取崩収入 0 0 0
退職給与積立資産取崩 0 0 0

　　投資活動収入　計 0 0 0
　２．投資活動支出

①特定資産取得支出 0 0 0
退職給与積立資産取得 0 0 0

　　投資活動支出　計 0 0 0
投資活動収支差額 0 0 0

Ⅲ　財務活動収支の部
　１．財務活動収入 0 0 0
　２．財務活動支出 0 0 0
財務活動収支差額 0 0 0

Ⅳ　予備費支出　 250,000 100,000 150,000
当期収支差額 -2,628,570 -1,863,467 -765,103
前期繰越収支差額 7,825,066 9,493,810 -1,668,744
次期繰越収支差額 5,196,496 7,630,343 -2,433,847

平成２３年度 支部収支予算（案） 
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 新年度事業活動 

 

正・副会長会議開催 

      －４月２１日－ 

４月２１日（木）午前１０時３０分より、理事会に先立ち正・副会長会議が開催された。 

当日に開催される理事会の内容確認が主要な議案であるが、今回は公益法人制度改革への対

応や定款変更に関する件など重要な議案もあり、また震災に関する件や電力節電抑制策等につ

いて、それぞれ意見交換を行い共通認識をもって理事会に臨むこととした。 

 

 

理 事 会 開 催 

－４月２１日－ 

４月２１日（木）午前１１時３０分より、レベル２１東京會舘において定例理事会が開催された。 

今回は、代理出席も含めて２２名が出席し、５月２６日（木）に開催予定の定時総会に向けての

議案審議を行った。以下に当日の内容を議事録から掲載する。 

 

議  案  第１号議案  平成２２年度事業報告に関する件 

第２号議案  平成２２年度収支決算報告に関する件 

第３号議案  会員の動向に関する件 

第４号議案  会費の額及び徴収の方法に関する件 

第５号議案  平成２３年度事業計画案に関する件 

第６号議案  平成２３年度収支予算案に関する件 

第７号議案  役員の一部改選に関する件 

第８号議案  定款変更に関する件 

第９号議案  公益法人制度改革への対応に関する件 

第１０号議案  定時総会の開催に関する件 

第１１号議案  その他 

 

出欠状況  理事総数 ２６名中 出席理事 ２２名 委任状 ４名 計２６名 

監事総数 ３名中 出席監事 ３名   計３名 

来賓出席  農林水産省総合食料局流通課 商業調整官 山田 啓二 様 

係長    大熊 光輝 様 

 

開  会  定刻になり奥山専務理事の司会により開会。 

来賓の紹介後、冒頭 國分勘兵衛会長が次の如く挨拶を行った。 
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本日は、ご多忙の中、またご遠方からも、ご出席頂

き誠にありがとうございます。 

とりわけ、農林水産省からは公務ご多用の中、総合

食料局流通課の吉井課長様はじめ幹部の方にご来臨賜

り誠に有難く厚く御礼申し上げます。 

このたびの「東日本大震災」で被害を受けられまし

た皆様には心よりお見舞い申し上げます。また、各会

員卸の皆様におかれましては震災直後から大変厳しい

状況にありましても、物流ルートの確保、被災地の小

売業への商品供給など、地域社会にとって必要不可欠

な可欠な「食のライフライン」としての社会的使命を

懸命に果たしていただき、更には業界として義援金のご協力や緊急支援の食糧供給などに格別

のご理解、ご協力をいただき心からの敬意を表させていただきます。 

私ども日食協といたしましては、現地復興、インフラの復旧、電力節電抑制策への対応等に、

メーカー団体、小売業団体や関係省庁との連携を密にして微力を尽くす所存でございますが、

協会としてお役に立てることがございましたら、協会まで申し付け下さるようお願い申し上げ

ます。 

大震災が起きてから１ケ月以上になりますが、このダメージは東日本だけにとどまらず日本

経済そのものを痛めつけており、危機克服の見通しもはっきりしない状況にありますが、足元

の課題を直視して、この危機を総力で乗り切るべく業界が協調してやるべきことは協調してお

こない、卸の存在を主張して参りたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

特に、東京電力、東北電力管内における、この夏の電力節電抑制策につきましては行政のご

指導、ご助言をいただいて流通業界全体で適応力、転換力を発揮して対処していく必要があろ

うかと考えております。 

後程、業界の自主行動計画につきましてご検討いただきたいと思います。 

さて本日は、５月２６日に定時総会の開催を予定いたしておりますので、これにさきがけまし

て、これらの報告内容につきましてご充分なるご審議をお願いするものであります。特に、公

益法人制度改革への対応につきましては、当協会は誠に残念ながら公益社団法人については内

閣府から「不認定」との結論がだされましたので、あらためまして次善の策として「一般社団

法人」として認可申請をおこなう考えでご審議をいただきたいと思います。 

また本年は役員の改選時期ではございませんが、人事異動等によりまして一部改選の件もご

ざいます。また、協会本部の事務所移転と理事の定数の見直しを含めた現行の定款の変更につ

きましてもご審議をいただくことになっておりますので、それぞれご充分にご審議をお願いし

たいと思っております。 

最後に、今回の大震災をとおして特に感じたことではございますが、何事につけてもやはり

卸の団結、協会のまとまりというのは大変重要な事だと思います。つきましては、これは特に、

全国規模でご商売をされている理事の方にお願いしたい事でございますが、これから開催され

ます各地域の総会や研修会のお集まりには、各地域の責任者の方にご出席いただき顔の見える

業界にしていただきますよう理事の皆様からぜひご指示いただき、支部活動、業界活動にご協

國分勘兵衛会長 開会ご挨拶 
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力をいただきますようお願い申し上げます。 

甚だ簡単ではございますが、開会のご挨拶とさせていただきます。 

 

次いで来賓を代表して農水省総合食料局の山田商業調整官が次の如くご挨拶された。 

 

平素は、食品流通行政の御理解と御協力を賜りこの場をお借りいたしまして御礼申し上げす。 

 

この度、東日本大震災により、甚大な被害がもたらされた。尊い人命を失い誠に痛ましい限

りでございます。犠牲者の御遺族ら対し哀悼の意を表しますとともに、被災者の皆様に心から

お見舞い申し上げます。 

 

先ずは、日食協の事務局をはじめ、傘下会員におかれましては、震災時において、被災地に

対する食料品の緊急支援に御協力を賜り、特に緊急時のため土日を含め迅速な対応に改めて感

謝を申し上げます。ありがとうございます。 

また、義援金の取組みついても、早急な取組について敬意を申し上げます。 

 

現在、農林水産省としては、被災地支援に向けた取組と

して、いわゆる風評被害は、何よりも正確な情報を消費者

等へ提供することが重要と考えており、消費者及び小売業

者に対して出荷制限の対象となっていない農作物等につい

て、普段どおりに買い物や商売をしていただくようメッセ

ージを発信いたしました。 

また、被災地支援に向けた取組につきましては、現在、

政府一丸となってとり進めておりますが、引き続き被災地

に御支援方を是非ともお願いいたします。 

こうした中、専門小売業者においても「絶対応援宣言」

や「被災地農家応援キャンペーン」こうした中、専門小売

業者においても「絶対応援宣言」や「被災地農家応援キャンペーン」また、卸売市場関係者に

は「風評被害の解消に向けた産地支援」を実施しており、農林水産省では、「食べて応援しょ

う」（被災地を応援）のキャッチフレーズで４月１５日にホームぺ―ジを開設し、産地の活力再

生を通じた被災地の復興を応援しています。日食協の傘下会員の方においても前向きな対応を

していただいているところです。 

 

４月８日に開催された「夏期の電力需給対策の骨格」が決定されました。 

電力の需給ギャツプは、東京電力で１５００万キロワット、東北電力では３３０万キロワットとな

っており、このため夏期の電力の需給対策について、需要家毎に大口では２５％、小口で２０％、

家庭・個人で１５～２０％抑制することを目標として取り組むこととしています。創意工夫で節電

に御協力を御願いします。 

 

貴協会におかれましては、引き続き傘下会員に対して放射性物質の検査結果や出荷制限など

農林水産省 流通課 

山田啓二商業調整官 ご挨拶 
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に関する正しい情報を提供していただくともに、被災地に対する御支援方お願いいたします。 

２３年度の予算につきましては、食料品アクセス問題について当該地域が地形、公共交通機関、

需要量、供給量、家族構成などの諸条件を考慮し、食料品アクセス困難度を客観的に推計する

ための指標を検証・実用化する事業を実施します。被災地の店舗や人口など状況が変化してお

りますので、当該地域の実行についは検討しなければならないと考えております。 

 

最後に、経済環境が厳しい中、地震により自粛ムードとなっておりますが、経済発展のため

通常のとおり行っていただくことが重要と考えております。農林水産省といたしましては皆様

方のご商売の反映とご多幸をお祈り致し御挨拶といたします。 

 

事務局はここで本日の出欠状況を報告し、会の成立と共に定款２７条により会長が議長席に就

く事を告げた。 

議長は出席理事の中から、議事録署名人として、宗像善昌理事と足立誠理事の指名を行い、

了承を得て議事に入った。 

 

第１号議案  平成２２年度事業報告に関する件 

第２号議案  平成２２年度収支決算報告に関する件 

 

議長より、第１号議案と第２号議案を続けて事務局より報告するよう指示があり専務理事よ

り、手元に配布された資料の確認をした後、概況並びに事業活動のポイントについて次の内容

を報告した。 

① 政策委員会・食品取引改善協議会の活動内容。 

② 調査研究事業として、「米トレサ法に関するアンケート調査」「環境自主行動計画の調査

票提出」「独占禁止法の改正についてのパブリック・コメントの提出」「物流コストの実態

調査」「ＩＦＲＳに関するアンケート」を報告。 

③ 研修・普及・啓発・実践事業として、「情報システム研修会」を開催。 

④ 本部活動として、「公益法人制度改革への対応」「加工食品卸売統計調査」を実施。「本

部事務所の移転計画」をまとめる。 

⑤ 関連省庁・諸団体との交流活動について。⑤関連省庁・諸団体との交流活動について。 

⑥ 平成２２年度収支決算報告（収支計算書・貸借対照表・正味財産増減計算書・財産目録）。 

 

同時に４月１５日に監事各位により監査を受けた経緯を報告した。 

議長はここで監事に監査報告を求め、濱口吉右衛門監事は「去る４月１５日に監事３名にて行

われた監査の結果、業務報告を受け財務諸表及び帳票・証憑につき、適法正確に処理され報告

の事実と相違ないものと認めました。」と報告した。 

議長は、両議案の質疑を求めたが無かったので、承認を求め、拍手で承認された。 

続いて、議長は第３号議案の説明を事務局に求めた。 

 

第３号議案  会員の動向に関する件 

事務局より、平成２２年度内に於ける入退会者のリストに基づき、報告を行い、承認された。 
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第４号議案  会費の額及び徴収の方法に関する件 

 

議長の指名をうけ、事務局より平成２３年度の年会費の額及び徴収方法について説明した。額に

関しては一昨年度、自主申告いただいた売上高に基づく会費区分により算定。また、賦課徴収

方法については 

① 年額一括 

② 銀行振込み 

③ 振込手手数料は会員各位負担 

④ 納付期限  平成２３年６月３０日（木） 

との説明があり、議長はこれに関して承認を求め異議なく賛同を得た。 

 

第５号議案  平成２３年度事業計画案に関する件 

第６号議案  平成２３年度収支予算案に関する件 

 

議長より関連ある両議案を続けて説明するよう指示があった。 

平成２３年度事業計画案について、中嶋政策委員長より、調査研究事業、普及啓発・研修・実

践事業及び実施計画案についての説明がなされた。 

「平成２３年度の主要な事業計画につきましてご説明申し上げます。 

未曾有の大震災は、原発事故という深刻な事態も引き起こし、電力不足は食品流通にも大き

な試練を与えています。 

今回の大震災は、あらためて非常時の食品流通のあり方や生活を守る社会的使命感と生活貢

献を最優先する業界としての産業行動の姿勢、真価が問われているものと考えております。 

こうした環境の中で、生活様式の変革を求めるような国難に対処すべく、食品流通業全体で

「食」のライフラインを維持するため、従来の食品流通のＳＣＭを抜本的に見直し、状況に適し

た流通システムを再構築して、国内市場を整備する事がより重要であると考え、調査研究事業

としては最優先して、電力節電抑制策の業界「自主行動計画」の調査と策定を行い、そして実

践をして参りますます。 

 

また、メーカーの皆様とは構造

変革と競争環境の中で、卸売業の

活性化についてお互いの機能役割

を確認しながら検討していきたい

と考えています。 

関連する法制度の問題では、７

月からいよいよ「米トレサ法」に

おいて産地情報の伝達が始まりま

すので、我々が第１義に望んでお

ります容器・包装への記載により

運用できますよう充分普普及啓発

して参ります。 理事会会場 
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また大震災により、ＴＰＰに関する進展がやや遅れてはおりますが、我々業界にとりましても

大変重要な課題でもありますので影響について調査をして参ります。 

環境問題では、現在の我々の「環境自主行動計画」は今年度が最終年度になっておりますの

で、次期計画をどのような目標、内容にしていくか検討する必要があります。原発の問題で日

本の環境状況が大きく変わって参りますので、充分与件を踏まえて準備して参ります。 

最後に、業界の情報発信力を高めるために、今年度は協会のＨＰをリニュアルしたいと存じ

ます。ぜひご関心をもってご覧いただきたいと存じます。 

以上主要な事業計画の内容でございますが、これらの活動につきまして食品卸業界自身の協

調性強い団結力が何より前提となりますので、ここにご出席の皆様のご支援とご協力をお願い

申し上げましてご報告とさせていただきます。 

 

第６号議案については事務局より、事業計画と連動した収入、支出について新会計基準に基

づき資料の如くに策定した根基について説明した。 

ここで議長は質疑を求めたが、無かったので両案を一括しての承認を求めたが、拍手を以っ

て承認された。 

 

第７号議案  役員改選に関する件 

 

議長より、本年は役員改選期の年ではないが、会社人事の都合により一部の方から役員交代

の申し出が有った事、更には、ご本人のご都合により退任の申し入れを受けた事等の報告があ

り詳細についての説明を事務局に促した。 

事務局より申し出順に報告がなされた。 

［退任］ ［新任］ 

㈱日本アクセス 今泉忠也 理事 堀井壯一郎 氏 

国分㈱ 成田 健 理事 北見  賢 氏 

三井食品㈱ 水足眞一 理事 長原 光男 氏 

㈱梅澤 鈴木重一 理事  

㈱ヤグチ 萩原弥重 監事  

 

報告を受け議長より、理事３名の交代並びに鈴木理事及び萩原監事の退任という事務局案の

承認を求め、拍手を以って異議なく承認された。 

 

 

第８号議案  定款変更に関する件 

 

議長より８号議案の内容を説明するよう事務局に要請。事務局から添付資料に基づき定款変

更案（①事務所移転に伴う所在地の変更②理事の定数変更）について報告がなされ、出席者全

員から賛同を得た。 

 

第９号議案  公益法人制度改革への対応に関する件 
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過日内閣総理大臣あてに申請した公益社団法人の審査が「不認定」となったこと受け今後は

一般社団法人の認可に向け、再度、申請したいとの事務局からの申し出に対し、出席者全員か

ら承認をいただく。 

 

第１０号議案  定時総会の開催に関する件 

 

議長より「以上の審議内容を定時総会の議案として総会を開催したい」と発言があり、事務

局より平成２３年５月２６日（木）１５時よりレベル２１東京會舘にて開催する旨の報告があり、理

事会の決議を求め、承認された。 

なお事務局より一般社団法人としての認可後の理事会の開催時期等について説明する。 

それを受けて、３月及び４月の理事会は、決算時期等により非常に多忙な時期なので理事本

人の出席が困難な事態が想定できるため、開催の時期に関しては慎重に対応する様要請を頂戴

する。事務局として強く認識をする。 

 

 

最後に、その他として何かご意見・ご要望が有れば申し述べるよう議長から要請。 

それを受けて東北の堀内理事より震災発生後から今日までの状況報告、近畿の加藤理事から

は阪神・淡路大震災時の教訓、また山田調整官から国の支援体制等について意見が述べられた。 

議長より、引き続き当協会へのご協力要請と本日の長時間審議についての御礼が述べられ、

１３時４５分に閉会となった。 

以 上 

 

 

 

 

 




